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はじめに

社会臨床雑誌第６巻第２号（１９９８．１２．）

日本社会臨床学会編集委員会

本号は社会臨床学会第六回総会の報告を中心に編集されています。総会は和光大学で五月一日～三日に開催

されました。三日間ということで、記録の量も多く、二号に分散してお知らせすることになります。

本号では、二つの分科会と二つの全体会の記録を掲載します。分科会ＩＩの「精神医療は改革されてきたのか」
と分科会ＩＶの「ボランティアをどう考えるか」の報告、そして「定期総会および「これまでの社臨・これからの社

臨」の報告・討論」、トーク「死と弔いの「意味」」の記録です。
いずれも、当日録音されたテープにかなり忠実な形でまとめられています。総会に出席されなかった方にも

充分伝わっていく内容となっていますので、ぜひお読みください。なお、第六回総会の記録は一冊の本として

出版される予定となっています。こちらの方は、当日提出された論点にそって整理した形で報告されることに

なると思います。ご期待下さい。

総会への感想が三本あります。感想は「社会臨床ニュース三二号」に掲載されたのですが、第一分科会の感想

が載りませんでした。おわびして、ここに掲載します。

論文は二本です。

ひとつは、豊田正弘さんの「ボランティア再考」です。この論文は、林延哉さんの論文「ボランティアを賃労働

とするで、いいのだろうか」（「社会臨床雑誌」第五巻第三号）に応えたもので、雑誌『わだち』五九号に掲載された

ものです。林さんの論文は、豊田さんの論文「ボランティア活動に関する考察と提起」（「社会臨床雑誌」第五巻第

二号）に応えたものであり、豊田さん、林さんの誌上討論という形になっています。この討論が様々な方々を巻

き込んだ形へと発展していくことを期待しています。

もうひとつは、森重雄さんの「学校と教育の「考古学」のために」です。この論文は、第六回総会の分科会ＩＩＩｒ学

校と教育を解読する」で森さんが報告されたことに基づいて沓かれたものです。欧米や日本での学校および教育
の誕生の経緯を丹念に追いながら、「教育」という言葉・概念がいかに学校という近代的装置に結びついている

かを示した論文です。

「“ここの場所”から」は三本あります。

ひとつは、江端一起さんの「アボセタ！アボセタ？？アボセタ！！！」です。アボセタとは、一九九五年に起きたアボ

セタ事件のことをさします。京都市右京の福祉事務所が生活保護世帯の中から「ア」・アルコール依存症、「ボ」・

暴力団、「セ」・精神障害者、「タ」・その他、をピックアップして、名簿を作ろうとした事件です。江端さんは、
ご白身が所属する京都前進友の会での生活を紹介しながら、この事件について報告しています。

二本目は、篠原睦治さんのにの夏、“脳梗塞”と言われて」です。篠原さんは、今年の夏体調を崩され、検査

という形で入院なさっています。その時の医者のあり様を通して、医学・病気について考えていきます。

三本目は、島谷直子さんの「東京犯罪被害者支援センターに御協力を」です。島谷さんは、犯罪被害者の支援

運動の重要性を説きながら、センターでの電話相談をする者などの「専門性」について問題を提起しています。
いずれも重要な問題提起を含んだものとなっています。ぜひお読み下さい。
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社会臨床雑誌第６巻第２号｛‘ＩＳ｝９８．１２．）

日本社会臨床学会第６回総会報告

日本社会臨床学会第ｍ期運営委員会中間総括
１９９８／０５／０１

［以下の中間総括は、第６回定期総会において承認され
たものである。］

はじめに

私たちの学会は、発足（１９９３年４月）から５年が経っ

た。ここでは、その内の第ｍ期運営委員会第１年度

（１９９７年４月～１９９８年３月）の活動報告と総括を行う。な
お、会計報告は、別途に行なう。

ところで、私たちは、第ＩＩ期運営委員会総括を結ぶ

にあたって、「第１１１期には、東京周辺に運営委員が集

中せざるをえない現状を少しづつ変えて、各地から積

極的に運営委員に立候補され、全国的なネットワーク

の中で「社会臨床雑誌」の編集、総会、学習会、シンポ

ジウム等の企画が行われるようになれることを期待し

たい。また、第１期、第ＩＩ期を通して、学習会のテーマ

として取り組んできた「カウンセリングと現代社会の

問題」は、よりー層問題点を明確にし、一定の総括と

問題提起を込めて、広く社会に問うことを第ＩＩＩ期の課

題にしたいと考える」と述べた。

第ｍ期運営委員会は、このような期待と希望に立っ

て出発した。そして、いま、その一年間を振り返る。

Ｉ。諸活動の実施と運営

第５回総会（１９９７年４月２６日・２７日）の定期総会は、第
ｍ期運営委員立候；補者２４名全員を運営委員として承認

した。第ＩＩ期運営委員は、１６名であり、第ＩＩＩ期に及ん

で８名の増員である。地域も青森から京都に及んでい

る。

「さまざまな領域、さまざまな立場の人びとが共に

２

日本社会臨床学会第ＩＩＩ期運営委員会

自由に考える場となることをめざす」と学会会則第３条
で約束したことにそって展開している象徴的事態であ

ると言えそうである。

運営委員会は、「夏の合宿」（１９９７年８月２９～３１日）の

中で開いたものを含めて、総計８回開催したが、ここ
で、企画、運営、総括が行なわれてきた。

以下に、諸活動のメディアと場を列挙する。

（１）第５回総会（実行委員長・真田孝昭、会場・静岡

大学）
シンポジウムＩ学校、塾、不登校を考える

シンポジウムＩＩバリア・フリー社会を考える

シンポジウムＩＩＩ高齢化社会を考える

記念講演学校化社会に見る大人たちのウソ

総会決識脳死・臓器移植のいかなる合法化に

も反対する

（２）第６回「夏の合宿」第６回総会に向けて

（３）学習会脳死・臓器移植の深みへ（発題・小松美

彦）

（４）学習会「ＰＴＳＤ」をどう考えるか（発題、大野光

彦、三浦高史、広瀬隆士）

（５）「社会臨床雑誌」第５巻第１-号・～第３号（３冊、以下、

巻号のみで示す）

（６）「社会臨床ニュース」第２７号～第３１号（５号、以

下、号のみで示す）

（７）学会名簿の発行

ＩＩ．テーマと課題

上記Ｉ（１）～（７）のメディアや場で考え論じてきた

テーマと課題を以下にまとめるが、「これまでの社

臨・これからの社臨」（第６巻第１号）で重複して多くを

論じている。ここでは、第１１１期第１年度活動にしぽっ



て整理し、述べるが、「これまでの社臨・これからの

社臨」と重ね合わせて、読んでいただけれぱと願って
いる。

（１）「現代社会とカウンセリング」を考える

第ＩＩ期で行なった連続学習会「「現代社会とカウンセ
リング」を考える」は、やり方とテーマにそって、多く

の宿題を残したが、５巻１号で、〈特集カウンセリング〉

を組んだ。「心」の商品化としてのカウンセリング、

フェミニストカウンセリングヘの疑問、スクール・カ

ウンセリングの諸問題を論じた。

その後、１１１１続学習会、５巻１号の〈特集〉などを踏まえ

て、「現代社会におけるカウンセリングの諸問題」を、

諸現場の課題を掘り起こしながら、加えて。

歴史的、原理的に論じる単行本を企画したが、現

在、担当執筆者に依頼を終了している。第７回総会ま
でには、現代轡館から刊行予定である。

（２）「社会臨床シリーズ」、特に『施設と街のはざまで』

をめぐって

「社会臨床シリーズ」全四巻の刊行（影轡房）は第ＩＩ期

までに完了したが、その後、これらをめぐる読書会二

回をやはり第ＩＩ期中に行なっているし、第４巻第３号と

第５巻第１号で、それらの報告を行なっている。

そこでは、施設解体か施設改革かのはざまで揺れな

がら論述している「施設と街のはざまで」（第３巻）をめ

ぐって、山尾謙二さんが、「施設改革」が依然として引

社会臨床雑誌第６巻第２号｛・ＩＳ｝９８．１２．）

このような議論が、「社会臨床シリーズ」刊行と、そ

の読書会を契機に、生まれている。『社会臨床シリー

ズ。』刊行の波紋が今後も広がっていくことを期待して

いるし、また、この識論そのものにそっても、応答が

重ねられていくことを願っている。

（３）国家資格化と消費社会の中で「資格・専門性」を問
い続ける

本学会にとって、「資格・専門性」を問い続けること

は、大切なポイントであることについては、重ねて強

調してきた。今期に入ってからも、私たちは、特に、

精神医療分野において（いまなお揺れ続ける）臨床心理

士の国家資格化の動き、そして、（１９９７年１２月に成立

した）精神保健福祉士の国家資格の成立をめぐって、

それらの問題を批判的に考えつづけている（寺田敬

志・第５巻第１・号、広瀬隆士・第５巻第３号）。

しかし、この議論は低調と言わなくてはならない。

今日、資格・専門性の問題は、教育、医療、福祉の

「するーされる」関係に限定して論じられるものではな
い。そこに軸があることは当然としても、大衆消費社

会に生活する私たちは、諸分野・諸領域の専門家たち

から「よりより商品」としてのサービスを買おうとして
いるのだから、この問題は、だれにとっても大きな問

題になっている。第６回総会〈全体会〉では、そんな視

点も入れて、「資格・専門性は必要か、幻想か」を討論

することになっているが、この議論は低調であっては

ならないと思う。

きずる隔離の問題をあいまいにしていると批判してい（４）第５回総会、静岡大学で開催

る（第５巻第１号）が、それに対して、伊藤勲さん（施設

労働者）は、「重度知的障害者」の施設とそこを取り巻
く地域の抜本的改革が開始されているという発言をし

ている（第５巻第２号）。伊藤さんのこの発言を受けつ
つ、（当該轡に登場した）

施設を出て地域で暮らす関係を探ってきた三井絹子

さんは、「私は施設をなくしたい。施設の職員の皆さ

ん、施設をなくすようにつとめてください」と呼び掛

けている（第５巻第３号）。

第５回総会は、静岡大学（静岡市）で開催したが、そ

れまで、東京、横浜、京都、水戸で開いてきた。全国

各地での開催をという願いを実現してきたことにな

る。総会実行委員長、真田孝昭さんのご協力とご努力

に心から感謝したい。

上記三本の総会シンポジウム設定に到る経過につい
ては、「これまでの社臨・これからの社臨」で述べたの

で省略する。

３



社会臨床雑誌第６巻第２号｛・１！｝９８．１２．）

シンポ「学校・塾・不登校を考える」の議論に関わっ

て、その後、三浦高史さんは、「フリースクール」論肯（６）「Ｏの会」からの抗議と回答

定の流れに警戒的に、「官製フリースクールの役割」を

轡いている（第５巻第３号）。さらに、第６回総会では、

しばらくの間、学校を見限ることと、学校にこだわる
ことのはざまで、率直に討論する必要があると考え、

その願いの中で、「学校と教育を解読する」という分科

会を開くことになっている。
シンポ「バリア・フリー社会を考える」に関する、そ

の後の議論はない。ただし、この議論は、石川准さん

の「共生のインターフェイスー電脳福祉論によせて」

（第３巻第３号）、第４回総会シンポ「情報機器と人間関

係」などから続いてきているものでもあり、その文脈

では、今期になって、総括的論文「「コンピュータ化」

「情報化」の問題点」（林延哉、第５巻第２号）がある。

さらに、シンポ「高齢社会を考える」で論じられた諸

問題のうち、第６回総会分科会では「老いと介護をめ

ぐって」語り合うことになっている。

記念講演「学校化社会における大人達の嘘」（石川憲

彦、第５巻第３号）は、学校化社会の問題を、生身性の

疎外と復権という立場から論じたが、石川准は、早

速、このことに批判的な発言をしている（第５巻第２

号）。

（５）「脳死・臓器移植」に反対する決議と学習会

第５回総会では、臓器移植法案が審議中であったた

め、「脳死・臓器移植のいかなる合法化にも反文ｔする」

決議を行なった（第２８号）。残念ながら、この法律は

１９９７年６月に成立したが、脳死判定と臓器提供に関す
る自己決定権を強調している。そこで、「死の自己決

定権」批判をしている小松美彦さんの発題を受けて学

習会を持った（１９９７年７月１３日、第６巻第１号）。「脳死・

臓器移植」批判は、その実態とともに論じられ続ける

必要がある。秋葉聴さんの「ある一人の脳死をめぐる

私たちは、全国「精神病」集団愛知分会「Ｏの会」か
ら、主として第５回総会のシンポ「バリア・フリー社会

を考える」のあり方に関わって抗議を受けた。

私たちは、慎重に討論を重ねて回答を行なった（第
３０号）。私たちは、これを機会に、本学会のあり方に

関する、いくつかの姿勢と方法について検討を重ねて
いる。現在、私たちが確認できることは、本学会は、

もはやサイコロジストなど「する」側中心の専門家集団

であることを望まず、シンポジウムなど学会諸活動に

おいては、「精神障害者」の立場を含む、さまざまな領

域、立場の人びとが共に自由に考える場になることを

めざす、ということである。したがっ

て、「する」側の姿勢を問う『Ｏの会』の抗議には、「専

門家集団」という自己規定に基づいては応答しにくい

現状と経過を説明するに留まっている。それでは、

「さまざまな領域、立場の人びとが共に自由に考える

場」のために、どのような内実と方法を創りあげてい
くことであろうか。私たちは、その模索を、すでに開

始していると思うが、今後とも、この努力を持続した
１♂ゝ。

特に、「する」側の「臨床・実践」を振り返り、資格・

専門性を問い直すという作業にあたって、私たちは、

長年にわたって、「「される」側に学び、「される」側と

共に」の姿勢と方法を大切にしてきたが、一方で、今

日、このような方法と姿勢は、結局のところ「する」側
・＝ｐ心の発想になっていなかったかという佃泥たる思い

もしている。私たちは、この姿勢と方法の今日的意義
や限界を再吟味しながら、「するーされる」の関係、そ

こに持ち込まれてくる「悩みや想い」、そして、その関

係を成り立たせている状況や刳育などを共々に考えつ
づけたいと願っている。

人間模様」（第５巻第３号）は、そのような（アメリカ合州（７）「夏の合宿」

国からの）長編エッセイである。第６回総会では、小松

さんσ：）全圖狗協力を得て、「〈トーク＆コンサート〉死と

弔いの「意味」」を開くことになっている。

４

「夏の合宿」は、学会（準備会）時代を入れると、第６

回目になる。今回は、水上温泉・水上荘で三日間行
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なったが、第６回総会の各分科会が取り組む五つの

テーマをめぐって、実質的な討論を行なった。ゆっく（１０）「ＰＴＳＤ」問題を考え始める

り討論できた貴重な時間であった（第３０号）。

阪神・１炎路大震災、神戸の小学生連続殺傷事件のの

（８）「ボランティア」をめぐる議論の開始

豊田正弘さんの「ボランティア活動に関する考察と

提起」（第５巻第２号）では、ボランティアは賃労働とし
て：‘組織化され、そのための財源保障がなされるべきで

あるとしている。それに対して、林延哉は、「ボラン
ティアを賃労働とするでいいのだろうか」（第５巻第３

号）で、「共同的存在としての人間の生活様式における

当事者性にボランティア活動の根拠を置くこと（その
ことで「ボランティア」という言葉自体も意味を失う）」

を提起している。

国家・社会の要請としてのボランティア、ボラン

ティアの義務化と有償化などが、昨今、急激に強調さ

れているが、その意味で、このような論争はいよいよ

重ねられていかなくてはならない。第６回総会では、

「ボランティアをどう考えるか」を語り合うことになっ

ている。

（９）らい予防法廃止に伴う国民健康保険加入問題

私たちも、ハンセン病療養所入所者で会員の島比呂

志さんの要請を受けて、国民健康保険の任意加入を求
める署名（第２６、２８～３０号）を呼び掛けてきた。しか

し、そのことはいまだ実現していない。私たちは、今

後とも、呼１：月卦け続ける。私たちは、まずは、島さん
たちの「国民のひとり」になる切なる願いを受けとめな

くてはならない。ところで、今日の制度で言えば、そ
のことは「強制加入」で成り立つのだが、このたびの呼

１：ｊ゛掛けは、「任意加入」の要請になっている。島さんた

ちの現実的、戦術的判断があってのことだが、「任意

加入」は、ハンセン病療養所入所者を「持つ者」と「持た

ざる者」に分断するなどの矛盾・ぺ＝・課題を引きずること

になる。「らい予防法廃止」はいまなお問題を残し続け
ているのである（島・篠原睦治「いま、なぜ、らい予防

法廃止を問うのか」第４巻第３号）。

ち、心理学者、精神医学者など専門家たちやマスコミ

は、「ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）」を強調して、

にころのケア」や「こころの専門家」の必要性を主張し
ている。また、それに先んじて、「ＰＴＳＤ」は、強姦さ

れた女性などにもたらされる心身の世界を表すのに問

題提起的に使われてきた経過もある。

私たちは、遅きに失した感もするが、このような

「町ＳＤ」をめぐる事態をどのように理解するのか、捉

えるのかを考えだすことにした。そのための学習会

を、１９９８年１月２５日に開いた。くわしい報告は、小沢

牧子が第６巻１号で行なっているが、学習会では、

「ＰＴＳＤ」は従来の精神病理学的カテゴリーの持つ諸問

題（個人還元主義、病理学的人間観、ラベリング、偏

見と差別など）を同様に担っているという批判だけで

なく、この概念に括るに到る状況や問題はこの概念も

手がかりとして探っていけるのではないかという意見

も出た。こうして、議論が開始されたばかりである。
一緒に考えていただきたい。

（１１）学会誌でのさまざまな問題提ｊｌと討論の展開

学会誌上でも、会員の積極的な協力をえて、新鮮か
つ刺激的な問題提起を受けてきた。上述の中で触れな

かった論文で言えば、例えば、渋谷典子さんの「義肢

装具の＝ｌ」ニ会学的考察」（その２、３第５巻第１、第３号）は、
ご自身の義肢体験の対象化作業を込めて、「健全者」の

なかの「障害者」、その生活と意識を刻明に分析してい

る。また、中井孝章さんの「思想問題としての「英語教

育」改革」（第５巻第３号）は、現在の英語教育改革が英語

支配の構造を強化してきたと批判して、いくつかの提

言をしているが、「学校教育」、「教育改革」、「国際化」

とは何かなど、広義な問い掛けも含んでいる。

（２）でも紹介したが、〈“ここの場所”から〉は、学会

誌・紙などで提起された問いをめぐる討論の場にも

なっている。言うまでもなく、従来通り、各会員の

５
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“ここの場所”からの報告や問題提起を掲載してきた。

〈「映画と本」で考える〉でも、社臨シリーズ第３巻、第４

巻をめぐる思索が寄せられた（第５巻第１、２号）。く「映

画と本」で考える〉の伊藤勲さん（第５巻第２号）とくここ

の場所”から〉の三井絹子さん（第５巻第３号）の場合のよ

ある、学術会議の外で、新しい「学会」の在り方を追求

すべきである、などの意見がある。

次年度も、この議論を引き続き重ねることになる。

会員の皆さんのご意見もうかがいたい。

うに、両欄を交叉して、語り合いがなされることもあ（１４）第二回学会名簿の発行

る。両欄が、気楽に自由に活用されていくことを願っ

ている。

（１２）学会誌、学術刊行物扱いになる

群会予算の中に、学会誌・紙発送に要する費用は大

きく、学会誌の「学術刊行物」扱いは経費削減上からも

大きな課題であったが、１９９８年１月、郵政省認可によ

るその扱いになった。この扱いは『社会臨床ニュース』

発送には適用されないが、年３回の学会誌発送費は、

従来の３分の１になった。そのため・ｗ会誌発送郵便局

は通して特定しなくてはならず、私たちはそこを学会

事務局所在地（茨城県水戸市）の郵便局にした。それに

伴って、発送作業の場所も当該地に変更できないかと

検討したが、諸事情を勘案して、従来通りこもん軒

（東京文京区）で行なうことになった。学会関係諸発行

物の印刷・発送に関して、東京近辺会員の皆さんのご

協力申し出をいただければ幸いである。

（１３）日本学術会議参加問題を考える

なお、学術刊行物扱い認可に伴って、第ｍ期運営委

員会は、日本学術会議への参加をどうするかの議論を

改めて開始している。当初、私たちは、当会議に参加
することによってのみ、この認可は得られると思った

のだが、事態は違っていたからである。
つまり、「臨床・社会」関係諸学会の中で、独白の位

置を持ちつつ、他諸学会との緊張関係、協力関係を探

る目的で、参加をめざしていいのではないかという

テーゼがあるのだが、とすれば、大半の会員および運

営委員を「専門家」、「研究者」として意味づけなくては

ならないという問題がある。運営委員会の議論には、

それよりも、学術会議の体制的体質を批判する必要が

６

私たちは、学会名簿を発行し、第６回総会で配布を

開始する。名簿発行は、学会設立以来、第２回目にな

る。この際、「関心領域・テーマ」欄と「一言」欄を設け

たが、両欄への応答は多くなかった。そこで、名簿末

尾に、各欄にそって、まとめて列挙した。名簿および

両欄が、会員同士の交流と各自のテーマの交換に役立
つことを願っている。なお、各会員が、集会の案内、

情報の提供などで、本名簿を一括して使用する場合に
は、̶案だが、“本名簿に依っだことを明示するメモ

などを同封することが望ましいと考える。

なお、名簿作成にあたっては、「社会臨床ニュース」

３０号（１９９７年１２月）で再度お願いしたが、実際の発行年

月は兇年度になってしまった。各会員におかれては、

所属、立場などの変更が起きている場合があると思わ

れるが、その節には、お許しのうえ、変更届けをして

くださればありがたい。

ＩＩＩ．次年度に向けて

以上、ＩＩ．（１）～（１４）で、第ＩＩＩ期運営委員会第１年度

に取り組んだテーマと課題を列挙した。ここＩＩＩでは、

まとめも兼ねて、第２年度の課題と展望を述べるが、

実は、第ｍ期第２年度の活動は、今年度４月から開始さ

れている。学会誌第６巻第１号はすでに発行されている

し、第６回総会は、本日（５月３日）から三日間にわたっ

て、ここ和光大学で開催されるという具合にである。

総会のくわしい内容に関しては、すでに配布ずみのプ
ログラム（「社会臨床ニュース」第３１号）他にゆだねる

し、全体会や分科会などの設定経過に関しては、本中

間総括（案）でもすでに述べた。
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さて、本総会を含ｔ、、今年度の課題と展望を列挙す

る と 次 の 通 り で あ る 。 昨 年 度 に は 、 「 脳 死 ・ 臓 器 移 植 」 に 反 対 す る 決 議 を

（１）「現代社会とカウンセリングの諸問題」を論じっし、らい予防法廃止に伴う国民健康保険の加入を求め
づけ、その過渡的総括として、本テーマに関するる署名を学会内外に求めたが、私たちは、これらをめ

単 行 本 を 発 行 す る 。 ぐ る 問 題 意 識 と 視 点 を さ ら に 広 げ 深 め な が ら 、 こ れ ら

（２）諸分野、諸領域に通底する「資格・専門性」の諸の問題に今後とも関わり続けたい。そして折々に生起

問 題 を 、 「 精 神 医 療 」 し て く る 社 会 的 ・ 状 況 的 諸 問 題 に 関 し て も 、 同 様 に 、

や「大衆消費社会」の諸テーマと重ねて、考えつづけ討論と発言を重ねていきたい。

る。

（３）「登校拒否」問題、「障害児・者」問題とからめ第ＩＩＩ期運営委員会は、今後とも、以上の企画・運営
て、「学校と教育」の歴史と現実を解読する作業をを担当していくが、会員の皆さんには、寄稿、諸企画

つ づ け る 。 の 提 案 と 参 加 、 会 費 納 入 な ど を 改 め て お 願 い し た い 。

（４）現代において強調されてきた「バリア・フリー社また、各地で学習会、「’地域集会」、総会を開催してい

会 」 、 「 高 齢 化 社 会 」 き た い の で 、 ご 協 力 の 申 し 入 れ を お 待 ち し て い る 。

の現状と課題を見つめながら、「コンピュータ化・

情報ｆヒ」、「障害（者）、老（人）」観、「自立と共生」〈追記〉

な ど を 語 り つ づ け る 。 上 記 （ Ｉ 山 ４ ） 第 二 回 学 会 名 簿 の 発 行 」 に 関 わ っ て で す

（４）「脳死・臓器移植」、「出生前診断」、「安楽死・尊が、一般的には、学会など組織の名簿は、会員間の情

厳死」など、生老病死の今日的課題を、「医療管報交換と当該組織関連の活動に限定して使用されてき

理」、「死の自己決定権」、「優生思想」などの諸問ました。本学会の場合、会員の皆さんによる意義ある

題 と 関 連 さ せ て、 論 じ っ づ ける 。 柔 軟 な 活 用 を 願 って い ま す が 、 そ れ に して も 、 名 簿 を

（５）ボランティアをめぐる現状と課題を分析し、そ本格的に利用する際には、“本名簿に依っだことを明
の 問 題 点 を 明 ら か に し て い く 。 記 し て 、 情 報 を 受 け 取 っ た 者 に 余 計 な 不 安 や 不 快 を 与

（６）「ＦｒＳＤ」など、心理学や精神医学で新しく強調さえないことが作法であると考えます。なお、そのこと

れている諸カテゴリーを、人間関係的、社会的文は、学会が、当該の情報提供に対してただちに責任を

脈 の 中 で 、 論 じ る 。 負 う も の で は な い こ と は 言 う ま で も あ り ま せ ん 。

（７）以上の６点は、第ｍ期第１年度に論じられてきた各会員におかれては、本学会の趣旨や姿勢にふさわ
主なものだが、加えて、「これまでの社臨・これしく活用してくださることを改めてお願いしたいし、

からの社臨」（第６巻第１号）で述べたテーマと課題ましてや、無断で学会の名を付して情報提供や宣伝を

を 折 々 に 深 め 、 展 開 して い き た い 。 行 わ な い よ う に 留 意 して 下 さ い 。

（８）日本学術会餓参加問題を論議する。

（９）以上（１）～（８）のために、第６回総会を企画し運営
する。その報告は、学会誌で行なうとともに、単

行本（現代轡館）としてまとめる。

（１０）以上（Ｉ）～（８）に加えて、いろいろなテーマ、課

題、議論が寄せられることを期待しながら、学会

誌・紙を充実して、発行する。

（１１）必要と状況に応じて、いくつかのテーマの学習

会を企画する。

７
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日本社会臨床学会第６回総会報告

定期総会～これまでの社臨・これからの社臨～

日本社会臨床学会第ｍ期運営委員会

開会の言葉

●
●

が、それは、フラワー・アレンジメントを特技とされ 篠原睦治：第１１１期は、昨年一九九七年から、一年目

特技を生かして寄与して下さっています。明日この第Ⅲ期運営委員会活動報告
テーブルの前に立派な花が出ることになっています

武田利邦：ご紹介いだきました武田です。島根さん
と二人でやります。

島根三枝子：島根です。よろしくお願いいたしま

す。それでは第一部に入ります。初めに議題のＩ、第
ＩＩＩ期運営委員会第一年度活動報告を運営委員長である

篠原さんの方からして頂きます。お願いします。

続いて、定期総会に入りますが議長を決めたいと思
います。今日の午後は第一部と第二部に別れておりま

して第一部が定期総会、第二部が報告と討論というこ

とになっております。

第二部の司会を武田利邦さん、島根三枝子さんのお
二人が、なさることになっているのですけれども、第
一部定期総会もこのお二人に、議長をお願いしてはい

かがかと思い提案いたします。いかがでしょうか。

（拍手）

ありがとうございます。それでは武田さんと島根さ

ん議長をよろしくお願いいたします。

最初に二つの謝辞を申し上げたいと思います。一点
目は和光大学に対してです。会場を提供して頂いたこ

とに対してはもちろんのこと、その上に、補助金三十

万円をこの総会に寄贈して頂きました。本当にありが

たいことです。それから教職員の方々が、さまざまに

協力して下さったことにも合わせてお礼申し上げま

す。また、和光大学の学長さんがメッセージをお寄せ

て下さいました。これは二日目に、ご紹介いたしま

す。私は、和光大学の非常勤講師は長いのですが、い

わばパートのおばさんなので、一番大変だったのは、

和光大学の専任教員である篠原さんで、学会と和光大

学の間で、本当に大変な働きをされて、今日の運びに

なったということをご報告し、あらためてお礼を申し

上げます。
二点目のお礼は、実行委員の方々に対してです。和

光大学のさまざまな年代の卒業生が二十人余り、今度
の総会を開くに当たって、半年間にわたって、いろい

ろな協力をして下さいました。プログラムやポスター
の制作や実務、喫茶室開設など、それぞれの持ち味や

年を迎えたという記念の気持ちからで、いくぶんお祭議長選出

り的な気分を盛り込んであります。

小沢牧子：この大会の世話係、実行委員長を務めて
いる小沢です。今度の総会は、催しもの、出し物がい

つもより多いのですが、それは、私たちの学会が５周

る、実行委員の方のプレゼントです。そのように、さ

まざまなご協力のもとに、今日の運ぴになったという
ことをご報告して、実行委員の方々にお礼を申し上げ

たいと思います。ありがとうございました。

三日間充実した楽しい総会でありますように念じ、

皆様のご協力をお願いいたします。以上で開会の一言

とさせて頂きます。

第１部定期総会



が終わったところで、第１１１期の中間総括ということに

なります。

（本号二頁よりの「日本社会臨床学会総会第ＩＩＩ期運営
委員会中間総括」を参照の事）

島根：報告に対する質問がありますか。よろしいで

しょうか。それでは、平井さんに会計報告をお願い致

します。

平井秀典：会計を担当しています。運営委員の平井
です。９７年度決算案と９８年度予算案の報告をします。

（決算、及び予算は六巻三号に掲載）

島根：会計報告の監査報告をいただきます。

山口悦子：会計監査を担当しています山口です。私

たち会計監査二名による幣杏の結果会計報告に間違い

がないことを報告いたします。

島根：ご質問ございますか。それではよろしければ

活動報告、会計報告について拍手でご承認下さい。

（拍手）

島根：ありがとうございました。これで一部を終わ
らせて頂きます。

第Ｈ部報告と討論

武田利邦：第二部を始めます。三人のコメンテイ
ターの方よろしくお願いいたします。初めに篠原さん

から報告をいただきます。よろしく。

篠原睦治：「社会臨床雑誌」第六巻第一号（一九九八

年四月）に載せたものと同じ「これまでの社臨、これか

らの社臨」がお手元に渡っているかと思います。第六

回総会は、創立五周年にあたりますので、これまでの

社臨を振り返りこれからの社臨を考えるという時を、

少していねいに持ちたいと思います。

（以下「これまでの社臨、これからの社臨」にコメン

トする形で問題提起。・・・省略）
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武田：三人のコメンテイターの方よろしく、では秋

本さんどうぞ。

秋本まち子：この席に座ることになって、このレ

ポートを読み、近年になく重たい気分の日々を過ごし

た。このレポートを読んでホッとするところもあっ

た。篠原さんが伝えようとしている気持ちは、私が日

頃生きていく中で感じたり考えたりしていることとそ

んなに遠くない。しかし非常に重たい気分なるのはな

ぜだろうと思った。社会臨床雑誌のバックナンバーを

読みながら、全体を通して沓いている方が抱えている

気持ちより使われている用語が、すごく私の今の生活
とは縁遠いというか、ふだん日常の中で使うことのな

い言葉が氾濫しているということに対する違和感とい

うカヽ抵抗感が、この一か月半くらい私を重たくしてき

たのかなと考えるようになった。もうひとつは、この

会に自分がなぜ参加してきたかを考えてきた。大学の

時に親しかった方で地域で「障害者とともに」という運

動をやってきた方が、実績を認められて作業所に都の

方から認定されることになった。彼女は大学を出たば
かりの時に施設の職員をしていたが、出産、育児をし

ながら二十年以上やって来た。

都から認められると言われて迷っていた。私たちは

社会福祉を学ぶ単科大学で一緒だった。私は途中でや
めたが、やめる時に彼女や回りの人に「福祉の専門家

になりたくない」と言っていたらしい。「自分が将来

困った事態に遭遇したら、福；１１Ｅ事務所に行くのではな

く、隣のおばさんに相談したい、そういう関係を作り

たい」とカッコ良く言ったらしい。そのことがずっと

彼女の頭に残っていて、自分が今お金をもらう職員に

なるということに引っかかった。「あんたどうしてく

れるんだ」と言われて「やあ、いいんじゃない」と簡単

に言ってしまった。

その頃この会ができた。その時は、ここに関わるこ
とが、私がかつてこだわっていたことと関係あるとあ

まり思っていなかった。この会が資格、専門性を問題
にしているということがだんだんわかってきたら、自

分が若い時に非常に観念的だったが、悩んでいたこと

を今でも真剣に考えている人達がいるんだということ

に、結果的に気がついた。

９
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ここでは「する側-される側」ということがずっと言

われている。私は学１１１時代に「する側になりたくない」

ということだった。その後いろいろな職業を数え切れ

な１、ゝほど転々としてきているが、「そうすると私はさ

れる側なんだろうか」と考えた。

ちょっとその答が出ないまま今日になってしまっ

た。そのことをこれから考えていきたいと思ってい

る。

浜田寿美男：京都から来ました浜田です。ふだんは

大学で仕事をしていますが、あまり学会というところ

に足を踏み入れないということを、最初のころは選ん

でいました。私は一九六九年の卒業ですが、大学がに

ぎやかな時期で、学会闘争もかなり盛んな時期でし

た。

まだ学会に入るような年代ではなかったのですが、

学会闘争を側面から見ているような立場にいました。

むしろ学会の存在理由というか、なんでそんなのがあ

るんやろということに関しては、実際に中に入って

やっている人達に共感をしているというところにいま

した。

大学を卒業して結果的には大学で飯を食うことに

なったんですけれど、その中でも学会というところで

業績を作って、それで自分の職業を確保するというそ

ういうスタイルを取りたくないと思ってきました。

雑誌を取るための必要があって児童精神医学会には

入ってきましたが、学会に出席したのは、一度友人に

誘われて旅行がてらに行った程度です。私がやってい
る仕事がどうしても心理学、子どもや障害の心理学と

いうことが専門ということになっていましたので、十

数年前から臨床心理学会の知り合いも多くなって、会
員としてシンポジウムに呼ばれたりもしてきました。

その中でこの社会臨床学会が臨床心理学会からでた時

点で、篠原さんからだったと思いますが強力なプロ
ポーズがあって、入れ入れということで断る理由もあ

まりなかったので、積極的な活動ができるとは思えな

かったのですが、人間関係を円滑にする意味もあっ

て、入らして頂いたということです。第３回の総会を

関西でということで京都で、たまたまハ木晃介さんも

私と同じ花園大学というところにいますので、ま、二

１０

人も居ったらやれるやろということで、お世話をさせ

て頂きました。

運営委員をという話もあったのですが、これだけは

強固に断わりました。

私自身は社会臨床学会の活動に対しては当初から非

常に共感する部分がありました。ただ現実問題として

資格の問題をどう考えるのかということになると非常

に複雑で、私の大学でたとえば選挙で選ばれて、役職

についたりすると、大学の経営戦略のなかで資格をど

うするのかという話が問題になってきて、でｌｉ｀格化に対

して例えば社会福祉士の問題に対しても当初から否定

的な見方をしていましたが、社会福祉士の資格をうち
の大学では出さないというようなことを大学の教員と

して、積極的に主張できるだけのものは出せないとい

う現実があります。
ですから大学での学生との間わりに、できるだけ抵

触しない形で資格化を考える程度にとどまるという、

非常に煮えきらない態度でやって来たわけです。

現在でも精神保健福祉士の資格化をどうするのかと
いうことが問題になってきた時に、やるべきじゃない

という正論を出せるかどうかというと非常に問題だと
いうことで、現実の自分の足下でやれるということと

頭の中で考えることが分裂せざるを得ないところにあ
ります。

このへんのところを篠原さんなんかどう考えるのか

ということを、お話頂くとうれしいのですが。そうい

う現実と頭の中で考えてきたこととのギャップを引き

受けながら、いろんなことを考えてこざるを得ないと
いうことなんだろうと思います。

臨床という言葉は、臨床心理学会の時からずっと引

きずってきて、この臨床をどう位置付けるかというこ

とで、篠原さんは最初の轡き出しのところで「狭い意

味での職業としての臨床」というものと、もっと広義
にとらえた「社会、文化、時代の状況の文脈」の中でと

らえたそういう意味での臨床ということと、二つの意

味で提起をされています。

私白身は職業としての臨床にたずさわってきた人間
ではありませんが、実際にそういう仕事についてきた

人は、私が大学の教員として先程申し上げたよりもは



るかに大きなギャップの中に置かれているのだろうと

思います。

幸か不幸か私はいわゆる「職業としての臨床」という

現場からは比較的遠いところにいますので、むしろ篠

原さん・７）分類では後者の広義の意味での臨床に思いを

寄せているというところが強い。「臨床」という言葉を

使ってはいますけれど、この臨床というのは狭い意味
で病床に横たわる患者さんを看るとかというたぐいの

ものより、むしろあらゆるところで問題を抱えている

人あるいはそういう生活の現実にかかわることだと考

えた方がよいと思います。

ですから臨床という言葉を私自身は「問題」と置き換

えています。大学で人は心理学的な方法をいろいろ学

ぶ、大学の中での研究者というのは、その養成の過程

から既成の積み上げられてきた方法を勉強する。たと

；ｔぱ、１１ヽ理学であれ１£実験法とかそれを処理する統計法
とか、方法をまず身につけて、業績を確保しようとい

うことになればその方法にあてはまる問題を捜してき

ます。つまり問題より先に方法があるのです。方法を
一生輿１１命勉強して、それがあてはめられる問題を選ん

できて業績を積み上げるというという発想になりがち

であるというような気がします。しかし現実に我々が

大学とか研究所とかを離れて物事を考えてきますと、

普通は問題が先にある。それをどうしようかというこ
とで方法を模索して行く。これが筋だろうと思うんで

す。ところがそれが逆転してしまっている。ここのと

ころにひとつ大学での学問とか科学とかアカデミズム

といわれる問題の根があるという気がしてなりませ

ん。私自身はともあれ制度としての学問の中で、どん

なことがなされているかということを必要な範囲では

勉強しなければならないとしても、その前に自分たち
の生活の現場の中で問題になっていることをまず問題

として自分の中でしっかり押さえておきたいと思って

きました。

それのために既成の方法力゛ｆ吏えればそれを勉強すれ
ばいいわけですけれど、多くの場合なかなか既成の方

法では当てはまらない。そこであらためて方法を模索

するということをやらざるを得ません。
このことに関連して、甲山事件のことを簡単に触れ
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ておきたい。これはついこの三月の二三日に、事件か

ら二五年目に入った時点で差し戻し審の無罪判決が出

て大きく新聞でも取り上げられました。私にとっては

今ここで申し上げたような話の出発点になったのがこ
の甲山事件でした。この事件で知的障害の子供の目撃

証言が問題になって、それが最大の証拠ということ

で、いろんな経緯をたどって地裁で無罪。だけど検察

が控訴して高裁では、審理が尽くされていないという

ことで差し戻しの判決が出た。そこで、弁護団が上告

して訴えたんですが最高裁が却下して、結局審理は地

裁に戻って、この間地裁の差し戻し判決が無罪判決と
いうことで、再び二回目の判決が出たという、こうい

う経緯です。
この事件で私は第一審の特別弁護人ということで関

与したんですけれど、検察側からはいわゆる心理判定

をやっている人、児童精神科の医者、大学で発達心理

学をやっている研究者、合わせて五名が鑑定人として

登場してきました。この五人の鑑定人たちの鑑定轡を

私は一九八〇年に入ってからでしたけれど、裁判が始

まってしぱらくして読んだわけですが、これにはまっ
たく驚いてしまいました。実に犯罪的というか、心理

学者というのはこういうことをやっているんだという

ことを感じさせられたのです。鑑定人たちは目撃供述

を信用できるという結論に達するわけですが、その過

程を見ると、結局この子供たちを一人一人テストルー
ムの中に連れてきて、その子供たちの知的能力、性格

特性を測り、その知能テストあるいは性格検査だけか
らその子供たちの供述は信用できるとい・うｊ結論を出し

てしまっている。

人の行動がどういう意味を持っているのかというこ

とを押さえようと思えば、その人が生活している全体

を押さえなければいけません。その意味で、供述を性

格に見ようと思えば、供述が出てきた経緯、取調官と
の間で交わされたやりとりの中身こそ見て行かなけれ

ばいけないはずなのに、検察側の鑑定人たちはそれを

やっていない。実際には三年ないし四年をかけ’て７子供

たちは取調官とのやり取りをくり返して目撃証言を完

成させているのに、その経緯を見ようとしていないの

です。

ｌｌ
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その鑑定人たちは、ｊｉｌ終の目撃供述の中身だけを取

り出して、それに知能テストと性格検査だけで信用性

があるというような判断を示してしまっている。子ど

もたちがどういう状況の中に置かれていたのか、取調

官との間でどういうやり取りが行われていたのかとい

うことを鑑定轡の中でもまったく触れていない。その

点で実に驚くべき鑑定轡で、しかもそれが一人の被疑

者、被告人を四半世紀にわたって拘束してしまうので

すからたまりません。

自分たちσ）手持ちの方法でもって与えられた問題に迫
るというの営燃すまないこと力Ｑ、ｙ：、ｌｊ、吻る。そ；１・ｔ．Ｓま常識

的に考えればわかるはずなのに、自分たちび）手持ちの方

ｉｌ似外にいろんな方法を・模索するということをまったく試
みていない。職業的に身につけた方法だけをそこに当て

はめるという、そういうあり方に対１．て怒りを感じないわけ

にはいきませんでした。それ力家自身のちにこ・ういう冤罪

事件の世界にどっぷりはまってしまう大きな理由になった
（１；ｙですｉ。

社会臨床ということを考える場合に、問題が先にあ
るという姿勢を維持することが非常に大事だと思いま

す。この五年間にこの学会がやって来られたことを篠

原さんは十四項目か挙げられていましたけれど、そこ

に問題から出発するという姿勢が貫かれているという

ことはとても大事で、今後も維持していかなければい

けないことだろうと思います。

既成の方法を学び、それでもって業績を作り上げる

専門家あるいは研究者ではなくて、我々の身の回りに

ある問題にいかに真摯に向かい合うのかというそうい

う姿勢を・堅持することがこの学会の大きな意義になる

と思う。

その上でもうひとつ付け加えたいことがあります。

現実に私は甲山事件で目撃供述や自白に追い込まれた

被疑者の人達の虚偽の自白を考えて行く過程の中で、

結果的には「供述分析」という手法を自分なりに開拓

し、積み上げてきました。その意味で問題から始まっ
て方法を模索してきたのですが、これに加えてその方

法を共有するということが必要になってくる。これが

新たに制度化されてまた専門家を作るようになるとま

た困るわけですけれど、方法の模索と方法の共有ある

１２

いは理論化ということもまた必要になってくると思い

ます。

その点で同じ穴のムジナになりかねない危険性はあ

りますが、われわれが何らかの方法を・共有し、それを

問題にむけて展開して行けるような、そういう展望も

必要ではないかということを感じています。これは別

に学会に要求しているということではなくて、私自身

が現実の仕事の中で、必要に迫られていることにほか

なりません。それは危険性をはらみながらも努めてい

かなければいけないことではないかなと思っていま

す。

山野良一：神奈川県の中央児童相談所というところ

でケースワーカーとして働いています。社臨を身近な

存在と感じ始めたのは、第二回の横浜総会の準備を手

伝ったり、またそれと前後して横浜社会臨床研究会に

参加し始めたということでした。篠原さんの報告にも

横浜社臨のことを触れてほしかったと思います。司会

の武田さんも島根さんも皆さん同じ思いではないかと

思います。

篠原さんの報告を読んでいて全体的にややこしいと

思いました。そのややこしさは、右に行ったり左に

行ったり、上に行ったり下に行ったり、読んでいる人

間にとってはなかなかつらいです。それは、社臨とい

う場そのものの難しさというかややこしさ、社臨とい

う場にいろいろなところからいろいろなものが流れ込

んできて、そういうところから混沌としているという

感じがあるからじゃないかと思います。社臨が雑多な

感じだと思います。僕はそうした雑多さが割と好きな

方で、読んでてつらいんですけど割とこういう考え方

もあるなああいう考え方もあるな、こっちもあるし

あっちもある、わけがわかんないけど何かいいなあと
いうイメージを抱く。そういうところである社臨にひ

かれているのかなという感じがします。日臨心時代を

篠原さんは「される側に学び、される側と共に」という
スローガンでまとめていますが、それと社臨のスタイ

ルという力喉原報告の前半の部分との違いは、そうい

うスタイルの違いから来るのではないかと思います。

「される側に学びされる側と共に」という言葉とか方

法論とかは、今の児相とか施設でも当たり前に語られ



．る、時代になってきたんじゃないかって思う。特に良心

的な職員の方たちはそういうことを大事にしながら仕

事していると思うし、僕自身もそういうことを大事に

しながら仕事をしていきたいと思っているんですけれ

ど「するーされる」という臨床関係の出されている問題

を、解決するということができない時代になっている

のじゃないかと思います。それは、関係の中だけで考

えていくと結局、関係の狭さとか息苦しさに通じてし

まうような気がします。逆に言うとそれは、社会的状

況とか時代とか社会的なものに流されてしまうだけに

なってしまうような気がします。だからもっと関係を

拡げていくということ、「社会、文化、時代状況」の中
で問題の認識を拡めていくということが大事だと思う

のですがそれを具体化するというのはすごく難しいと

思います。

今日も総会の中で「施設と街のはざまで」という本が

出た時にいろんな議論が出ている。-方で施設改革、
一方で施設の解体等が出たり、僕はこういう右からも

左からも上からも下からもいろんな議論が出てくるこ

とが社臨のおもしろさだって思っています。それがや

はり魅力だと思います。そうすると、でも篠原さんが

こうして全体でまとめるのは大変だろうなって思いま

す。僕がこうした雑多なものをいいなあと考えるの

は、雑多なものを排除して純化していこうとする考え

方に、僕は感覚的についていけないからです。僕とい

う人間も雑然とした人間で、混乱した価値観の中にい

るのかなと思います。先程秋本さんが、自分はする側

なのかされる側なの力嘔みたいとおっしゃったんです

けど、僕自身も時々わからなくなることがあるんで

す。そんなことを篠原さんの文章を読みながら感じま

した。

武田：ありがとうございました、それではまず篠原

さんも含めて四人の方に質問があったら出して下さ
りゝ。

小石洋介：横浜社臨があるという話を伺いました

が、もしほかの地区にそういうものがありましたら教

えて頂きたいと思います。

篠原：フロアーの方から、それぞれの地区でこんな

ことをやっているということがあったら出して頂けた
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らと思いますが、脇田さん三重の集会以後のことを

ちょっと報告していだけますか。

脇田愉司：三重県から来ました脇田といいます。浜

田さんも来て頂いた三年前に、三重大学の方で地域の

集会ということで開催されました。「さようならＣＰ」の

上映とか「障害は個性と言ってよいか」というテーマで

やりました。その後広がりとしてバリアフリー三重の

集会という形で、「障害児を普通学級へ」という流れの

中で、障害をもつ当事者や保護者の方とか、「青い芝

の会」の方や地域の方、学校関係者の方たちと共生教

育や発達保障論などのせめぎあいの中で何度も議論し

ています。共通認識のある人だけがどうしても集まっ

てしまう中で、もう少し違う世界の人をまきこんだ形

で広がりをもてないかということを課題としていろい

ろやっています。

小石：私、川崎市民ですので横浜も遠くはないと思
いますが、具体的に神奈川県内または東京都の範囲で

御存じの方どなたかお願いします。

武田：横浜社臨は第二回総会を横浜市大でやった後
で、運営にかかわった人達が加藤彰彦さんを中心に

やって来ました。ちょっとここへ来て行きづまってい

る部分もあるんですが場所を島根さんの地球屋を会場

にしたり、いろいろな模索をしている段階です。あと

は、東京周辺でいろんな講座などをやることが多いと

いうことで他にありましたらご紹介下さい。それでは

ほかの質問がありましたらどうぞ。

広ｉＳｌｉ隆士：広瀬と申します。神奈川の湯河原町に在

住していまして、藤沢市に在職しています。仕事は精

神医療関係のケースワーカーです。

「する側-される側」の話が出ていて、篠原さんの方

からは、そういう関係でやって来てどうだったんだろ

うかという提起が入っていると思うんですが、三人の

方がそれに触れて、どんな話になるかなと気にしてい
ました。

僕自身がこのごろすごく感じていることでは、問題
が問題として浮かび上がってくると、たとえｌｆ臨床・

精神医療で、する側とされる側という関係に問題の所

在が凝縮していって、そうなってしまうことで、職業

的なする側と医療なり福祉なりを受ける・される側と
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の問題だけになってしまう。そうするとあとの人はど

うなっているんだろうということで、そのあたりが素

朴な疑問として出てくると思うんです。

秋本さんが「私はされる側なの？」と疑問を出され
て、その先が非常に興味深いと思います。

される側でしかないような形でどんどんされる側に

追い込まれていった病者、障害者の立場から、する側

に対してひどいじゃないかという形で怒りをぶつけた

り、つきつけたりというところで、する側-される側

というのは依然として考えければならない。そこです

る側が反省をつきつけられるという、そういう文脈で

考えていかなきゃいけないこともあると思うんです。
一方で最近の傾向として、精神医療で言えば、厚生

省が手帳制度などを出してきて、まさにする側からの

やりたい方針を都合のいいように出してきた時に、

じゃあされる側はそれを求めているのだろうかという

点で、される側の「求めている」という発言を捜してい

く、行政なり病院協会に都合の良いことを言ってくれ
る人を捜し出して、拾っていってそこにされる側の全

１∃ｉｌ組織を作っていくという方向があります。
これが現に精神医療の業界で起きていることです。

そこでされる側に学ぶということを、する側が、自

分達のやりたいことに合わせるためのアリバイとして

利用していくという、行政側の手法がむしろマニュア
ル化しつつあります。

そうなってくると、これは「される方の望みを確認

しながらやっていることです」ということで物事が進
んでいく、そこにとても危惧を感じています。

このような事態をどうすればいいのか、何かをやっ

ていく時に、浜田さんが言われたような形で、行政が

される側を利用することもあることをあぱきながら、

される側が発言する手法みたいなことも手探りしてい

かないとそれに対抗できないと思います。

職業的なする側対受ける側・される側ということを

越えた取り組みを、社会臨床学会でできたらいいなと

僕自身は思っていて、その手法をブロの手法にしてし

まわないことが必要だと思います。
いつもだと僕は「三好クリニックの広瀬です」って言

うんですけど、先ほどの秋本さんのところに「東京練
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馬区在住」って轡いてあって、普通の学会であんまり
こういうのないと思うんですけど、これに関連して、

秋本さんの「私される側なの」の後をお聞きしたいので

すが。

秋本：練馬区在住というのは、「チラシを作るのに

どうする」って小沢さんの方から来て、他に肩書きが

何もないのでそれでいこうっていうことで、あまり意

味ないんです。

「される側かな」って言うのは、わけるとそうかなっ

て思いつつ、私はそういうふうに分けられたくない

なって、どちらにも入りたくないなっていうのがずっ

と強くあって、手法という言葉にはちょっとなじまな

くて、とりあえずする側はやだなと思ってやめたわけ

だから、残ったのはされる側かなという疑問が残った

だけなんだけれども、それも考えてみるといやだし、

日々の生活の場面では、私は自分の子どももいるし子

どもの居場所にかかわっているし、子ども対大人とい

うことで言うと、いつの間にかする側になってしまう

こともある。

そうすると非常に居こごちが悪いというか、私はよ

く人を傷つけるといわれているんですけれど、それは

する側なのにされる側のことを理解しないでぷん殴っ

たり、ぶん殴ることはあまりないんだけれど、言いた

いことを言うということで傷つけるとか傷つけられた

ということになるらしい。どうもそういうするーされ

るというところで物を考えられない。そういう人なの

かなという感じがしています。

武田：この論点はかなり根本的な社臨の成立にかか
わる部分で、山野さんや浜田さんの中にもあったと思

うんですが、他の方、もしありましたら…。

星野：星野と申します。「するーされる」というこ
と、それから「施設と街のはざまで」を読んだ時にも私

の中ですごくもやもやしたものが生じたんです。自分

でも何がってなかなかうまく言葉にできないんで、

さっきから考えながらあるんですけれども、現在私自

身が、一番戸惑うのは、名前を聞かれる、結婚してま

すか、お仕事は何をしてますか、どこに住んでます

か、年齢は、生年月日はこういう言葉に接するとフッ

とどう答えようかっていう戸惑いが生じます。それは



なぜかって言うと、今¬暗に生活を始めた相手が在日

朝鮮人であるということなんです。

彼について私がどうしゃべれはいいか、この言葉を

使うこと自体最初は迷ったんです。でも今は、敢えて

使うということにしている。一緒に生活して初めて、

じゃあ一緒に生活するつて何だろう。私と彼との関係

の中でもいろいろ問題が生じたんですけれども、いっ

たいされる側とかする側って何だろう、そういうとこ

ろまでえぐられる痛みもありましたし、逆に文化的な

意味での発想の違いもあるし、生き方が全然違ってい
ましたから、私の場合は救われたというか、本当に安

心できる相手とめぐり合えたという喜びがあったんで

す。その中で先程の戸惑いが生じてきました。

というのは彼はしょっちゅう聞かれるんです。「お

名前は？」。で通名を使っているという現実を彼との
ふれあいの中で知ることによって、ああやっぱり変だ

な、なぜそんなことを聞くんだろう、という疑問が生

じてきました。

そのことと私自身が通院している精神科医との関係

でも、私の場合は生活保護を受けているということ

で、医者が私になぜ働かないかということを再三再四

聞くわけです。二年ごとに医者が代わっていたのが、

今の主治医に代わってからここ三、四年の間ずっと同

じ質問をされました。私の方が怒りしかこみあげてこ

なかったんです。医者の前で泣き叫びました。カルテ

には何と沓かれたか読んでないのでわからないのです

が、多分症状として記録されたなという。癩爛発作と
いう病名をいただいているんですが、その病名ひとつ

取ってみても、最初はいわゆる大発作だけだったんで

すが、精神運動発作という症状がつけ加わったんで

す。

内容は何も変わって居ないんです。それでそのこと

に抗議しました。すると医者は「あなたは介護は必要

ではない、働ける。」と「どういう仕事を捜したか。」

と言われたんで「私は自分が病気であるということを

話して、それでＯＫしてもらえる相手と出会ったら働
いてもいい」という言い方をずっとし続けているんで

すが「それはなまけた考え方」というか「要するにお金
をもらいたいから、あなたはそういう言い方をしてい
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るんじゃないか」この一言に非常に私は頭に来て痛

かったんです。今でも痛いんですけれども、ただその

時は言い返せなかった。今は言い返せるようになった
のは、なぜそんなことを医者から言われなければなら

ないかという、私の中の感覚に素直に従ったというこ

とです。考えてみたら精神科に通院している患者でそ

んなことを医者に向かって言う人はいない。そのこと

を言ったとたんに福祉事務所を通じて報告が行きま

す。医療券と言う形で毎回通院する時に券を発行され

るわけです。そうすると医者の方から報告が入るらし
いんですけれど、ケースワーカーとの関係でいくとよ

けいな報告をされたくない、よけいなことを聞かれた

くない。ついつい言いたくない。言いにくくなる。そ

ういう部分でこれは本当に力関係だなって、それは

まったく本人の意志と無関係なところで強制されま

す。

生活全体が管理されている状態になっているんで

す。たとえ４淵又入がいくらあるか、その収入を生活費

から引くという発想もありますけど、どうもその辺の

発想が問題ではないかなということを気がつきまし

た。働いているか働いてないかそれでまたけんかをし

ました。そうすると「いくらでもいいんだ、お金をも

らっていればあなたは働いていることになる」という

言い方をされたんです。「娘さんにもその方がいいで
すね」と、なぜそんなことまであなたに言われなけれ

ばならないかというまた怒りですけれども、福祉事務

所によけいなことを言われたくないという思いがやは

り私の中に生じます。それからケースワーカーも毎日

電話がかかってくる、訪問を受ける。そうするとそう
いう形でこちらも遠慮して行く、相手の顔色を見て、

お金に影響するんじゃないかとか、保護費をうちきら
れるんじゃないかとか、そういう心配が生じてくる。

その辺の意識との葛藤になるんだなということです。

じゃ収入いくらですか、多分普通そういう質問はし

ないと思うんです。仕事は何をしていますか、って聞

かれてはたと困った。そういうひとつひとつの戸惑い
の中から、今言えることは、私は生きていますと、あ

る車椅子の女性から、今の生活を始めた時に言われた

言葉で一番嬉しかったのは「あ、これでやっとあなた
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も国家公務員になれたね」とその一言だった。

それで私の中にあった働かなきゃいけないという意

識をものすごく揺さぷられた部分もあります。普段そ

ういう人違と接する中で何をするか、されるかという
のは、どうもそういうレベルの問題だけではなくて、

もっと根本的なところに、どう生き、相手とどう生き

るかという問題があるなということにやっと気がつい

た。苦しいこといっぱいあるんですけれども、そうい

うことも含めての生きる、そこをもう一度考え直して

みたいなというふうに変わってきました。うまく言え

ないんですけどするかされるかという二分法では、私

自身は切れません。そういう意味で、恥ずかしいと

か、悔しいとか、怒りの部分の感情を相手との関係の

中で出せるかどうかということが、今の私の正直な感

覚としてあります。それを言えない時に、強制された

押えつけられた、という力として感じるものがあると
いえると思うんです。施設と街で生きることがどう違

うのかと言われるとうまく説明できないこともあるん

ですが、あえて発言させて頂きました。どうもありが

とうございました。

武田：こちらの発言を頂く前に何か今のような形で
ご発言の希望がありますか。

それでは今のを受けた形で、篠原さん。

しているのだが、今まで批判的だった者も「仕方がな
いかあ」・といった感じになっている。また、ぼくにし

ても、人間関係学部の受験生を増やすために、社会福

祉士の受験資格を出せるようにしたらどうだろうと、

迷いつつであるとしても、自らそんな発言をしてい

る。そして、「やる以上は、ぼくもやる」と手を挙げて

いる。

このように、大学教員は学生を専門家としてどう育

てていくかという仕事を背負うのだが、自らも巻き込

む形で資格・専門性強化の社会の中に泳いでいく。と

いうより、自らそのような管理社会を作っている現実

をひしひしと感じている。それゆえその分、ぼくたち

は、リアルなテーマとして、この問題を手離してはな

らないと思う。

もうひとつ、「「される」側に学び」というけれど、

「される」側も相当危ういところに立たされていると思

う。かつて、差別、抑圧のもとで苦悩している人たち

が強烈にものを言い出したときに、「する」側はハタと
いろんなことに気づき、目が覚めるということがあっ

た。しかし、咋今では、「本当に障害者の立場からそ

んなこと、言ってしまっていいの？」とか「病者の立場

から、そんなこと、言ったらやばくない？」とか思う
ことがあるのだが、自ら管理を招くもの言いになって

いたり、自らレッテルを張ってお金を頂戴することに

「『される』側に学び、『される』側と共に」はなぜ再考するかなったりしている。とすれば、「する」側が「される」側
に学ぶ、といった一見謙虚な姿勢では、もはやお互い

篠原：ぽくは、臨床心理学会改革時代に生み出しての為にうまく行かなくなっている。両者が向き合って

ずっと使ってきた「『される』側に学び、『される』側とせめぎ合うという、もっとやっかいな姿勢と方法が求

共に」という姿勢と方法はもうもうそろそろ止めないめられてきていると思う。

かと言っている一人だが、運営委員会には、いやもっまた、ぼくらは、「する」側、「される」側、どっちに
とこのことにこだわるべきだという意見もある。もなりうると思っているが、例えば、ぼくも、医者や

ぽくは、両者の関係はいよいよ複雑になってきてい病院とつきあいながら、いろいろ測られたり数値化さ

ると思うのだが、ひとつには、世の中がいよいよ資格れたりしている。そのなかで、どのような治療を選択

化社会になってきて、専門性がひどく強調されてきてするかは「あなた次第」と迫られているのが昨今のひと
いて、例えば、学生たちからもよく聞くが、日常の悩つの実情だ。

みは日常の関係でとはならず、カウンセラーヘとなっとはいえ、先端医学・医療など、高度な情報と技術

てきている。ぽくの勤める大学にも今年からとうとうが示されて、ぽくに「自己決定」を求められても、所

カウンセラーが来ている。日常の悩みを「心の病」とく詮、無理な話である。それに、「される」側の「自己決

くって、精神科、心理学者、カウンセラーヘと言い出定権」は、「する」側の進めたい医療（例えば、脳死・臓
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器移植）を下から支えて、医療管理の強化を補完して
いないかと問う必要がある。こんなふうに、資格・専

門性の問題は内側から或いは自分に矛盾を引き受けた

形で批判しなくてはならない。
こうして、資格・専門性を問うというテーマは、古

くて新しいのだが、とすると、今日、「『される』側に

学び、「される」側と共に」という言い方だけではやは

りうまくりかない。両者いずれにも立ってしまう自分

たちを相互に点検しあうということが大切なのだ。こ
のことこそ、社会臨床学会の重要な課題にしていきた

いと思う。

武田：いろいろな話が出て「する側-される側」と言

う関係の中で、広瀬さんから行政のあり方、星野さん

からは働くということの内なる規範性のような論点が

だされました。その辺でもう少しありますか。

根本俊雄：根本です。青森から来ました。「するー

される」という言葉なんですけれども、やはりこれは

する側が言い出した言葉だと思うんです。する側が

「される側に学び、される側と共に」というふうに言っ
たと思うんです。される側と目される方から「する側

に教え、する側と共に」なんて言ったということはな
いんじゃないかと思うんです。

する側が「するーされる」ということを言い出してそ

れを自分で引き受けようといったというところから、

複雑さが始まったというように私には思えます。

自分が言い出して自分にはねかえってくるという、

そこで話さなきゃいけないというところに、たぶん山

野さんが言った上からも下からもという多様性という

か複雑さというか混沌さとが生まれてきていると思

う。

そういう意味では正しい。

外に正しいものがあって、そこに向かって毎日一歩
づつ前進すると正しいものが見つかるというイメージ

はやめようということじゃなかったかと思う。

私も「される側に学びされる側と共に」というニュア
ンスの中にあるいやらしさがいやなんです。いやだ

なあって思いながら、でも、その気概だけは何とかそ

う下ろしたくないなあと戸惑っています。

僕は今、青森にいて、精神障害者の人のグループ
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ホームの世話を行ったり、作業所に行ったりしている
んですけどフラフラしているんです。青森に来て一年

です。何もないところから手さぐりをしながら、こん

なふうにやっていて、「こういったのも、よりよい臨

床家になるんですか」って篠原さんと雑談していたん
ですね。「いや、やっぱり一生懸命熱、いこやっていけ

ばよりよい臨床家になるんじゃないの」って言われ

て、「あれ、おかしいな」と思いました。僕の仕事って

「くみ取りがいっぱいにならないかなあ」って便所の中

を見たり、「ああまだ大丈夫だ」とか、汚いからちょっ

と掃除しようとか。雪が降ったりすると、あっちの雪

を掘ったり掻いたり。まじめですからやっぱり話も聞

いたり、「じゃあ福祉の方にかけ合わなくちゃいけな

い」とか言って、一緒に行って担当の人と話をして何

とか勝ち取るようにしたり、そんなことをしてるんで

す。

で、それは僕にとって、面白いというのは何ですけ

ど、やりたいことなのです。

それも含めてよりよい臨床家といわれると、なんか

ちょっとイメージが違うなと思ってて、でやっぱり

「する側-される側」ってレッテルを、「この人はする

側の人。この人はされる側の人」という具合に、き

ちっと置くことは不可能だと思うんです。

出発はやっぱり、ともかく言い出してみようという

ことだと思います。

「世界には正しいものがある」とか、「臨床家が正し
い」とか、「学問が正しい」とか、そういうことを

ちょっとひっくり返してみようというところから出発

したことだったと思うのです。

だから、それを、「するーされる」というような言葉

をきちんと整理することはできないんじゃないかと思

うのです。

精神病院で働いたこともあるんですけど、医者とか

看護婦さんとかケースワーカーとか心理とかは「する
側-される側」で言えば、する側だと思うんです。事

務長さんだって、病院の経営ってことやっているわけ
ですから「する側」です。

でも売店で働いている人となると、「する側？か

なあ」とか、あるいは「洗濯をしている方」とか、「運転
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手さん」なんていうとどうなのかなあとか、でも患者
一人一人に言う時は非常に嫌みを言ったりするから

きっとする側に違いないかなあとか、でも売店のおば

さんがする側なら、隣にある自動販売機にヤクルト入

れる人はどうなんだろうとか。病院の前にあるスー
パーの店員さんも病人だと思うと非常に雑になるんで

すね、ちゃんと差別する。あれもする側じゃないかな

あとか、たばこ屋は、郵便屋さんは、とか拡散してい

くところがあるわけです。

拡散しつつもその中で生まれる「される側」の世界っ

て確かにあるわけです。隔離され非常にひどい状況に

なるというところもある。

だから私も言葉には戸惑いながら、限定されたくな

いし、したくもないけれど、ただ、このことが切り開

いてきたものは何なのか、そして僕たちは、何を継承

してなお一層切り開かなくちゃいけないのか、という

ところではこだわっていきたいと思います。

このことから僕が社臨に対して思うのは、テーマが

いっぱい広がっていった時に、今度はテーマを検討す

る人がーテーマって外側に二つに分けられかねない

ところがあるのでー、テーマを出しながらもう一

回それを自分に、日常に、呼び戻していかなくちゃい

けない、そこと結び合いながら進んでいかなくちゃい

けない、ということなのです。

そんなことも運営委員会の中では話しながらあまり

賛同を得られていないんですけれど、なるべく議論を

広げながらやっていきたいと思っています。

中島浩擲：練馬区在住です。
いままでの話と違うんですが、浜田さんにお聞きし

ます。

臨床ということに関してですけれど、浜田さんは、

問題というところから考えたいとおっしゃいました。

それには僕も共感します。

しかし、問題から考えるのは臨床ということになる
のでしょうか。具体的な問題や具体的な関係からはじ

めるというだけでなく、臨床からはじめるというと、

専門的な雰囲気がにじみ出てくるんではないでしょう

か。

（社会臨床雑誌六巻二号）の六七ページで斉藤寛さんの

言葉を引きながら次のように沓いています。「臨床」は
いかに広義に捉えたとしても、「するーされる」という

職業的・専門的営為であることには変わりない、と。

僕は教育にかかわった仕事をしていますが、教育も

広い意味での臨床的営為と考えられています。しか

し、その臨床的営為は教師あるいは教育学者が行うも

のであり、具体的な問題を探っていくのは専門家、と

いうことになっています。その意味で、僕も、「臨床」

は広くとっても専門的営為であると考えざるをえませ

ん。そのあたりについてもう少し浜田さんのお考えを

伺いたいと思います。
また、「学」に関しての、既成の方法にこだわるのは

おかしい、問題から考えるべき、というお考えにも共

感します。

しかし、既成の方法ではなく、新しい方法を捜す必

要がある、それを共有化して理論化すべきではない
か、と言われると疑念がわいてきます。そのあたりに

ついて、もう少し話していただきたいのですが。

浜田：臨床という言葉が今言われたようなニュアン
スを持っているということは、そのとおりだと思うん

です。だから僕もあまり使いたくない。だけどそれを

肯定的に言おうとすれば、問題というふうに読み替え
たら自分の中では共感できるという含みで言ったので

す。現場という言葉は割り合い使いますけれど、これ

に比べて臨床という言葉がずいぶん垢をーもともと

垢だらけかもしれませんけれどもーまとってしまっ

ていますので、だから社会臨床学会という時の臨床

を、私は問題と読み替えて納得している。こういう含

みで理解して頂いたらと思います。

「するーされる」ということことについては、そもそ

も何を「するーされる」のかという「何を」がよく見えな
いんです。

「何を」というところを広げていきますと、私がすぐ

連想してしまうのは、まったく的はずれかどうかわか
らないんですが、先程の甲山事件などでの救援するー

されるという関係です。救援会があって、救援するグ
ループと救援される山田さんとか、偽証罪で告発され

篠原さんは、「これまでの社臨・これからの社臨」た荒木さんとか多田さんとかいう救援される立場の人
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がいる。そんな中で、救援される山田さんがしょっ

ちゅうやはり「しんどい」いうことを言われる。その山

田さんがある時「やっと自分が救援する側と同じ地平

に立てたような感じがした」と言われたことがありま

して、何かと言うと控訴審で負けた時なんです。負け

た時に自分がこういう形で救援されてきて、勝って無

罪判決が出た時には、まさに救援のある種の成果とし

て「勝ててああ良かった。自分はだけど救援されたん

だ」という立場はずっと残っている。だけど控訴審で

有罪判決と言っても良いような判決が出ちゃったんで

すね。その時にする側にいた我々もある意味でくする〉

という立場で考えることができないところに置かれ

た。つまり自分たちも何とかしてこれ押しあげないと

どうしようもないじゃないかと言う、そういう立場に

置かれた。

山田さんはその時に一緒に負けたという感じがして

楽になったと言うんです。
「するーされる」と言う時に、臨床の場では一対̶関

係みたいなところがあります。技術を持っている人が

悩みを持っている人に対して何かしてあげるという感

じがあります。

実際上は、篠原さんが轡いておられますように、臨

床の現場そのものが社会文化的な状況に置かれている
わけで、「するーされる」という関係の置かれている構

図の中で見た時は、「するーされる」ではすまないとい

うことは歴然としている。冤罪救援というのはまさに

外の社会的状況があって、この外の力によって痛い目

にあっているということがあって初めて「するーされ

る」という関係があるわけで、そういう意味で臨床の

場面よりもっと構図が明確です。

だから「するーされる」という時のされる側のしんど

さが、この関係の中ではっきりと見えて、自分たちが

共に向かわなきゃいけない問題として共有された。問

題が、相手側の悩みもっている人だけにあるのではな

くて、むしろ問題はその外から迫っている。冤罪なん

かまさにそうなんで、そういう意味で見ると直接には

外の状況と関係なく実際に「するーされる」ということ

だけが際立った問題にならざるを得ないような臨床と

は違うんだろうなという気はする。だけどそれも
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ちょっと構図を置き換えてみると、冤罪における救援

「するーされる」とよく似た構図をどこかで持ってい

る。むしろそういう構図を意識化して取り出してく

る。

問題を抱えた人がいて、その問題を解決すべく専門

家が対処しているということではなくて、両者が共通

の問題をえぐり出すという形での臨床というのがあっ

て良いんじゃないかなという気がします。

もうひとつ、まず既成の方法を学んでいってテーマ

を捜して、それにあてはめて業績を作って、それで

どっかの先生になれという、そういう種類の姑息なや

り方に対して、そうではなくやはり問題から出発し

て、それを解く方法を手探りで求めていくというのが

本来の筋だということを言ったのですが、それはもち

ろん方法の視点が不容器彗ということではない。

問題の解決を求めて相手に何らかの説得をせない

かんわけだから、説得できる方法ということを考えて
いかなければならない。それは既成の科学をおそらく

毀すことになるんだろうけれど、片方で、学であるこ
とを放棄して良いのかということでは、そこは言えな

いように思うんです。

お互いに納得できるような、同じひとつの土俵の上

で議論ができるような構図をやはり作らなければと私

は思う。

今、供述分析ということを考えているわけですが、

テストを用いた心理学の方法ではなくて、生身で人ど

うしが会話するような言葉を、おたがいどういうふう

に読み取っていけば良いのか、そこに出てくる虚偽を

どういうふうにえぐり出していけば良いのか、虚偽を

虚偽と判定するためには、おたがいどういう共通の基

盤を持てば良いのかと悩むんです。実際上こちらが一

定の説得力を持つと思うような方法を確保しても、た
とえば裁判所相手だと納得してもらえないことがあり

ます。それでもこちらがそういう方法を放棄して良い

ということにはならない。

私自身は、今も発達の仕事をしていますけど、片方
で冤罪関係の仕事をしながら、ぶつかった時にじゃあ

どういう方法が現実的にあるのか、これで納得しない

んだったらあいつらバカだということで切ってしまえ
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ない。やっぱりそこのところでどうするんだというこ

とになってくるんです。

その意味で私たちが最初こういうことを考え始めた
のは、既成の学艮月科学に対する批判意識があったから

ですけど、やっぱりその上で、そのままではすまない

と思わざるを得ない。

これは積極的にこういうものですとなかなか言えな

いんですけど、だけど言葉を紡ぐということを我々自

身もやっていかなければいけないと思うんです。あま

りこれだというふうに答えられなくて申し訳ないんで

すけどそういう切迫感を、自分の中では感じていると
いうことになるかと思います。

武田：ありがとうございました。さっきどなたカ呼

をあげいたと思いますが。

フロアーＡ氏：「これを言ったらこの会自体がおし

まいよ」というようなことを、言っちゃっていいんで

しょうか。

僕がＪ思うに、みんな同じ人間ですよね。社会的立場
がどんなひとであれ、いわゆるされる側も同じ人間で

すよね、どんな精神的な状況の人であろうと。

たぶん確実に皆さんやられていることは、起きて寝

て起きて寝ての繰り返しです。

僕は幸か不幸カヽ約二年前大事故を起こして、貴重な

経験をさせて頂いたと、今思ています。

その経験を通じてーその後いろいろありましたが
ー、する側もされる側も、同じ状況でお互いに考

え、立場は違ってもそれぞれが何かをしているんだと
いう考えに至っています。

されてるようでも、多分、しているんです。

ずーっとだまりこんでいる人もその人なりのメッ
セージを発しているのかもしれないなと思い至った今

日です。

広瀬：精神保｜建法（旧精神衛生法）という法律があり
ます。

強制入院させて良いという法律です。行動制限をし
て良いという法律です。

この法律があって、それがやむを得ないということ

になってしまうと、強制入院をする側と強制させられ

る側というのがはっきりあることになるわけです。

２０

で、この法律はおかしいじゃないか、と問えるかど

うかなんです。
これを引き受けちゃうともう「する側とされる側」の

関係で、する側がどんなふうにちゃんと強制入院させ

るか、善良な強制入院のさせ方とはどのようなもの

か、されるに値する症状があるかないか、というよう

な問題になってきてしまう。

そうやって「する側」と「される側」ということに問題

が分かれてしまう。それを強いられてしまうというこ

とを問わなきゃいけない。
この問題で言えば、強制入院をする側が強制入院さ

せられる側に学ぶという考え方は非常に間が抜けてい

るわけです。

だけど強制入院はやむを得ないということになって

しまったらそういう問い方しかできない。で、間が抜

けないで問うとすればやはり、強制入院するという仕

組みを問題にしなければならない。仕組みとして、

「する側」と「される側」をきっぱり分けてしまう制度

を、法律・社会が作ってしまうということを問題にし

なければならないと思います。

赤松晶子：東京足立病院で三十年来、臨床心理を

やっている赤松です。

さっきの浜田さんの救援する側とされる側のそこが
ー緒になって負けるというか、非常に弾圧を食う中で

ー緒にやっていくことで共通の立場を持つということ

と、逆に運動がうまくいくと山田さんがつらくなる思
いのその辺のことが、精神医療の中で私たｉＥ、ｌｌ床心理

とかケースワーカーとか医者なんか高いところにいる

立場のものと、患者さんとの関係の中で、どういうと
ころであるかなと思いながら聞いていました。

今の若い方たちはわからないと思うんですけど、臨

床心理学会は、一九六九年に、「自分たちが資格を取
るかどうか」ということをつきつけられました。

改革がなされたその一年後に、病者の人がフロアー

に立って来て紙を配って、「これから心理テストをし

ますみんな答えて下さい。」って言いました。

私などはその紙を目の前にして、自分が病院’で｀心理
テストをドンドコしてた人間なんだけれど、沓けなく

てタジタジとしたんです。篠原さんはそこで「拒否し



ます」と言ったんです。その時に、「私たちは拒否でき

ないで病院で受けさせられてきたんです」とその人は

言いました。
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と言うので、「ああ、僕も、眠くなるからやめたいと

思ったことありますよ」って言ったら、「いや、僕、こ
の薬飲むと脈遅くなるんだよね」って言うんです。

日常的にテストされる側はいやだろうなと思いながお医者さんも大変な仕事なさっているなと思いま

ら、「これで、あなたの今後の方向を見定めたい」とかす。

良いことを言ってテストしていくという、自分のやっ個人々々で人間の体質って違うはずなんです。生ま

ているまがいもの的な対し方がズキンと来て、私はもれた所も、生んでくれた親も違えば環境も違い、その

うその直後から病院で何をしていいかわからなくなっ人が持っていた社会生活も当然違うわけです。だから

てしまいました。

病気だから有無を言わさず注射を打たれるし、外へ

出ちゃだめですよと保護室にいれられる。その境とい

うのは本当に不条理なまでにあるんです。

さっき、「同じ人間でしょ」って言われた人がいたけ

れど、「人間誰でも同じだ」と、本当にそれだけでいけ

れば良いんだけれども、私は給料とって鍵をかける

側、保護室のドアを閉める側になってしまっているん
です。それは、精神衛生法が精神保健法に代わり、精

神福祉法にかわっても続いている。これは精神医療の

現場だけの問題かもしれませんが、その辺が資格の問

題とつながったりすると思います。

まとまらないんですけど、「する側一される側」は、

私の中ではまだ問題として残っているように思いま

す。

フロアーＢ氏：そもそもなんで法律なんてあんのか

なと思っちゃうんですけど、要は人が争うためのひと
つの手段、基準ですかね。

例えば、薬。１叫ｊＥ射を与える与えないという話があり

ましたが、僕は、脳外科の薬飲んでたことあるんで

す。

その薬は僕にとってはすごいいい薬でした。僕は事

故で片目になったんですけど記憶がニケ月なくって、

頭を打ってからずっと脳外科の薬いただいてました。

その薬は良く作用したみたいで、片目になったわり
には、視力が良くなったという自覚がありました。

その薬を切らされてからが大変でした。どうも脈が

早くなって視力が良くなっていたみたいなんです。

最近その病院の外来患者さんと出会う機会がありま

して、同じ脳外科の同じ薬をその人も飲んでいたそう

です。ところがその人が、「この薬、早くやめたいよ」

今の医学をすべて否定するわけではありませんが、教

科轡通りにはいきにくい、個人個人皆さん違うんで

す。

同じ薬与えても副作用として脈が速くなる僕みたい

な変なやつもいれば、脈が遅くなって苦しんでいる人

もいた。

ですから、「する側-される側」じゃなくて、一見

「される側」の人々の声ももう少し聞いていいと思いま

す。

武田：まだいろいろなご意見があると思いますが、

そろそろこの会を終了させなければならない時間にな

りました。

今日ここで話題に登った問題は、本総会におけるこ

れからの分科会、あるいは最後の全体会でもまた展開
できる問題だと思います。

今日はたいへん不手際で申し訳ないんですが、最初

の問題提起ということで会を閉じたいと思います。

どうも長い時間ありがとうございました。
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日本社会臨床学会第６回総会報告

分科会ＩＩ：精神医療は改革されてきたのか

発題者：根本
多田
三輪

司会：篠原
報告者：三輪

俊雄（青森フリーワーカー）
道夫（ほっとスペースハ王子）
寿二（東京足立病院）
睦治（和光大学）
寿二（東京足立病院）

はじめに

ちょっと裏話、というか、今回の分科会に至る簡単

な主観的経過を杏く。

精神医療は資格化問題とも絡んで、社臨にとってそ
の設立の端緒にもなっ式こ分野なのだが、今回の総会で

分科会をもつことはいささか気が重い、というのが僕

の実感だった。というのも、ひとつには、精神医療問

題へのまなざしが代わり栄えしない、あるいは現実を

踏まえていないのではないかという危惧や批判があっ

て、これまでの「隔離・収容・差別・強制・分断」と
いった見方とは違う視、１瓦が求められてきていｙｌこ事情に

よる。気が重いというのは、一方で確かにその通りだ

なと思う半面、「だけど、やっぱり、今でもそうだか

ら」というのも僕には実感だったからだ。

それから、気が重い理由のもうひとつはテーマに関

することだった。資格問題、精神障害者福祉手帳問

題、処遇困難例問題…など問題は山積しているのだ

が、どうもそれら全体を見通す軸みたいなものが定か

にならなかったこと、特に、ｊｔ１１域精神医療に関しては

議論の分かれ目になっていたためであった。

そこで、昨年の水上温泉での合宿で、：１也域精神医療

をテーマにした精神医療問題を再構成していくための

グループをつくり、フィールドワークと称して、作業

所などを訪ねて、そこで見えてくることを足掛かりに

していこうということになった。そのフィールドワー
クは始まったばかりで、まだまだｊ｛り或精神医療につい
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て暗中模索といったところだ。

そこで、今回の分科会は、社臨の現時点での地域精

神医療について、ベクトルの異なる意見をそのまま出

し合い、そこに実際に地域（作業所）で活動している場

所からの発題を組み合わせることになったわけであ

る。

そうした経過で、今回の分科会は、社臨運営委員か

ら根本俊雄さんと僕、そして地域の作業所から多田道

夫さんが発題を行い、司会は篠原睦治さんが担当し

た。

それから、３人の発題のまとめの終わりの方で、少

しつながりが唐突な印象を与えるかもしれません。そ

れは、語り足りないという僕の不平に応えて、昼食休

憩の後に、５分程度、３人の発題を延長してもらった経

過があるためで、その点ご了承ください。

１。司会より、分科会を始めるにあたって

精神医療の改革を考えるとき、古くは台事件問題か
らのー連の精神医療改革に遡ることができるし、近く

では、宇都宮病院事件に端を発する精神衛生法から精

神保健法への「改正」への動きを取り上げることができ

るだろう。

今回は、それら両者を包含しつつ最近の精神医療を

考えるには、病院精神医療から地域精神医療（作業

所、グループホームなど）や社会復帰へという流れを
どうイメージし評価していくか、その流れがどう進

み、その結果どんな矛盾を抱えているのか、そのあた



りが中心のテーマになるだろうと思う。

２。根本さんの発題

２。１．地域に対するこれまでの社臨の把え方：地域管理

という側面

根本です。仕事は９人ほどのグループホームの世話

人、もうひとつはハートフレンドという作業所に関与

しています。その他に作業所づくりの話がもうひとつ

出ているのでそれに関与しています。

１年前に岡山から青森に来て、あちこちに顔を出し

てつながりを作りつつ仕事をしていて、青森に腰をす

えて頑張ってみようかなと思っています。

岡山の前は横浜で生活保護の仕事を１８年くらいして
いましたが、立場や場所カ唆わると同じ事柄でも見え

方が違ってくると感じています。

今年、社臨は初めて精神医療分科会で地域の問題を

語り合うということになりました。
１９９５年の「「開かれた病」への模索」が社臨の梢神医療

に対する出発点になっています。

そこでは、病の把え方や病院医療の問題点が主と

なっていて地域の問題は少し述べられているといった

状態です。それは、執筆が１９９２～９４年頃で、グループ
ホームの要綱などが出された初めて時期だったことも

あって、東京都のその時期の要綱が取り上げられてい

ました。ただ、そのなかで、たとえばグループホーム

の運営委員会について言及されていて、精神科医や保

健婦、福祉事務所職員、グループホーム代表者などが

グループホームを運営管理していく、それはひとつの

管理ではないか、と問題提起しています。それは、

ちょっと乱暴な定義だが、そういった側面がひとつあ
ることを出していきたいということで盲かれていま

す。

２。２．見知らぬ土地でいろいろな人と出会いつつ：地域管

理だけでは把えられない地域
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４００～５００くらいになって、全国に広がってきた。作業

所も初めは、「生き直す場」とか言われていたけど、数

が増える中で作業所の諸団体や従事者からの反省の声

も出始めています。たとえば、グループホームでは、

日常生活にうんと介入してそれは管理の側面もあると
いった世話人の論文とか、作業所でも運営はガタガタ

で恣意的だといったことカ９吾られ始めています。そう

すると、「「開かれた病」への模索」で提起している地域

管理の問題が、現在では新鮮味をなくしているという
ことになります。そこで、２つの側面を考えなければ

いけない時期に来ているのだと、私４ま思っています。

ひとつは、地域というのは必ずしも万々歳なもので

はない、たとえば病院の下請け的存在になっていて、

手のかからない人を受け入れて小さい範囲で管理して

しまっている、といった問題提起はきちんと受けて、

なぜそうなってしまうのかを作業所やグループホーム

の人たちが突きつめていかないといけないと思いま

す。批判はずっとしていけばいいのだが、そこから次

に何を生み出して行くかがひとつの問題だと思うので

す。

私は、「する」側「される」側の問題、社臨のことなど

を抱えて、１９９４年に岡山に行ったのですが、そこで、

状況が全部変わって、地理もわからず職もなくなり、

状況から自分が何を把んだらいいのかがわからなく

て、ある種の八二ックのなかで、いろいろな人に出

会ってきました。

たとえば、岡山の公的な相談所の医師は、入院をさ

せないために、それこそ２９年間、夜となく朝となく地

域をかけずりまわっているんです。そういう人と出

会って、自分の考えみたいなものだけでなく、地域の

なかで真剣に活動している人たちのことをあらためて

感じさせられたのです。その人は病院医療が本当に本

人のためになっているんだろうかと疑問をもって入院

させないためにかけずりまわっている。青森の家族会

の役員をしている人で、神奈川に退院先がない知人を

自分の家に引き取り、一緒に自分の家に暮らしながら

次の行き先を考えたという人がいる。また、青森の作

業所の職員（家族会のお母さん方ですが）さんたちは数

精神障害者の作業所は約１２００、グループホームも年、タクシー代を支払って作業所に通い続けてきてい
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る。そういった話に出会いながら、作業所やグループ

ホームにはいろいろ問題があるからといって放り出し
’！：：’はいけない、そういう人たちともう一度問題を掘り

起こしつつやっていかなければと思いました。

２ｊ．地域を訪ねつつ考えること：病院制度と絡みつつ

地域で実践していく

そうは言っても、ひどい作業所はやはりあって、首

都圏の作業所ですが、半年先の旅行計画のことでミー
ティングをしているんですが、そのミーティングは、

日程的に無理のある旅行プランをつぶすことに職員の

意図があった。司会はメンバーがしているのですが、

３人の職員は一人が司会のフォロー役、一人は聞き手

役でテーブルの隅にいる、もう一人は縁側に座ってい

るわけです。私は、緑側の職員は不参加という意味か

なと思って、どうなるんだろうと思っていたわけで

かえていてもいいし、対等に話せるし、悩みは解決し

てくれる。でも、その特殊な雰囲気に私は歯がゆさを

感じました。
この作業所から感じたことから広げてみると、作業

所やグループホームという領域では、病院制度という

社会問題への関与を避けるという「問題」と、少数かも

しれませんがそれとは逆にいろいろなかたちで病院制

度に関与しようとする熱意や献身性が、混在している
ように思います。私たちが目をむけなければならない

のは、病院制度を射程において地域を組織化し、実践

することであると思います。そうでなければ、ほんわ

かした作業所は問題から切り離されたぽっかり浮かん

だ孤島になってしまいますし、あるいは問題視をして
いて鵬礁践がともなわないと、地域で献身的に活動し

ている人たちと結び合うことができないということに

なってしまいます。

す。司会のフォロー役が一生懸命その計画の難しさに２．４．病院グループホームが問題を顕在化させる
ついて示唆をする。しばらくして司会がしどろもどろ

になると、今度は縁側の職員が□をはさむわけです。岡山の病院で働いていたとき、敷地内といえる場所

そこでやりとりされているメッセージは、縁側の職員にグループホームがつくられました。

は「私は参加しないけど、ミーティングをコントロー私はそのグループホームの世話人をしていたのです

ルできる」と表明している。司会のフォロー役は「私はが、女性入居者から、梅雨時の掃除が大変だから玄関

司会をコントロールできるし、このプランは通さないのそばのあじさいを刈ってほしいと言われたのです。

よ」と始終メッセージを出していたわけです。入居者の権利だし、主治医も「それで不安になっては

作業所やグループホームは小規模のメンバーが集困る」と言ったのですが、病院の中にある営繕を引き

まっています。それだけに、職員がいろいろなコント受けている会社の人から反対されました。退職した看
ロールの仕方が可能になるわけです。毎日のことなの護婦さんがそのあじさいを生け花にして病院長の母親

で繰り返し同じ関係をもつことでそういった職員とメをなぐさめているから、というのがその理由でした。

ンバーの関係力囃立していくわけです。そこも掘り起そこには病院という制度が持っている、医療という支

こして行かなければいけないだろうと思います。配とまた別の人間構造があって、そこからあじさいは

また、ある作業所では、カリスマ性をもった一人の切れないという価値観が生まれ、入居者が管理すべき

専 門 家 を 中 心 に ま と ま って い ま し た 。 こ と が で き な い と い う 問 題 が あ る わ け で す。

その専門家は横暴ではなく、親身になって相談にのこういうエピソードはグループホームがあったから

るし、先ほどのような直接的なコントロールはしない病院がもっているもうひひとつの管理的側面が見えて

し、職員のなかにも入院体験や服薬をしている方もいきたということで、閉塞した人間空間のなかでうまれ

るようでした。つまり、そこではある対等な関係がつてくるある基準があらわになってくるのです。つま

くられているのです。ほんわかとしてまとまっていり、問題がグループホームを通して見えてきたという
て、街のなかからある空間だけが切り離されて病をかことで、それに対してどう問題を広げていくかという
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ことは、構造の問題とは別に自分たちが把える問題と

して存在していると思います。

２月に青森市で、生活保護を受けていた女性の精神

障害者が凍死した事件がありました。多分１月半ば頃
には凍死していたが発見は２月で、なぜ灯油が買えな

かったのか、家の電気がつけっ放しになっていたのに

なぜ近所の人は１ヶ月間手をつけなかったのか、と

いった問題を投げかけたのです。
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作業所は２５０余あります。そのなかで精神障害者だけ
で運営する作業所は「ほっと」ひとつだけです。確か

に、従来通りの作業所、つまり、健常者がつくって指

導してその枠組みに障害者を抑えこむならば、それは
たとえほんわかしていても、病院の下請けにならざる

を得ないだろうと思います。その意味では危：険性を意

識しながら日々過ごしています。

ここで言いたいのは、凍死せざるを得な１、吼独とい３．２．赤堀闘争から、地域に根ざしカ：運動へ

う問題があるということです。病院とｊｔｌ！域を対立的、

対比的にとらえる構図があるのですが、病院のない地

域はないわけで、地域と病院はセットになって成立さ

せられてきているという面があります。病院のなかに

隔離されて長期にそこで過ごさざるを得ない人がいる

と同時に、その同じ極に、地域の中で孤立して凍死せ

ざるを得ない人がたちがいるということです。その孤

独とは、精神障害者に対する差別とか、精神医療の閉

鎖性をもうひとつのところで体現しているとい毒色味

では、地域で孤立させないことは管理的になる面も、

手をつなぎあうという側面も両面あるのですが、まず
は病院と地域を貫いた問題としてとらえることが求め

られていると私は思います。

３。多田さんの発題

３。１．病院の下鏡けにならぬために：第２の精神病院化

を意識しつつ

みなさん、こんにちわ。ほっとスペース八王子（以

下、「ほっと」と略）の運営委員をやっている多田道夫
と言います。よろしくお願いします。「ほっと」は八王

子にある一軒家です。
根本さんの話のなかで、作業所やグループホームが

病院の下請けになっているのではないかということが

ありましたが、私自身も精神障害者ですが、都と市か

らの助成を受けて、給料を貰っていて、その意味でい

ろいろな矛盾を抱えています。「ほっと」は物をつくら

ない作業所で、自立生活プログラムというのを立て

て、それで都から認可されています。都内でも精神の

まず、なぜ「ほっと」をつくったのか、そこからお話

します。赤堀政夫さんという精神障害者が１９５４年に冤

罪で投獄された。これを障害者差別だということで運

動しまして、ハ王子にその場（「ハ王子赤堀さんと共に

闘う会」）をつくって、１９８９年、３５年ぶｉＨこ赤堀さんを

地域に取り戻し、無罪を確定させました。その闘争は
とても尖鋭化し、国鉄民営分割化反対運動や成田空港

建設反対運動などとも連動して赤堀さんの解放を勝ち

取ったわけです。しかし、勝利の後、自分たちの足元
を見ると、赤堀闘争が問いかけていた日常的なレベル

での精神障害者、ＩＳｔ常者、労働者の共生共闘関係はお

寒い状況でした。
精神障害者も服薬などしながら闘ったわけで、なか

なか広い範囲でのつながりをもてないでいて、その反

省から、八王子４こは５０００人ぐらいの精神障害者がいた
わけで、もう一度、地域に目を向けてみようというこ

とになりました。そして、１９９３年頃から７～８人のグ

ループで月にー回例会を開いて、生活保護を受けるに

はどうしたらよいかなど話し合う場をもって、地域に

根ざした精神障害者の解放のための運動を始め、

「ほっと」を出発させたわけです。それが１９９５年に東京

都の地域福祉振興財団から助成を受け、西八王子にマ
ンションを借りてそこで「ほっと」が本格的に始まった

わけです。

作業所は数多くあって厚生省の政策でも作業所やグ
ループホームづくりを推めてきたわけですが、問題意

識としては、作業所が精神障害者の解放や自立に本当

に結哨寸いているのかどうかという点でした。たとえ

ば、時給１００円の作業所で、５時間働いて５００円、とこ
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ろが食費カｓ４００～５００円で差し引き一日ｏ円となってし

まう実態があるわけです。それで、精神障害者自身の

手で寄り合い場というか解放センターみたいなものを
イメージして「ほっと」を作ったわけです。

３。３．病院訪問を通して、精神病＝者・全体にわたる解放を：

入院者に手をさしのべる

通ってくる人は精神障害者で、薬物依存の人も通っ
てきます。私も１４才の頃から入院４４１験が１２～１３回ある

んですが、病院のなかで症状がない、あるいは社会の

中でやっていけると私１、こは思える人が、退院を諦めた
みたいになって退院ができない人が一杯いるわけで

す。私も６年前に駒木野病院に入院したときに、２０～

３０年入院していても社会でやっていける人が一杯い

て、でもその人たちは退院しないで病院のなかにい

る、なぜか？話してみると、退院したくても親兄弟と

疎遠になったりして受け皿がないことがわかってくる

けで、そういう人たちの退院を考えなければ、本当の

意味での精神障害者の解放は実現できないと思いまし
た。

赤堀さんの解放だけではいけない、精神障害者全体

にわたる大衆的な解放をめざすような地域に根ざした

運動でなければいけないと思うのです。そこで、

「ほっと」は週２回病院訪問というのをやっているんで

すが、そこで病院との信頼関係をつくりあげて、いわ

たところでは、病者の解放はありえませんから、ボラ

ンティアという形で健常者、労働者の人たちも「ほっ

と」に入ってもらっているのですが、病者が主体とし

てやっていかなければ、作業所の限界をクリアできな
いと思います。

確かに「ほっと」には元気な人が多く、沈み込んだり

している人は少ないのですが、それは他面では、症状

の重い人や社会生活を諦めてしまっている人たちと

もっと結び合っていかないといけないということだと

思っています。

私は精神障害者でありながら「ほっと」のなかで専従

ということで、賃金を得ているのですが、本当言えば

嫌です。同じ精神障害者自身で運営しているのに、な

ぜ職員が讐脂感のか、同じ精神障害者なのに、なぜ、

私は賃金をもらい他の人たちは通所生なのか、そこは

考えるほどに矛盾を自分のなかに抱え込んでしまうわ

けです。本来、精神障害者の仲間意識に裏づけられた

対等な関係でなければならないと思います。ところ

が、厚生省の作業所づくりの要綱には、職員が、健常

者がいなければならないとあり、そこには疑問をもっ
ています。「ほっと」づくりのときも「’健常者はいない

のか、臨床心理士は？医師は？」と言われたのです。

なぜ、作業所をつくるのに専門家盲暦要なのか？ここ

は、厚生省や都や市の見方と私の考えが違うところで

す。

ゆる社会的入院の人たちの退院のお手伝いをしたい、３．５．糟神医療は病者のものになってきたか

そういう方々が地域で再び生きていけるための手助け

をしたいというのが目的です。実際に「ほっと」の手助

けで退院された方もいるのですが、まだまだ不十分で

本格的とはいえないのですが、そうした方向で精神障

害者全体の解放を進めて行きたいと思っています。

３。４．病者自身が運営する：その意義と反問

さて、篠原さんや根本さんの危惧をクリアしていく

鍵は、病者自身が作業所なりを運営していくことにあ

るのではないか、という気がします。もちろん病者だ

けと言っても、健常者、労働者の人たちと切り離され

２６

本来、私たちは街のなかで人間として堂々と生きて
いく権利があるはずです。それが、精神病院の中に囲
い込まれ、あるいは既成の作業所に囲い込まれます。

もっとひどい場合、ＮＨＫでやっていましたが、病院
・７）敷地内に住居をつくって退院の形をとりながら安い

賃金で病院食づくりをやらされるといった実態があ

る。精神障害者には居場所がない、と言える実態だと

思います。

「ほっと」をやってきた私の実感は、ＩＳ｝８４年に宇都宮

病院事件が暴露されたが、精神医療はそのときと変
わっていないということです。今日の分科会のテーマ



は「精神医療は変わってきたか」ですが、１９５０年の精神

衛生法から精神保健法を経て１９９６年の精神保健福祉法

まで、法は変わったけれど、たとえば、「自傷他害の
おそれのある者」には明確な就労禁止がそれらの法の

なかに残っているし（欠格条項のこと：報告者注）、労

働基準法、労働安全規則とかにも明瞭に残っていま

す。民法のなかにも精神障害を理由に離婚が合法化さ

れる規定が残っています。そこから考えれば、病棟は

確かに私が強制入院させられた頃とくらべて近代化さ
れきれいになりましたが、本質的には変わっていない

と思います。つまり、社会や精神病院が精神障害者を

見る目は変わっていないと感じます。数年前入院した

時に、看護婦さんが一生懸命やっているのはわかるの

ですが、精神障害者を「ヽちゃん」と呼ぶのです。本当

に精神障害者をー人前の人間として見ているのか、疑

問に思うし、不思議に感じます。

宇都宮病院問題に続いて大和川病院問題、さらに他

の病院についてもその問題性が暴露されてきて、ここ

にお集まりのみなさんがいるように、少しづつは精神

医療への問題意識や関心が広がっていると思います。

でも、根っこのところでは、精神医療は病者のための

ものになっていないのではないか、というのが私の考

えです。

３。６．悪化しつつある制度：多くの人との結びつきの必

要性～社会のあり方を見据える～

今後は、「ほっと」を精神障害者の意見や議論をもっ
と反映したものにしていきたい、それで、精神病院の

なかで苦しんでいる方々と心から手をつないでいくと
いうことをしていきたいと思っています。ところが、

東京都は精神の作業所への予算を減らそうとしてい
て、２００１年頃にはは作業所への予算をひきあげようと

しているらしい。実際、今年、八王子でも、Ａランク

の作業所への予算を減らそうという動きがあって、そ

れは、わかくさ会などの頑張りがあって今年は現行通

りになったということがあったわけです。しかし、来

年度以降の保障はありません。

現在東京都には作業所が２５０あると言いました。ひ
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とつの作業所に通える方は２０人ほどですから、全部で

約５０００人ぐらいです。けれど、実際の精神障害者はそ
の何十倍もいて地域で苦労しているわけです。障害年

金とか生活保護費もひとりの人間としていきいきと生

きてゆくには少ない額です。まして、高齢化社会を迎

えてその年金さえカットされようという動きがあると

思うのですが、私自身、厚生年金障害年金３級です

が、いつ切られるかわからない状態です。また、生活

保護費の認可も厳しくなっている状況で、精神障害者

にとってよい社会が来るのを街の仲間がみんな待ち望

んでいるが、時代の流れはそうなっていないわけで

す。そのとき、私たちとしては、多くの健常者の人、

医療従事者の人たちと手を結び合い、行政当局との関

係も上から私たちを見るような関係ではなく向き合え
るような関係にしていきたい、そういう社会のあり方

をつくっていきたいと思っているんです。

精神障害者もひとりの人間です。ひとりの人間とし
てあたりまえに見られる社会になっていかない限り、

作業所でもグループホームでも「管理する」側と「管理

される」側がという関係が残っていくでしょうし、精

神病院でも外見がどれだけきれいになってもそうした

関係が残るでしょう。そこを変えていかないと、私た

ちの生きる道はないのです。それはみなさんの生きる

道もないということだと思います。精神障害者が管理

抑圧される社会は、健常者、労働者にとっても良い社

会ではないと思います。逆に、みなさんが十分に生き

られない社会は私たちにとってもっと生きづらい社会

です。だから、社会のありかたというところまで手を

のぱして考えていかないといけないだろうと思いま

す。

３。７．病者自身が運営する：病者が一人の人間として見

られるために健常者・労働者と強く結び付くこと

時間も迫ってきました。「ほっと」は病者だけで運営
しているわけですが、それはみなさんとの関係をおろ

そかにするということではありません。健常者、医療

関係者、福祉関係者、それらに関心のある方とより強
く手を結びたい、そのために病者自身の運営する作業

２７
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所をつくったのです。逆説的かもしれませんが、本当
の狙いは私たち病者がひとりの人間として見られるよ

うな社会をつくっていくために、みなさんとがっちり

と手を結び合いたい、そういう願いをこめて「ほっと」

をつくって日々の生活をしているわけです。

「ほっと」は３年になりますが、今後もみなさんと接

する機会を持ちたいと思います。今後もみなさん方と

もに精神障害者の解放と自立、健常者と労働者の解放

に向けて進んでいきたい思います。

３。８．来なくなる人にどう手をさしのべるか：囲い込み

でなく

作業所が第２の精神病院にならないためにというこ
とで話してきたわけですが、「ほっと」は、「だれでも

入れる」、あるいは「おおかたのことだったらしても許

される」という形で病者が中心になって管理的になら

ないようにしていると言いました。

でも、「ほっと」でも自然に来なくなる人がいるので

す。それは明確な排除ではないのです。明確な排除に

は「ほっと」はもちろん反対していて「排除ではなく配

慮を」というスローガンでやっているわけですが、や
はり急に来なくなる人がいます。自分たちの受け入れ

られる人だけ受け入れてそこからはじかれた人はどこ
へ行くのか、そこを意識していないと、作業所やグ

ルーブホームでも、どれだけ病者が主体になっていて

も結果としてどこにもいられなくなる人がでるのじゃ

ないかと反省として考えるわけです。

「ほっと」も３年になりますが、重大なことは自然に

来なくなる人がいるということです。そういう人にど
うやってアプローチするのか、手のさし伸べ方によっ

ては管理・抑圧になる危険性がありますし、そんへん

力りト常に難しいと思うのです。ですから、みなさんの

方からアドバイスしていただけたらと思います。

４。三輪さんの発題

４。１．精神医療に；１１１ける地域ケアの登場～精神保健法に

ついて～

２８

運営委員の三輪です。仕事は精神科の心理職です。

今日の僕の役まわりは、地域ケアをおもに制度の面

から考えつつ、その問題点を指摘することになりま

す。

地域ケアの制度面について語るには、どうしても

１９８４年の宇都宮病院事件をめぐって、１９８８年に施行さ

れた精神保健法の話に遡る必要があります。制度の最

たるものが法律であり、地域ケアを法的に規定したの

が精神保健法だからです。

精神保健法には２つの特徴がありました。ひとつ
は、「精神障害」者の人権擁護です。もうひとつが、地

域ケアの促進で、医療サイドから見ればｉｌ１院促進・外

来促進ということです。

まず、「精神障害」者の人権擁護についてですが、い

ろいろなレベルがあります。たとえば、通信の自由と

か面会の自由とか、そういったことがあります。こう
いった問題はわりに制度とか法を変えれば、法にその

旨をきちんと規定すれば守られるようになる種類の人

権問題です。もう一方で、法や制度によってなかなか

変わらない人権問題もあります。たとえば、差別とか

偏見とかはそれにあたります。これらはつくりだす場

合は簡単なのですが、無くそうと思うと法の変更では

なかなかうまくいきません。職業上の欠格条項などは

まさに法が差別を助長していることさえあるわけで

す。

それらの中間点にある問題もあります。人権という

ことは、当然その当人の意思の自由、危思の尊重を含

みます。これはもう少し言えば、自分で自分のことを

決める自己決定を認める方向です。そうしたレベルで
の人権問題があるわけです。精神保健法はそれまでの

強制治療・隔離・長期収容を性格としていた精神衛生

法の入院形態を変えて、任意入院制度を創設し、本人
の；ｌｌ思によって入院する制度をつくりました。この制

度では、本人が入院を希望、医療側がそれを受けて、

提供できる医療内容などを説明し、入院に至るとい

う、いわぱ契約の考えが入ってきているわけです。
でも、ちゃんとトリックがあって、任意入院した患

者さんが退院希望を出した場合、本来では契約関係で



すから本人の退院が認められはずなのですが、医師に

はそのときの患者さんの病状によっては７２時間まで退

院を延期できるのです。７２時間は３日間で、その間に

保護者となる親兄弟に連絡し、医療保護入院という強

制入院形態に切り替えることができるわけです。た

だ、このあたりは、私たち自身の物の見方も問われる

ところです。それは自己決定ということと絡んでい

て、たとえば、本人の病状が悪化して自分で判断でき

ないようならば、医師など他の人が判断することは当

然といった私たちの考え方があるわけです。そして、
この「精神障害」者の自己決定のいうテーマはおそらく

「精神病」観の問題につながってゆくと思います。

４。２．地域ケア：その管理性（１）

さて、２つ目の特徴、地域ケアの促進に移りましょ

う。これについては、２つの方向から語る必要がある

と思います。ひとつは、病院を含めた地域全体の見取

り図とその特徴、そして、もうひとつは、作業所とか

グループホームとか、地域の個別の施設の特徴です。

地域全体でいえば、さきほど多田さんからｊ也域が病院
の下請けになっているという話があったのですが、僕

は少し違うなあという印象を受けています。僕の印象
゛！：゛は、：１也域は自分たちの受けられる人を受けて、そこ
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それから、“プログラム自由”。しかし、これはどち

らかというと、作業所自身が望んだというよりも社会

状況との絡みの方が大きいような気がします。つま

り、景気が悪くなる前は地域の企業からそれこそ下請

けに似た形で仕事をもらって作業をしていたように思
います。ところが、景気が悪くなると、当然そういっ

た仕事がなくなってしまうわけで、その状況のなかで

は仕方なしに、自前で何かｆ乍って販売まで担うか、そ

うでなければ特別にプログラムはつくらずに運営して
いくか、という選択になるわけで、そういった事情の

方が作業所の“プログラム自由”には反映しているよう

に思います。
“メンバー中心”ということですが、確かにメンバー

の意見は尊重されるようになっていると思いますが、

それにしても職員がいるわけで、どこまでもメンバー
・柄Ｃ、という形で徹底することは難しいと思います。職

員はどうしても作業所にせよグループホームにせよ、

要綱みたいな制度に縛られ続けるわけで、そのため、
メンバー中心といっても最終的には管理的にならざる

を得ない側面が出てくるように思います。そのとき、

職員はどうしても制度の具現者みたいにならざるを得

ないので、個別の場のなかでもなかなか管理性を捨て

去るというわけにはいかない状況だろうと思います。

で受けてもらえない人は病院に来ざるをえない、そう４．３．地域ケア：その管理性（２）

いう状況に見えます。地域ではじかれても医療にはか

か ら ざ る を え ま せ ん か ら 。 全 体 と し て 見 る と 、 地 域 に 場 所 が 広 が っ た の だ が 。

個別的なところでは、たとえば作業所の最近の印象よくよく見ると、そこに一般の人たちがずいぷんと入
では、おおよそ３つくらいどこの作業所でも共通してり込んで一緒にやっているという状況はほとんどない

いるな、感じることがあります。ひとつぱ誰でも受わけです。作業所にしてもグループホームにしても、

けまず、ふたつめぱプログラム自由”、３つめぱメ病院からは少し足が遠のいたけれど、住みかや活動す
ン バ ー 中 心 ” で す 。 る 場 所 は ど う も 等 質 な 感 じ が し ま す 。 そ の 意 味 で 、 病
“だれでも受けまずについて言うと、少し前まで院管理は確かに少なくなったけれど、全体としてみれ

は、てんかんの人は難しいとかアルコールの人はだめぱ病院の役割が地域の一部に移っただけで、管理体制

とかあったのですが、入所は希望すればわりと受入れはほとんど変わらないのではないかという印象です。

か ら ざ る を え ま せ ん か ら 。 全 体 と し て 見 る と 、 地 域 に 場 所 が 広 が っ た の だ が 。

個別的なところでは、たとえば作業所の最近の印象よくよく見ると、そこに一般の人たちがずいぷんと入
では、おおよそ３つくらいどこの作業所でも共通してり込んで一緒にやっているという状況はほとんどない

いるな、感じることがあります。ひとつぱ誰でも受わけです。作業所にしてもグループホームにしても、

けまず、ふたつめぱプログラム自由”、３つめぱメ病院からは少し足が遠のいたけれど、住みかや活動す
ン バ ー 中 心 ” で す 。 る 場 所 は ど う も 等 質 な 感 じ が し ま す 。 そ の 意 味 で 、 病
“だれでも受けまずについて言うと、少し前まで院管理は確かに少なくなったけれど、全体としてみれ

は、てんかんの人は難しいとかアルコールの人はだめぱ病院の役割が地域の一部に移っただけで、管理体制

とかあったのですが、入所は希望すればわりと受入れはほとんど変わらないのではないかという印象です。

てくれるようになったと思います。でも、受入れは広

がったが、出てゆくのも早い。僕の担当患者さんでも４．４．住みかと活動の場のヒエラルキーと「病」者の区分け

確かに難しいところもある人だったけど、受け入れて

もらってからすぐやめさせられてしまった。最近、医療は大きく変わりつつあって、急性期症状

２９
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を短期入院で治療することに強く介入していく方向が

打ち出されています。急性期症状が良くなるとそれこ
そ地域へということになるわけですが、その際、急性

期症状の激しいときは「病」者で、そこがとれて地域に

出ていくと生活のことでゴタゴタしながらやっている

と「精神障害」者となる。こういう区分けと病院・地域
への一人の人の振り分けがどんどんなされていってい

ことを沓いています。ですから、フロアから発言して

くれた方の’丈脈や主旨を十分に汲んでいないと思いま

す。フロアからの発言者の方々を含めて読者のみなさ

んからのご意見、ご批判をお願いします。

なお、フロアから発言された方のお名前に間違いが

あるかもれません。そ（７）点はご容赦ください。

る気がします。そういうなかで、住みかと活動する場■「する」側・「される」側関係の問題

面でのある種のヒエラルキー構造ができている気がし

ま す 。 「 病 院 の 改 革 が き ち っ と 行 わ れ た の か ど う か が ま ず

住みかでは、自宅で家族と同居とか単身アパート生問われなくてはいけない」として、中村さんは地域を

活が自立しているという意味で１頁点になり、その下に問う今回のテーマ設定そのものに疑問を投げかけっ

共同住居だとか福祉ホーム、その後にグループホーつ、精神医療改革のなかで「病院で積み残したものが
ム、援護寮と続く。そして、それでもだめだとなると地域にも来ているのではないか」と問い、医療は「急性

入院、病院というふうになるわけです。期の症状を治す」ことに「純化」し、「あとは本人の問

活動場面では、就労がやはり頂点になります。それ題、地域の問題に返してもらった方がいいな」と語り

ができなければ授産所だとか作業所、それでもうまくました。

いかなければデイケアという医療リハビリび：〉１１１旗ｌが出中村さんの；ＩＭ生期への医療純化に対して、短期入院

てきます。こうして、住みかにしても活動場面にしてによ容気性期治療が病院医療では生き残りのための課

も病院医療を最下層として地域に向けてのヒエラル題になっており、電撃療法や大量薬物療法などの「症
キー構造が形成されてゆくわけで、その最も下に位置状」除去を目的としだ身体侵襲治療”がその治療方法

づかされてしまう人が入院して何もしない人になるわとして選択される現状があることが指摘されるなか、

け で す 。 中 村 さ ん は 「 反 精 神 医 学 的 な 人 間 関 係 治 療 を イ メ ー ジ
こういうヒエラルキーの構造と、そのなかでの「病している」と語っています。

気」と「障害」の見分け、区分けが出来てきているので他方、構造とか改革とか制度とかではなく、ひとり

はないか、そういう印象を拭えません。ただ、現実的ひとりが悩み苦しんでいる現実にそって考えてほしい

には、高齢化が進んでゆくと、むしろ「病気」と「障害」という意見がありました。照内さんは、母親が長年医

の区分けが曖昧になってくると思うのですが、どうも療にかかり大量の薬物を処方されても良くならないこ

精神医療では逆の方向に進んでいるような気がしまとを語りつつ、「社会問題としての精神医療改革も必

す 。 要 だ が 、 細 々 生 き て い る け ど し ん ど い 、 そ う い う と こ
いずれにせよ、医療から地域にかけての全体構造のろを拾い上げていく視点がほしい」と話し、「薬や電気

なかで、２つぐらい軸をもって進んでいるという、構を使う医者は感じ方のレベルで苦しいんだということ

造の中身というか性質の部分について最後に話をさせがわかって」おらず、「一人一人の苦しみが何であるか

てもらいました。ありがとうございました。を探り当てようとする、そこと向き合っていこうとす
、る姿勢」が必要ではないかと語っています。

５．討論のまとめと今後の課題司会の篠原さんが、中村さんと照内さんの意見に対

して、「じっくり耳を傾けながら安らぎの心を支えて

討論のまとめは、今回の分科会でのフロアとのやりいく、これこそ見えざる管理だという故吉田おさみさ
とりをもとに、僕がかなり強引に主観的に考えてみたんの告発」を改めてどう受けとめるかと問いかけ、「苦
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しんでいるというテーマを治療者の立場でどう引き受

けられるか、お互い人間が苦しむということをどう把

え直していくかというテーマ」と述べています。

おそらく、１９７０年前後の精神医療改革においで身

体侵襲治療”は批判の対象の最たるもので、同時に、

「人間関係治療「＝」１１ヽ理療法）」や心理テストは日本臨床

心理学会改：ｉｌＳ：路線のなかで批判の最たるものであった

ように思います。つまり、大雑把な言い方をすれば、

それらは「専門性」を前提とする「治療」枠組みのなかで
の「する」側と「される」側の関係の問題として展開され

ていったものだと思います。フロアとのやりとりのな

かで篠原さんからのこうした提起があるということ

は、改ｉｌｌ洛線当時の課題に対して、精神医療界も、社

臨も十分な見通しを立て切れずにきたということとし
ていったん受けとめておく必要がありそうです。

今回の討論をまとめる軸のひとつとして、この「す

る」側「される」側の問題を考えてみようと思います。

もう一度、この観点から討論を振り返ることで、今後
の識論の糧になることを期待したいと思います。

■医療における医師中心の専門性支配（ヒエラルキー

構造）の問題

中村さんは医療改革の積み残し課題について、「医

療改革は制度の改革ではなく、人間関係の問題」であ

り、「ドクターを中心とした専門性による階層的な支

配を崩すこと」と位置づけています。つまり、この意

見は「する」側の構造のなかに問題の根を見ているわけ
です。

精神医療におけるこの問題性は僕も常々主張してき

たことですが、“医師中心”という点に重きがあるか
“専門性支配”に重きがあるかで、この議論の様相はず

いぷんと異なってくるのではないかと思います（これ

ら２つの問題はセットになって精神科を問わず医療を

貫徹していますが、分けて考えることで見え方や対応
はずいぷんと異なります）。僕自身は、最近、“医師中

心”に重きをおいた意味におけるこの問題の改革が精

神医療の本質的課題だとはあまり思わなくなってきて
います。
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“医師・＝ｔ＝１心”のヒエラルキー構造が仕事をやりにくく

させていることは事実です。たとえば、長い入院を強
いられた患者さんの外出許可を判断する場合、その人

の近くに長く接してきた看護者の方が新米の主治医よ

りもずっとその患者さんにそった現実的な判断ができ

るでしょう。人と接するということは、病気に関する

教科書的知識よりも、経験や付き合いの長さ・深さの

方がずっと重要な財産になることは常識的にあたり前
のことです。

こうした視点を延長して考えていくと、長い臨床経

験のなかで意識して経験を積めば、医師の特権である

処方の中身についても医師の判断を凌駕する看護者や
コ・メディカルがいるだろうことを十分に予想できる

わけですし、実際にそういう人たちがいるでしょう。

極論すれば、法的および歴史的な意味での権限と責任
の部分で、医師が指示するという形式的約束（制度）が

あるだけで、中身的には医師の仕事などはいくらでも

空洞化できるたぐいのものなのですにうした立論は

能力主義をずいぷんと含んでいるのですが）。
このように、精神科においで医師・＝１＝１心”を空洞化で

きるとすれば、“医師中心”の問題は本質的な問題では

なくなります。「される」側との関係でいえば、むし

ろ、医療という場の最大の懸案は従事者全体の専門性

とその延長線上にある資格の問題であろうと思いま

す。つまり、空洞化が起きても、医師以外の従事者が

自分の専門性に“プチ医者的専門性”のまなざしを含め

て「病」者を診ることになれば、結局同じことであり、

医師の仕事を空洞化したからと言って必ずしも専門性

のまなざしが「病」者に反復されない保障などどこにも

ないからです。したがって、中村さんの発言にそって

言うと、“医師中心”ということよりも、全ての医療者

の「専門性による支配」、ただし、それはスタッフ間の

支配ではなく、「病」者の支配である点に注意しておく

必要があります。この“専門性”を問題化することに重

きを置いて把えないと、医療の人間関係の問題を掘り

起こすことはできないだろうと思います。ところが、
この「医療者の専門性」を問うことは、医療が資格社会

である限り、実は「職員であること＝職員性」を問うこ

とに直結していくことになるわけです。
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その意味から地域も危ない場なのだというのが僕の

実感です。地域は病院にくらべると「自分たちは専門

家じゃないから」と言いやすい状況もあるし、実際、

特に医療の勉強などしないで勤める職員もいるでしょ

う。しかし、地域では、専門性が職員性に薄められた

なかで、自分たちの「精神障害」者に対する立場性が見

えづらくなっていることに余計に気くばりしなければ

ならないことが、地域で働く人たちに医療者以上の難

解さと慎重さを要求し続けているように思えるので

す。フロアから鳥羽さんが言った「病院と地域の相剋

から連帯の時代へ」という現実認識と理想のケア像

が、ともすれば、地域で働く人の専門化を招く危険性

を一方ではらみっつ、もっと見えにくい課題としての

職員性の問題を見落とさないことが必要に思うので
す。

この職員性の苦渋を多田さんは語っているように思

うのです。同じ「障害」者でありながら、みんなで運営

しているはずの作業所という場のなかで「職員」として

位置づく自分の姿をどう考えるのか、それは僕には、

多田さんが抱え続ける課題として多田さんの現実にた

ちはだかるだろうと思い続けるわけです。

こうして、精神医療が地域へと広がるなかで、「す

る」側と「される」側の関係性の問題は、「専門性」とし

てばかりでなく、「職員性」＝「職業としての精神医療」

がひとつの課題となるのではないかと、僕｛ま思ってい

ます。

■専門性がつくりだす管理・抑圧～その時、その時に

抵抗する関係づくり～

赤松さんは、「医療改革のときは対で話し合おう、
わかり合おうとする関係づくりが出てきた」が、現在

は遺伝などの生物学的研究と身体侵襲的な治療にすぐ

流れてゆく医療状況があることを批判的に語りつつ、
この現在の流れの延：艮線上の医療純化に対して、たと

えば、患者さんが「薬を飲んでいないなかで生き生き

の母親の話に対応して「精神安定剤はだるさをつくる

けれども、医者は慎重に考えるからなかなか減らさな
い。医療全体が制度と専門家であればあるほど今の医

療知識のなかに巻き込まれざるを得ない」医療者の状

況を指摘しています。補足すると、その医療者の状況
は「病」者をもその中に巻き込むわけで、ゆえに、たと

え嫌がられても「あきらめずに言い続ける関係をつく

るしかない」と語っています。

赤松さんの話は、「する」側と「される」側の文脈でい

えば、「する」側が専門性を振りかざすほどに「される」

側から離れて管理・抑圧を強めていく、そして、たと

え、その２者間の垣根が埋まらないにしても、「対でわ

かり合おう」とする姿勢がその距離をいくらかでも縮

め管理・抑圧がなくならないまでも弱めていける可能

性をはらんでいることを示唆しているように感じま
す。そして、まさに「対でわかり合う」ことは、「され

る」側からも諦めずに主張していく関係づくりへの主

体性を含んでいるわけです。
ただ、この赤松さんの話の底流には「決して現実化

しない理想状況としての管理・抑圧の撤廃」が前提と

してあることを押さえておくべきでしょう。というの

も、精神医療が専門性を完全に取り払えないからとい

うことだけではなく、管理・抑圧という関係が医療や

地域に限らず、いわゆる娑婆の関係にいくらでもある

ということから生じるのです。つまり、精神医療にお

いてのみ管理・抑圧の全面撤廃の現実化を望むこと

は、むしろ精神医療を特殊化・聖域化することになる

わけで、それは逆に「される」側そして「精神病」に対す

る特殊化さらに差別の論理を補完することになってし

まうわけです。だから、赤松さんの論理に沿う限り、

その時その時の管理・抑圧にあきらめずに抵抗し続け

る日常体験・医療体験を積み上げていくことに意義が

あるということになり、それは、十分に現実的な努力

目標であると同時に永久に続けられる反復の形態でも

あるということでしょう。

する一方で、不眠や幻聴に振り回されないような関係■差別がつくりだす管理・抑圧～「精神病」の再検討～
づくり；、６ｔ難し」く、結局、医療は地域に出ていかざる

をえなくなることを話しています。そして、照内さんこの管理・抑圧に関して、多田さんは、治療行為も
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「人間と人間としての対等な論理がなければいかに善

意のことであっても管理・抑圧の側面をもつ」と語

り、その対等性がはたらきにくい原因に「梢神病」観を

挙げています。ここで注意したいのは、赤松さんは管

理・抑圧をさしあたり専門性のなかに見たのですが、

多田さんはそれを人間と人間としての対等でない関

係、おそらく「精神病」差別のなかに見ていることで

す。二人の意見は矛盾しませんが、ただ専門性と差別

は一方が他方を包含する概念ではないので、論理的に

は、一方をなくしても他方は生き続けるわけです。精

神医療を語るとき、それら２つの問題は現実的には混

合していると思うのですが、あえて、２つを切り離し

て、ここでは、「精神病」者差別による管理・抑圧の問

題を考えましょう。

多田さんが言うように、この問題は「精神病」観の問

題として把えられるわけですが、僕は「同じ人間」とい

う視点から現在の「精神病」観に批判を唱えることには

わりに懐疑的です。むしろ、今回の分科会のなかから

出てきたものを拾い上げつつ、この問題への切り口を

３つ提示したいと思います。

ひとつめは、僕が提起した問題で、「精神病」におけ

る「病気」と「障害」の区分けとそれに対応する医療と地

域へのそれぞれへの振り分けの問題がある。それは、

「病」者の医療と生活を明確に線引きしようとする動き

だろうと思うのですが、このあたりの「精神病」観の問

屋ｌｌＳ；ｉｊ也域精神医療の流れのなかでかなり現実化されて

おり、考え合う必要があると思います。

ふたつめ。山賀さんから「自己決定や契約というこ

とが精神医療の管理性を回避していく考えていいの

か」という質問・確認がありました。僕は、自己決定

ということは強制と対になっていて、その意味で強制

に対してある程度の抵抗力はもつだろう、あえて管理

との関連で言うと、いくらかの効力はあるかもしれな
いが、逆に管理を受け入れる自己決定をするという文

脈で管理を補完する側面があると答えています。

「精神病」のある状態では現実検討をする力が弱ま
り、それこそ自己決定できない状態とされる。それが

高まれば「何をしでかすかわからない」という一般的な

偏見をさらに裏打ちすることにさえなるわけです。と
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ころで、「病」者が自己決定できないとなれば、かわり

に誰かがその人の行為を決定するということになり、

親、兄弟、さらには医療者が自己決定の代理者とな

り、「病」者をめぐって管理・保護・強制が結果されま

す。つまり、自己決定は管理・保護・強制を必然的な

結果として招来し、それらとセットになった概念なの

だと思います。「精神病」は、近代合理主義、理性中心

主義、近代自我論を前提とした自己決定の論理のなか
ではどうしても排除の対象となります。このことが先

ほど、「同じ人間」に礎をもつ管理・抑圧への抵抗と

いった文脈には懐疑的だと轡いた理由があるのです。

「同じ人間」という考えは一般的には上述の近代思想を

前提にしたものだからです。つまり、“同じ”という資

格は理性轡琳康な自我を持つことを前提としており、
１１１の最初から「精神病」はその外部に位置づけられてい

るのです。
いずれにせよ、「精神病」自体が近代の創造であるこ

とからも、自己決定と絡んだ「精神病」観を取り上げて

みることを検討してもよいのではな１、功ヽと思います。

３つめは、２つめのところとも関係しています。フロ

ア発言者の星野さんが知人から聞いた話がペースにあ

ります。老人病院の入ｌ！；ＩＥ患者さんが「問題行動」を起こ

したとして精神科の診察を受けるよう家族に強く勧め

たという話で、結局、その人の「問題行動」の状況と原

因が明確になるなかで精；１１１１科受診は必要なくなったと

のことでした。

何が私たちにとって「問題」として把えられるのか、

そして、どういうプロセスで「問題」と措定されるの

か、といったいわば「異常」観に近い問題設定です。自

傷他害ということが「精神病」ではよく「問題」にされま

すが、それは「精神病」の特権なのか、さまざまな問い

がこのなかには含まれてくるでしょう。

これらの切り口からもう一度「精神病」観を点検して

みることも今後の課題といえそうです。ただ、注意し

なければならないのは、３つめの場合などは特にそう

なのですが、これまでの「精神病」観や「異常」観に変わ
る新たなそれらをやみくもに追求するということは戒
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めなけれぱならないだろうと思います。 かでは、いくらか議論に上りつつも、あまりに見過ご

されてきていたような気がします。もっとも、この事

■社会的アプローチ、あるいは運動としての精神医療件での社会的アブローチは、娘さんの立ち直りのため
であるという目的から、広い意味での「治療」の一環と

朴さんは作業所に勤めていた娘さんのことを語りま

した。その作業所で火事が起き、無実であるにもかか

わらず、娘さんの過失ということに仕立て上げられて
いくなかで、娘さんは苦しみ悩み、精神科加療を受け

ることになるわけです。そうした経験のなかから、朴

さんは個人的ケア（治療）だけでは不十分で社会的なア

プローチ（具体的には、この火事の原因を明確にして

公表すること）も必要であることを説き、朝鮮人であ

ることへの差別、作業所を守るために一人の職員に向

けられる排除、作業所の職員として「する」側であった

娘さんがケアを受ける「される」側に移ったことなどの

重層性を指摘しています。

朴さんの話はこの短いまとめのなかで、読者にその

詳細や十分な全体像を伝えることができないので、こ

の話から僕が今回のまとめのテーマと関連する点を取

り上げておこうと思います。

「する」側・「される」側という文脈で言えば、連続性

という問題だろうと思います。ひとりの人間が何らか

の事件をはさんで「する」側になったり「される」側に

なったりするとい・う；き味で、「正常」と「異常」、「健康」

と「４１４気」は連続線上にあることを物語っています。そ

れは、「する」側・「される」側の関係性が状況依存的な

ものであること、したがって、誰でも状況によって

「される」側になる可能性が開かれているということで

す。しかし、「正常」・几座常」に位置づいていると、自

分の中の「病気」あるいは「される」側への近接性に鈍感
であり続けているわけです。

ただ、朴さんの話は、「する」側・「される」側の問題

とともに社会的アプローチという課題が登場していま

す。この事件における社会的アプローチは事件の真相
をうやむやにしようとする一部の周囲の意図が働いて

いるように見受けられるので、運動的な形態になりま

す。人が癒されるとか立ち直るとかいう場合、個人的

ケアとしての「治療」だけではなく、こうした運動的要

素が必要になること、それがこれまでの精神医療のな
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しての社会的アプローチの必要性ということになるわ

けです。

朴さんの話の後、篠原さんが「『異常』に追いつめら

れてゆくことのひどさを感じつつ、一方で「異常」とし

て生きてゆく人がいる、この絡みをどう考えてゆく

か」と問いかけました。このあたりを運動という楓、１１

で考えてゆくとき、朴さんの「治療」の一環としての運

動という位置づけからさらに広がる運動の形態とあり

ようを模索することが求められてゆくことになるわけ

です。

■身近な体験を積み重ねつつ、横の関係を広げていく

根本さんは、照内さんに呼応してひとつの体験を話

しています。岡山の病院の保護室に入院していた患者

さんの詩を、根本さんが協力して一冊の本にまとめ、

それを青森のグループホームの入居者に見せたとこ

ろ、その人が刺激を受けて自分も本をつくりそれを岡

山の保護室の患者さんに送ったという話です。根本さ
んは照内さんの「身近なところから考えようというこ

とに共鳴」し、「自分が「患者」とレッテルづけられない

違う自分がいることを主張していく広がりを期待し」

つつ、たとえば、「岡山と青森がつながるように身近

なところから何かを生み出して社会につないでいけな
いか」と語っています。

根本さんの主張は、“問題がある限り、構造的・制

度的批判はすればよいが、それだけでは何もうまれな
い。小さくてもいいから何かをうみだすための実践が

必要であり、そのために、身近な体験できるところか

ら拾い上げたものを紡いで広げてゆくことではない

がということだろうと思います。社臨はこれまで精

神医療問題をおもに社会問題として位置付けて批判の

俎上に乗せることに多大のエネルギーを割き、「する」

側の自己点検や自己否定を追求するなかで自己憧着に

陥っているから、そうした思考の枠組みから脱して実



践のフィールドヘ出るよい機会として地域の問題を把

えられないだろうか、ということになると思います。

そして、根本さんは「病」者の横のつながりをつくっ

ていくことに、いわゆる「する」側も手を貸しつつ、そ

れをひとつの“運動”として提起しているのだろうと思

います。多田さんがそれこそ長期入院になっている全

国の「病」者が退院し街のなかで暮らせるようになるこ

とを願って始めた作業所運営もそういう運動のひとつ

のありようとして重なるでしょう。ここで課題とされ

ている運動は、「治療」の一環としての運動とは異なる

様相を呈しています。

根本さんの提起は、精神医療問題に対して、社臨が
いわば認識レベルでの批判を主としてきたことに対し

て具体的な実践レベルでの運動の模索とそれに基づく

新たな認識の展開に進むということを含んでいると思
います。精神医療の歴史を考えるとき、医療問題とい

うよりも運動の問題と把えて展開することが必要では

ないかという感覚は僕自身も持ち続けており、その意

味で根本さんの話に違和感はありません。

ただ、今回の分科会で運動について出されたなか

で、議論が必要な点が２つあります。ひとつは、その

運動の原点をどこに求めるのかという点です。根本さ

んはそれを「「患者」とレッテルづけられない違う自分」

に求めています。ここで使われている「患者」という言

葉にはそれなりの必要な説明があるだろうと思います

が、「精神病」が医療の対象であるかどうかを根源的に

問うという意味ではないだろうと思います。とすれ
ば、僕は、原点としては、いわゆる「病気」性が入り込

んだ表現などもひっくるめて存在する者としての運動

でなければならないだろうと思っています。

もうひとつは運動の主体と方向の問題です。多田さ

んが苦労している「健常者」と「病」者の絡みをどんなふ

うに構想するのかはひとつの大きな課題だと思いま

す。その文脈で鳥羽さんの「病院と地域の協力的な連

携」が位置づくことが必要だろうと考えるのですが、
この運動の方向性はまさに今後の課題として議論して

いきたいテーマのひとつです。

この分科会の報告には轡き切れなかったフロアから

社会臨床雑誌第６巻第２号｛・ＩＳ｝９８．１２．）
の発言もありました。元木さんからの精神障害者手帳

の今後への影響などのことです。この問題も議論の余

地のあるもので、気にしつつもこれまで社臨で取り上

げてこなかった問題です。社臨においても、また精神

医療や地域ケアの現状や今後についても問題が山積し

ていると感じます。これらの諸課題を改めて討論しあ

えることを期待しつつ筆を置きます。
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ＩＥＩ；本社会臨床学会第６回総会報告

分科会ＩＶ：ボランティアをどう考えるか

「個」を問い直すところからボランティアを考える

最 首 悟

横浜の鶴ケ峰で、障害者が巷でいきいきと生きるた

めの運動をやっています。地域作業所、コーヒーを

煎って売る店、自然食品の店です。また、知的障害者
の作業所「カブカプ」の運営委員長を務めています。

星子が「居る」ということ

娘の名前は星子（２２歳）といいます。

星子が人間としてとして生きていたいのかどうした
いのか分かりません。まわりの者が分かるのは彼女が

ＮＯと拒否をする時くらいです。物をつかんだことも

なく、噛んで食べることもない。目が見えず、言葉も

持たない。人間として生きたいという事を前提とし

て、不都合があると介助を介し、そこにボランティア

という事が問題となって生じるものですが、彼女には

その前提がありません。だからお節介なんじゃないか
という気がしてしまいます。

しかしこのような状態で彼女は生きているわけで、

まわりの私たちも生き甲斐にしていたりしていて、そ

ういう私たちというのは一体何なのかと考えてみる

と、「しかたがない」ということなのです。

しかたがない関係
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話 題 提 供 ： 最 首 悟 （ 駿 台 予 備 校
・恵泉女学園大学）

斉 藤 亮 人 （ わ っ ぱ の 会 ）

阿 木 幸 男 （ 河 合 塾 ）

司 会 ： 平 井 秀 典 （ 塩 浜 福 祉 園 ）

です。彼女と私たちの関係は、「緑」という意味では、

少し濃密な緑なのだろうと考えます。つまり場を共有
している、場に居るというしかたなさ。場からはずれ

；ｌｔぱ関係もなくなるというものです。場が血緑だけで

いいのかｊ也緑だけでいいのかという話に、ボランティ

アの議論が生じてくるのだと思います。

しかたないと思うところに「義務」が生じてきます。
この義務なしには星子との関係はないのです。星子を

どうしても振り切れない。振り切れば１皮女は死んでし

まう。居場所は義務を生み出します。どんな障害でも

受け入れてくれる作業所などありません。重度の障害

を持つ星子の居場所はなく、そのために私が作業所に

かかわり、入れるようにするしかありません。居場所

がないということは対人関係において星子に義務を感

じてくれる人がいない、あるいは薄い義務（薄縁）しか

ないという事です。

それでは義務は一体どの様に構成されるのか。一緒
に居てしまったというだけのことなのか。

結局それは関係のあり方の問題です。関係のあり方

として、まず個人というはっきりとした存在があっ

て、その個人と個人が契約を結んで関係づくという考

え方と、はじめに個人ではなく二人が単位として存在

し、個人という存在はその関係の中からぼんやりと見

えてくるものだという、二人称的関係であるという考

え方があると思います。つまり、個人個人の存在が切

れているところに契約が結ばれている、として関係を

考えるか、そうではなくて独立しない二人箇統本では
ないかという考え方があるわけです。後者に「しかた

それは必然性ということではなく、「緑」ということがない」ということが出てきます。



関係の総体としての人間

契約だけではなく、複雑な関係の場として人を考え
ようとしたのがマルクスだと思います。マルクスは関

係のあり方として、その個々人の契約ではなく、関係

の複雑さの中での「関係の総体」としての人間という考

え方を打ち出しました。契約概念においては疎外され

た労働というものが生み出されていき、疎外された労

働をもとにボランティアを論じていくと、どうしても

限界がでてきます。それは、賃労働としての労働しか

でてこないからです。マルクスはそこを突破しようと

して「関係の礁体」という人間観を打ち出したのだと思
います。

私達は、個々が切れた関係の中で「しかたがない」関

係をなんとかして二人称的関係にしたいと努力してい

ると考えるわけです。そこにボランティア、すなわち

自発意志が出てくるのです。

では義務を自発意志としてどう位置づけたらいいの

でしょうか。

義務と自発意志

はっきりと区別できない関係のなかでのお互いの近

づき方がポイントです。私の理解ではこれをはっきり

言ったのはシモーヌ・ヴェーユという若くして死んだ

哲学者だと思います。この人はカトリック兼マルクス

主義者で、両方から排斥された人で、縦の原関係を考

えました。

歴史的には１５世紀末に人間の尊厳を打ち出したピ
コ・デッラ・ミランドラという人が、神は人間を位置

づけなかったという人間の無規定化を打ち出し、人間

が自由になるカヽ否かは人間の選択によるのだと言いま

した。選択するということにかけて神は人間に自由を

与えたと言ったのです。『人間の尊厳について』という

本の中で初めて人間のディグニティー（尊厳）を言って

物議を醸しました。それまでの宗教観、キリスト教観
ではそれはあまりに人間中心主義ではないかと思われ

たのですが、彼は堂々と神がそう断言したと言ったの
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です。

これをシモーヌ・ヴェーユは近代のスタートととも

にはっきりと受け継いでいきました。原関係において

人間は選択をする。選択のために自由は必要条件で、

何かをしない自由と何かをする自由とがあり、何かを

選択したとたんに責任が生じる。そこに私が選んだと
いう自覚が生まれる。しかし「責任をとる」ということ

はどんな人にもできない。「責任を担う」だけである。

担うというのは自覚でしかない。ですからこの自覚を

促す原動力となるのが、義務なのです。義務というの
は自分が選んだという自覚（責任）の現れです。この自

覚は全くの一人で持つことができるとシモーヌ・
ヴェーユは言います。そのためには縦の神との原関係

カ噫ヽ要なのですが、その自覚の現れの義務を他者に投

げかけると他者に権利が発生してくるわけです。

シモーヌ・ヴェーユはフランス革命の人権規定その

ものが人間の堕落をあらわしていると、人権批判をし

ました。ここには疎外された人間の前段階での考え方

が出ていて、この対象を定めない義務が働いている限

りそのような人が社会を構成した時に人に権利が発生

してくる。したがって権利は個人に属さない。あたか

も個人に属しているかのように権利概念を考えると社

会関係は愚かしくなり、権利は奪われ、奪われていな
いがほんとうは奪われているというような奇妙な疎外

が登場してきます。ここには義務が、ボランタスとし

ての自発性としては良くでていると思います。ただ、

そもそも「ひとつ」「ひとり」ということを発想したこと

に問題があって、実は人は「ひとり」ではない。原関係

としての関係があって、そしてこの原関係はさし当た

り、今考えていない他の人に全部普遍的に及んでいた

訳です。だからこそ他の人を全部切って、私一人でも
のを考えて良いのだという。その上で他者に対する義

務の投げかけの集合としての社会を考える。そこで初
めて権利が生じているのに気付く。

原関係においては権利などどいう概念はない。そう
いう思考法を一神教をぬきにして僕らができるかどう

か。そういう考え方ができないとすれば今言った意味

の義務は僕らにはない。さし当たりボランティアとい

うのもそういう意味でのボランティアというのはそも
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そも願ってはいけないのだということになる。そうな

るとぽくらが義務と感じている、いたしかたない関

係、それも受け身の自発性の中では星子という人間を

切れないけれど他者のボランタスは期待できず、切れ

ないままに心中を考えたりもするし、どうしても星子

というひとりの人間を考えていないということに気付

く。

そうなると当事者とは一体何なのか。当事者意識そ
のものが「ひとり」というところから発想できるのか、

「ふたり」からスタートしているのかで全然話しが違っ

てきます。いま、低賃金労働者としてのボランティア

の問題が出ていますが、疎外された労働というところ

からスタートして現実のなかで考えていくのか、ある

いは疎外された労働を克服する契機としてボランティ

アを考えているのかどうか。ただ、克服していく契機

としてのボランティアは「ひとり」からスタートしてい

くのが普通で、そこが僕にはどこか合わない。

それに対して、場としての、共におかれてしまった

「ふたり」からスタートするいたしかたなさ、それが義

務に転嫁していった関係におけるボランティアという

のがある。ただしここには積極的な要素がなく、疎外

された労働を克服する契機なぞない、という考え方も

ある。そこらを今日は議論してみたい。

他者を通しての「私」

「個」という人間観、これは１を基本にします。ここ

からスタートするのか、あるいは「衆」という事、つま

り２という単位からスタートするのかで話はかなり違
います。もともと「ボランティア」というようにカタカ

ナを使っている限りは１の話です。ですから私達のボ

ランティア論はどうしても個が実現できるかどうかと

いうことになるんですけれども、「衆」としては個はあ

くまでインブリシットな（隠された）個です。

私達は、いじめとして関係を切る「村八分」をした

り、親子の緑を切る「勘当」をしたりします。私達は関

係を切られることの恐さをものすごく感じています。

それが分からないのは「こども」だという事になる。切

られそうになったときの恐怖はすさまじいものです。
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それを無視して「私はひとりだよ」と言う時は、結局は

こういう濃密な関係のまま相手を無視して私だけがい

るという、勝手な姿になっているにすぎない。障害者

差別、部落差別などの問題のなかでもどうしても「わ

たし」ということを言わなければいけない時期を通ら

なければならないことがあった。その様な時の「わた

し」とはこの個と個の関係のなかでの「私」ではない。

しかも関係を前提として「わたし」を抜き出そうと考え

ると、当然「わたし」は宙に浮いてしまう。やはり「衆」

のスタートとしては森有正が言ったように、「あなた

のあなたとしての私」をどう克服するかが問題です。

自己を規定するのには相手を通してしかできない、そ
の様にして人間の関係というものはできているという

ことです。私達はそんな関係が嫌だから関係を切ろう

とするのだけれど、そうすると人間関係そのものがな

くなる、つまり無縁になったり、人間関係を作ったと

してもその場限りの薄縁になっていく。そのあたりの

議論が大事です。

介助者派遣の現場から
斉藤亮人

わっばの会の活動

私は有償ボランティアをやっているとは思いたくな
いのですが、現実的にはやっていると言わざるを得な

いと思います。障害者の所に介助者を派遣するという

仕事をしています。わっぱの会というところに所属し

ています。ここは障害を持つ人も持たない人も、地域

の中で共に働いたり生活したりということをやってい

る所で、障害を持っている人といない人を含めてＩＩＯ

人位いて、パンを作るのを主にその他いろいろな仕事

をしています。

最：首さんが障害をもつ人と持たない人が¬緒にいる

場なんてあるのは嘘だと言っていましたが、嘘かどう

かの答えを証明したいと思います。私は嘘ではないと

思っています。

わっばの会は活動を始めて２７年になり、私カ嘱わる

ようになってから１４年位になります。障害を持つ人も



持たない人もいかに対等な関係として、施設や作業所
ではない場としてどこまでやりきれるかという事を追

求しています。パンの生産活動は当たったので、一般

に比べれば少ないけれどもずいぶん収入が増えて、３

年前からお金につながらない形の生活援助ネットワー
クという部門を作って、私もそこで働くようになりま

した。

生活援助ネットワーク部門

これは物を売るのではなく、人との関係の中でやる

仕事で、地域で自立して暮らす人の生活を援助しよう
というところです。基本的には親元を離れて暮らす

人、将来親元を離れて生活しようとしている人を援助

します。親元にいて離れる気がない身体障害者の人

や、寝たきりなどのお年寄りは断っています。ただ知

的障害者の場合は親元にいる人の方が多いです。介助

を仕事として安定的にやりたいのでお金を払っていま

す。行政制度では種類や内容に違いがありますが、介

助の内容は問わずにその人に生活に必要であるならば

どんなことでも介助していく。障害も問わない。今、

障害を持っている方は４０名位で、半分は身体障害者で

半分は知的障害者や精神障害者です。介助者は登録

で、活動できる人が１５０名位で７割が女性、７割が学生

です。時給１０００円です。対等な立場でいたいという考

えから会員制になっていて、利用者の場合は利用料が

会費で、介助会員は時給のー割を会費として納めても

らい、中にはカンパしてくれる人もいます。皆が会員

という所が味噌です。するーされるという関係は良く

ない。介助する方が立場として偉くてお金だけ出して
いる方が□を出せないという関係は良くない。
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受け入れる限界とそれ自体変じゃないかという意見も
あって違うところに就職の場を見つけられるのであれ

ばということになったわけです。人数が少ない状態の

時は生活の場でもお互い助け合ってやっていけたので

すが、人数が増えると、昼間の仕事も忙しいのにその

後の生活面も見ていくとなると、相当手抜きが出てく
る。そういう時にたとえば最首さんの娘さんを受け入

れることは不可能だった、あるいは相当難しかったと

思います。そういう意味で重度の障害者を受け入れる
ためには重度でない人たちを巻き込んで作っていくし

かなかったわけです。

ネットワークを始める前、はじめは僕たちの前に筋

ジストロフィーの人が親元を離れて生活したい、と

言って現れたのがきっかけで、わっばの会はいっぱい

だったためにボランティアを集める形で始めました。

そうするとなかなか介助が安定しないという問題が出

てきた。ボランティアには限界があるという事です。
つまり、有償か無償かというところで無償だと関係の

対等性カｔ難しい。なぜなら、お金を払っていないと次
にまた来て欲しいために、嫌でも「また来てね」という

しかないし、ボランティアだとどうしても来てもらっ

ているという意識を持つということになる。他にも時

間を守らない、キャンセルするなどいっぱい問題が出

てきたのです。行政での介助はヘルパーは長くて一週

間に２２時間だ１．。、保健婦さんに来てもらうなどいろい
ろしても足りない、精神障害者に対する生活介助はゼ
ロ、知的障害者に対する介助もほとんどない状態。自

分たちでどうにかするしかないわけです。やはりシス

テム化しなくてはならない。ということで生活援助

ネットワークをつくりました。

わっぱ の 会 と ネ ッ ト ワ ー ク の 関 係 は 、 私 自 身 は わ っ 介 助 に お ける 人 間 関 係

ぱの会のメンバーの斉藤として位置しているものの、

そこで働く人の賃金や登録している人自体違っている

という点で組織としてお互いかなり離れています。

そもそもネットワークを始めるきっかけになったの

は、一つにはわっぱの会は来る者は拒まずという姿勢

でやってきたので、組織が１１０人と大きくなって事実

上これ以上は無理になった。そこで、自分の所だけで

やってみて思うことは、介助における人間関係はお

もしろいということです。介助に人間関係をどこまで

介在させるかという問題を僕たちはいつも考えていま

す。例えば、食事の場面で介助が必要な障害者と障害

を持っていない者が一緒に食事に行った場合、介助し

ながらされながら一緒に食事するために介助する側か

３９
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らもされる側からも、落ちついて食事ができないとい

うことを言ってきます。だから落ちついて食事をする

ために介助専門の人が必要なのだと言う人がいます。

つまり食べさせるために黒子の存在として介助者が存

在し、食事をしている方は黒子を無視して食事をして

目の前の友達と話しをしたりすることになる。される

側からもする側からもその方がいいという人もいま

す。アメリカではこのようなスタイルが主流になって

きています。私達は果たしてそれで良いのかと、こだ
わっています。

わたしは「ＮＯ」と言いたい。一緒に食べることが面

倒くさくない人と一緒にご飯を食べに行きたいなと思

うわけです。介助は言われたことをやるのは大原則で

ある一方で、関係の中で介助するという事だけが抜き

出されてそれだけが仕事だとされると、うまく言語化

できないのですが、対人間との関係には無理がある気

がします。

現在いる介助会員の中には１５０人位の学生がいて、

ある程度仕事を一生懸命してくれる人も出てきました

けれども、もしお金を支払わなかったらこれほどの人

数の人が来るかといえば多分来ないだろうと思いま

す。私達は時間を守れとかキャンセルする時はきちっ

と連絡しろとか責任を持ってやってくれとか言いま

す。そういう意味では仕事としてきちっとやって欲し
いのですが、仕事としてだけ考えてもらってほしくは

ないことも感じます。おそらくコンビニのバイトだっ
たらこんなに簡単にキャンセルしないだろうと思うこ

とがよくあります。システムとしてやっているので替

わりの人が来てくれるだろうという安峯贈圭あってそ

うなるという事もあるのでしょうが、どこまで意識を

持っているのかと思っています。現状から考えると助
け合うのが当たり前だからといっても、人を集めたり

回していくことを考えるとお金を介在させて仕事とし
てやっていくしかありません。

自発性とお金

無償性有償性をいう前に、まず自発性がないとどう

にもならないと思います。気持ちがなければ何ともな

４０

らない。私のボランティアのイメージは「好きでやっ

ている」という事です。義務というものが生じる余地

はないと思っています。嫌だったらやめればいい。そ

れがボランティアだと思います。ネットワークに関

わっている介助会員の中で、お金をもらっていてもす

すんでいろいろやってくれる人とそうでない人がい

る。自発的にやってくれる人が長続きします。それか

らボランティアを考えるときの大きな問題として組織

化をどこまでしていくかという事がある思います。個
人や小集団でやっていく場合にはお金の問題は出てこ

ないのではと思うからです。ある程度の大きさを持つ
ことでお金の問題が生じてくるのだと思います。それ

から地域や生活との密着具合が問題で、例えば阪神の

震災でマスコミに流されることで、刺激されて人々が

そこへいく。そうすると自分の身近なところでそうい

う自体が起きていないのかと思うわけです。テレビで

あそこまで放送されると人はそこに集まるけれども、

地域や生活に密着した活動が見えてこない。また、安

定性がどこまで要求されているかということも問題だ
と思います。また選択の幅を広げるというためにボラ

ンティアは顎皿と思います。ネットワークではお金

が介在している関係ですが、そうではない人間関係が

障害者の側の選択の幅があっていいという事です。お

金で買うサービスもあっていいし、行政からくる関係

もあっていいし、友達同士というのもいいい、ボラン

ティアもいい、あれこれあった方がいいわけです。関

係性が一つになってしまわずにあれこれあるためにボ
ランティアも必要なのです。

Ｑ：一つ一つの関係に対等という関係はあると思い
ますか？

Ａ：基本は対等だと思っています。対等じゃなきゃ
いけないと思っていますが、能力の問題や、障害者の

場合ではできるできないという所で対等じゃないとい

う風になりがちだし、男と女の問題でも対等でなくし

ている問題があるんじゃないかと思います。障害者の

問題ではより重度になればなるほどこれで対等なのか
という疑問がわいてきますが、対等につきあおうと

思っています。



Ｑ：介護料はどこから出ているのですか？
Ａ：身体障害者については自立支援事業というのが

あってそこから取っています。去年の１０月から知的障

害者のガイドヘルパーについては制度ができたのでそ
こから使っています。身体障害者にもガイドヘルパー

というのがありますので、制度でお金が出せる部分に

ついてはそこから使っています。制度からのお金は介

助者におりるものです。自立支援事業については法人

にお金がおりています。時給１０００円の中から１割会員

費を払って介助者は９００円もらい、介助される方は利

用料として２５０円払っています。つまり組織として、

助成金を集めてきてその中から介助者には介助費を

払って利用者には利用料をもらっています。赤字を助

成金とイベントで埋めていっています。

賛助会員も１００人くらいいますがそれでも大変で

す。たまたま名古屋では生活保護を取っていくという

運動をしていなかったので愛知県では生活保護で他人

介護料が出ているのはゼロです。

増え続けるボランティアの問題性

阿 木 幸 男

私のボランティア歴

１８才からボランティアに関わっています。「フレン
ズ国際ワークキャンプ」のポスターを大学時代に見た

のがきっかけでそこに参加しています。初めて行った

ワークキャンプは山梨県の養護施設で１週間すごしま

した。共に自炊をし仕事をして、別れるときに寂しく

なりました。その時家族とは違う仲間という体験をし

たと感じて、ボランティアに惹かれていきました。フ

レンズ国際キャンプは、主にらい病の患者と回復者が

療養所に閉じこめられている、らい園に行こうという

事で始め、全国に１０ヵ所作りました。私は東京委員会
のリーダーで、東海委員会のリーダーをやっていたの
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とも知り合うようになりました。

最首さんとの出会いは、現在私は河合塾で働いてい
て、ＰＫＯ反対運動のために予備校教師の会を作ったこ

とがきっかけです。その会を通じて知り合った学生た

ちとカンボジアに毎年一回行って、現地の人たちと一

緒に小中学校を建設するという事をやっています。す
でに４つ作り、後は現地の人にお任せするということ

をしています。私は「３６５」という１年間ボランティアの

プログラムもしています。これはいろんな企業からカ
ンパを受けて、１年間１８才から３０才までの若者６０名に

ボランティア参加をしてもらう。全国の社会福祉施

設、教育機関、役場、無医村等１こ派遣します。条件と

して、額に対してはいろいろと議論が今までありまし

たがボランティアに、一ヶ月５万円払っています。１９

年ほど活動しており、毎年２５０名くらい応募がありま

す。１０年くらい前から非常に増えてきていますが、男

女の比率で圧倒的に女性が多く７割、男性３割です。今

男性の比率がどんどん下がってきています。ここにボ
ランティアが抱えている問題があると思っています。

女性のほうが意識が高くなってきている。

ボランティアに対する意識

最近のアンケートでボランティアに対する参加意

識、意欲を調査したものがあります。中高生の参加意

欲は、中学生では女子の方が高く、高校生では男子の
パーセンテージが減っていき女子はほとんど減ってい

ません。日本の高校生でボランティアを体験している

人は、阪神大震災で多少増えてきましたが、全体の８

％しかいない一方でアメリカは２６％いる。現状のボラ

ンティアは誰が参加しているのかというと、４、５０代

の人がほとんどです。若者は減ってきています。それ

はどうしてかを考える必要がある。なかなか自発性が

芽生えてこないのです。

が同じ頃にワークキャンプを始めた斉藤懸三さんとい急増されるポランティア

う現在わっばの会で活動している人でした。大学卒業

後、斉藤懸三さんは障害者３人と共に生活をしていく
という道（わっばの会）を選び、そこから斉藤亮人さん

そこで、今何が起きようとしているのかというと、

今年から学校教育の中でボランティアを単位として認

４１
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定していこうと教１「審識会カ慟き出しています。具体

的には４単位を、自己申告制であげるという事です。

単位の認定についてはボランティアでの経験の評価を
どうするのかもめたらしく、結局一年間継続してボラ

ンティアをしたかどうかという自己申告で証明轡があ

誓ぱ単位をあげるという事になったわけです。受け入

れる方としては単位を欲しいがために、それによって

学ぶことはあるとしても意識の低い人が来るというこ
とは本来的なボランティアではないと思うわけです。
一方でどういう事がおきているかというと、社会福

祉関係の専門学校では社会福祉士などの資格の問題

は教員資格を持った人の待機者で、１、２年ボランティ

ア活動をした人１こは優先的に教員として採用するとい

う方針を打ち出しました。その内容はお年寄りの介護

中心で、報酬は日本奉仕青年協会では一年間に５万円
（Ｚ：）報酬があるために、６万にするか７万にするかといっ

たところでもめています。こういった事を見てみると

補完としてのボランティアはできているが、ボラン
ティア１：は何かという事を抜きに、必要であるからと

か、足りないものを埋めていくものという考えで進ん

でいると思います。

で、学生を・ｆ徊険学習させるために施設に送っている。真のボランティアとは

しかし受け入れ側はその受け入れだけで大変で、介護

体験受け入れに対してどの老人施設も福祉施設も満杯
の状況であるという現状があります。しかし行政が決

定してしまったために、多数の人たちがボランティア

学習として参加していく事になり、受け入れ側の体制
はできていないのです。また、学生がボランティア学

習をするにあたって、授業の一週間前にガイダンスを

することになっているのですが、私はそれくらいでは

実際にたくさんの人を受け入れることできないと思い

ます。かなり混乱することになると思います。一体こ

のような状況の背景はなんなのか。

急増の背景は

ｊダｌ・護保険や老人医療の問題で、厚生省、大蔵省の考

え方は、２０１６年には４人に１人が凍；齢者となるため、い

かに税金を使わずに施設で労働する人材を作っていく

かという事７５１基本にあるのです。そこで中高生に授業
の一貫として参加してもらうことにした。先にこのこ

とを決めたために、受け入れ側にその体制がないこと

傍白獣ってあわてています。

次に決めたことは、教員です。子どもの数が減って

きているために、教員を減らさなければいけない。具

体的には２００１年には１８歳の受験の人口と大学の定員が

ほとんど同じになり、無試験で入学できる大学が３００

以上でてきます。そのような状況では教員になりたく

てもなれなくて待機する者が出てくる。そこで文部省

４２

ボランティアとはイギリスを中心にヨーロッパで始

まったのですが、そもそも第一次世界大戦の復興を行

うため、平和、人権思想を土台として生まれてきたも
のです。現在、アメリカ、ドイツ、イギリス、フラン

スでは「良心的兵役拒否」という選択権をあたえていま

す。宗教的信念を持っていることが条件で、代替事業

としてのボランティア、森林作業（特に肉体労働）を兵

役に当てるわけです。それに比べ、日本ではボラン

ティアの範囲があまりに広がっていて、有償ボラン

ティア、スポーツボランティア、長野オリンピックボ

ランティアなどイベントボランティアがいっぱいある

わけです。若者がそこに組み込まれていく時、例えば
・１；１：校が休校になってオリンピックにボランティアとし

て参加したりと、上から決められてボランティアの参

加をするので拒否できない。そういう時に関係性がそ
こで生まれてくるのだろうか。私は、ボランティアは

何のために必要なのかという問いかけが大事ではない
かと思います。私はボランティアとは何かをしてあげ

るとか救うのではなく、自分が救われるためにするも

のだと思っています。ボランティアをすることで自分

の生き方を問い直すことになる。行為そのものがどれ

だけ役に立っているか分からない事が多いけれども、

関わるといういくことで考え続けることができるので

はないかと思います。

阪神大震災の時、私は予備校のボランティアをした
ことがほとんどない生徒約２０名と、駆けつけました。
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本人のｔ思です。私はその時、現地で夜になると彼らで。
のうちの何人かがＩ、２時間かけてゲームセンターを探Ｑ：教師や学生にボランティアをやらせて有効に行

して歩いて遊んでくる姿を見ておもしろいと思い、まう方法はあると思うか？

たボランティアとはこういう事でいいんだと思いましＡ：私は難いヽと思います。多人数の人たちに有効

た。あるーつの枠の中に限定せず、関わることによっにやってもらうというためには、プロセスが大事だと

てその人が考えたり、何かを見いだしたり、迷ったり

することが大事だと思います。逆にゲームセンターに

ばかり行っていた生徒の方が期間を終えても、面白い

から残りたいと言って何週間も残っていました。これ

は関わることによって自分が生きていることが感じら

れたりするということなのだと思います。そういう時

間を持てば、お金がもらえるとかもらえないとかとい
・う事柄を越えることができると思います。

Ｑ：アメリカやイギリスなどの徴兵について。兵役

義務を遂行した場合あるいはボランティアにした場

合、それぞれ生活は保障されるのか？

Ａ：両方とも最低限の生活の保障があります。

Ｑ：ボランティアの日本語訳はなんですか？
Ａ：辞書的には「志願する・自らすすんでする・奉

仕する」などになりますが、契約がないのが実状で

す。日本語訳にすることに議論があって、１９回やって
いる全国ボランティア集会でも結論が出ていません。

日本青年奉仕協会はＪａｐａｎＹｏｕｒｔｈｖｏｌｕｎｔｅｅｒＡｓｓｏｃｉａ-

ｔｉｏｎと訳されていますが、名称変更の議論もあります

が結論は出ていません。

Ａ（最首）：つまり好きだからやる、嫌いだからやら

ないというのでは安定性がない。「自発的な強制」をど

う日本語として表すかという事。自発活動というと好

きな時にやる、嫌な時にはやらないということで、ボ

ランティアとしてはダメですね。自発活動とは訳せな
Ｘ／ゝ。

Ｑ：キリスト教的な神と個人との契約でボランティ
アをしたら神の所へいけるといった意味あいがあるの

か？

Ａ（最首）：それは昔からあることですが、近代的意

味においては個人の選択というのカｔ基礎中の基礎です
から、それ以前の奉仕という事では神から一方的に与

えられた強制であって、私達にはそのどちらもないの

思います。大震災の時にはポランティアコーディネー

ターという肩轡きを持った人がいて、やはり大量に人

数が入ってきて動いてもらうためにはそういった間に

立つ人がどうしても必要なのです。ですから形ができ

ただけではなかなか難しいと思っています。

討論

「する側」と「される側」の関係は対等であろうか？

斉藤：わっばの活動の中で知的障害者や身体障害者

と１５年余り付き合ってきて、ボランティアという意味

はないのですが、自分にとって、ボランティアって何

だろうかと改めて考えると、好きだからでしょうね。

安い賃金で働いていて、基本的にはボランティア的
な仕事という気がします。知的障害者との関係につい

て考えると、自分には選択できる条件があるが、知的

障害者には選択できない状況があります。自分が選べ

る側にいるということにひっかかりがありますが、対

等な関係でなければならないと思います。

斉藤さんの「好きだから」「対等でなければならない」

という発言に対し、パネラー、フロアーから反論が出

た。

最首：斉藤さんが言う「好きだからボランティア」
はいつまでも「好き」は続くのでしょうか？いつか終

わってしまう「好き」なのだろうか？好きだからする

ボランティアには安定性がないと思います。する側、

される側に対等な関係はありうるだろうか？と疑問が

あります。」

横浜のＴさん「私は施設、作業所を否定する立場で、
いろいろな人たち、男も女も、お年寄りも若者も、ご

ちゃごちゃで生きるのがよいと思っています。車椅子
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の私の家に中学生がよく遊びに来ています。

「Ｔさんと僕は友だちであってボランティアなんか

じゃない」。学校で活動、趣味のことで轡くことを求

められた時、障害者のボランティアをしていると轡く

の、と聞いたら、そんなふうに言うんです。当たり前

に人と人が付き合う関係がふつうの世界であって、そ

の中に障害をもつ人たちもいます。そう思いながら

も、自分自身、日々生きるためにボランティアを集め

たり、頼ったりしていることに自己矛盾を感じたりす

るんです。

和光大生：私は手話をコミュニケーションの手段と

して学び、時折、障害をもつ人と活用しています。手

話を使ってみたい私がいて、手話を必要とする障害者

がいて、利害関係で付き合っています。親子関係以外

の他者との関係は利害関係で成り立っていると考えて

います。障害者のいる施設に出かけるのは、学んだ手

話を使ってみたい、手話でコミュニケーションをとる
のが楽しいからです。

阿木：される側には「してもらう」という思いが付き
まとい、家族以外では、他人であるボランティアに遠

慮があって、日々を生きるために４；ｉ介助を必要とする

現実があって、一方、ボランティアの側は多くの場

合、される側の「切実さ」ほどではなく、もう少し気楽

に関わっているのではないでしょうか。両者の関係は

対等ではないと思います。

先ほどの発言にありました「利害関係」ぱ‘（３ｉｖｅａｎｄ

ｔａｋｅ”のようなもので、ボランティアとして関わる両者

には、それぞれ、プラスになるものがあって当然です

が、それも、関係が続く中で、変わってくることもあ

ると思います。この人と関わり続けたいという思いに

なると、「好きだから」「プラスになるから」ではなく、

人と人が付き合うという切実な関係になると思うので

す。

大阪のＴさん：とりたてて、ボランティアを意義づ

ける必要は感じません。なんだか、ややこしい感じが

します。ボランティアという言葉になじまないものを

感じます。同じ地域に一緒に住んでいて、一緒にやっ
ている、障害があろうがなかろうが、付き合うという
ことだけではないのか。
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どうも、ボランティアが制度化されていく傾向で気

になっています。あそこ、ちょっと変だけど面白いと

ぶらっとやってきて、付き合い、関係が続くという、

そんな関係がいいと思います。障害をもつ人と日常的

な付き合いになっていくというのがいいですね。

「自発性」を考える。「自発性」から「義務」か、「義務」か
ら、ｌ’自発性」が出てくるのか。

学校教育にボランティアを導入し、４単位を与える

ということが決定された。１年間、定期的にボラン

ティア活動を続け、その事実が確認されれば、「評価」

なしで単位を与えるというもので、すでに中・高校生
のボランティアを受け入れている現場からも賛否両

論、疑問視する声も根強い。施設、作業所現場で働く

人たち、ボランティアをする側からこうした制度化の

問題点が指摘され、本来、ボランティアの「自発性」と

は何かを話し合った。

阿木：これまでも内申書の中でボランティア活動が

評価の対象とされ、生徒会活動などと共に参加してい

ると高校、大学進学に有利になるという理由で参加す

る生徒がめだつようになったという声を現場の先生た

ちから聞いていました。また、施設の現場職員からは

先生に引率されてくる生徒の中にボランティアをする

気がなくて、しかたなくやってきた子がけっこうい

て、「される側」のお年寄りや障害をもつ人たちにとっ

てもこれでいいのだろうかという場面を見て来たと。

本来、自発的にするボランティアが、制度化の中で、

子供たちにおしつけられて、そうしたボランティアを

押しつけられる施設、障害をもつ人たちの側にたって

も、これでいいのでしょうか。

お互いが助け合い、共に支え合って生きる社会に

なって行くために、ボランティアは必要であり、「お

互いさま」のボランティアと高齢化社会にあっては、

誰もが年齢と共に他者の助けなしには生きにくい状況

にあるわけでして、「する側」もいつか『される側』にな

るのです。

最首：ボランティアには精神的に満足感を得るとい



う精神的功利性はどうしてもぬけないのです。自発性

は強制的に作り出すわけには行かないものでして、

「向上的自発性」「継続的自発性」を僕らはどのように作

り出すことができるのか。

１１２：大解釈すると、すべての人間関係はボランティア

です。いたしかたない、選択できない、程度の差があ

れ、すべてがボランティアであり、障害をもつ娘、星

子と自分の関係はボランティアです。親子であっても

ボランティアだと思うんです。今の社会の状況の中で

ボランティア、社会問題として、構造的にボランティ

アを捉える必要があります。

何とかしたい、どうにかしたいと思いつつ、一人で
はどうにもならない問題があり、いかように手をつく

してもビクともしない社会システムの中で生きてい

て、このままでいいのか、こんなはずじゃないという

思いがあります。無力な存在として位置づけられてい

る私たち、縁もゆかりもない人間同志が、こうした社

会状態の中でどうにかしたい、どうにかしようと考え

るところにボランティアはあるのです。

Ｗさん（施設職員）：施設に働く者として、ボラン

ティアをされる側として、ボランティアにはどんどん

入って来てほしいと思っています。施設にとって外か

ら人が入ってくるのはプラスです。専門領域にボラン

ティアを入れるのはおかしいという意見があります

が、施設側の受け入れ状態徊慨備されれば、受け入れ

ることは良いことです。５、６年前から、外からいろい

ろな人たちがボランティアとして入ってきて、多様な

人間関係をつくるチャンスがふえました。以前は行政

サイドはボランティアに否定的でしたが、最近は変わ

りました。

斉藤：わっばには中学生サマー・ボランティアとし

て７、８人がー組となってやってきます。

やる気のない子が多く、わっぱのスタッフがボラン

ティアで来る中学生の面倒をみるというボランティア

をしているというのが現状です。他に学校の「体験学

習」、地域の子ども会がボランティアとして来ます。

受け入れは大変だけど、世話をしているというのが実

状です。これをきっかけにして、何かつながりが生ま
れることを期待して続けているのです。
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高校教員：もっと広い意味でボランティアをとらえ
て、枠をひろげて、高校生がボランティアを通じて、

具体的にふれて、さわって感じて、考える、一人でも
プラスになればいいのではないか。入り口、形式はど

うであれ、出会うことに意味があるのです。彼らの多

くは単位をとるため、評価されるからボランティアに

行くのでしょうが、中には、施設での食事中、「気持

ち悪いから、この子たちといっしょに食べたくない」

と言う高校生もいますが、そこから始まるボランティ

アでもいいと思うのです。

川崎市職員：ボランティアって、結局は、「自分の

ため」「自らより良い自分自身を創造する活動」だと思
います。もともと、きわめて個人的な動機で始まるボ

ランティアが組織化され、制度化されることに問題が

あると思います。ちょっとボランティアをやってみよ

うではないか、という提言に賛成です。新しい自分自

身の発見、豊かな自分の創造、ボランティア活動など
の実感の積み重ねから可能になると思います。

平井（司会）：そろそろ時間がきたようです。まだま

だ議論し尽くせてはいないと思います。ボランティア

と言う場合、多くは施設にいる障害児・者との関係の
ことで、街で暮らしている障害をもつ人たちとの付き

合いをボランティアとは呼びません。障害者として分

けられ、生活させられている人たちと分けられた場所
で付き合っているのが現状の多くのボランティアで

す。このような点も見過ごすことなく、ボランティア

にまつわることについて、今後も考え続けていくべき

だと思います。
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日本社会臨床学会第６回総会報告

トーク＆コンサート：死と弔いの「意味」
～私と家族と国家のはざまで～

話すひと：ハ木
小松
福島

司会：篠原

晃介（花園大学）
美彦（玉川大学）
泰樹（歌人・僧侶）
睦治（和光大学）

はじめに

本稿では、第６回総会第一日（１９９８．５．１）のプログラム
くトーク＆コンサート死と弔いの「意味」〉のうち、主と

して〈トーク〉部分を・要約してお伝えする。予告では、

竃誰哲弥さんが「話すひと」の一人だったが、急病にな

られたため、司会を予定していた小松美彦さんが「話

すひと」に加わり、企画側にいた篠原睦治が急進「司

会」になった。なお、本稿は篠原が要約し、お三人に

確認してもらったものである。

４６

さて、本プログラムの前半一時間で、福島泰樹さん

の〈絶叫コンサート〉があった。この日、福島さんは、

三室毅彦さんら若者のバンド“Ｇｙｍｎａｓｔｉｃｓ”による演奏

をバックに、「あるボクサーの死」を弔いつつ、その想

いを絶叫していった。

９０年代前半、イ・トンジュはそれまで韓国ボクシン

グ界のヒーローだったが、不況の中、年間３０万円とい

う安い契約金で、日本のボクシング業界に移籍してき

た。そのリング名は、 “グレート・金山 ”となった。日

本では、５００円の牛丼やインスタント・ラーメンあた

りで腹をこしらえては練習に臨むのだが、言うまでも

なくファイトを沸かすにはそれでは余りにも不十分

だった。しかし、彼には、心優しい日本人女性がいた

し、パルという名の愛犬がいた。

９５年９月、後楽園ホールで、“グレート・金山”は全

日本バンタム級チャンピオンを競うチャンスを持つ。

対 戦 相 手 は 、 防 衛 戦 に 立 つ 日 本 人 選 手 だ っ た 。 “ グ

レート・金山 ”は相手を九回にわたってダウンさせた

が、レフリーはまったくカウントを取ることなく、相

手を立たせては試合を続行させた。そののち、ついに
“グレート・金山 ”のほうがダウンする。このとき彼は

気絶する。そして、まもなく絶命した。

福島さんは、この試合に先んじて彼とインタビュー

している。総会時の〈絶叫コンサート〉は、この内容を

歌い綴ったものだが、福島さんはスポーツの名のもと

の差別を告発する。そして、 “グレート・金山 ”の生き

ざま、人柄を語りつつ、今はあの世に生きる彼に向

かって「グッド・ラック、イ・トンジュよ、きれいな

男よ」と叫ぶ。さらに、大声で、しかし、厳かに「全日

本バンタム級チャンピオン、グレート・金山！！」と宣言

する。このとき、バンドは、福島さんの想いに添わせ

て静かに淋しく鎮魂の音色を奏でていく。

ぼく（篠原）は、このコンサートを味わいながら、

「死」は、生者福島さんが死者“グレート・金山”に呼び

掛ける、そのはざまに在り続けていると想った。とす

れば、「弔い」は、生者が死者と出会い続ける、生者の

側の営為なのだと気づいた。

もうひとっ、福島さんは、日本人と韓国・朝鮮人を

分け隔てきた歴史と国境のことを想っていたにちがい
ない。「弔い」にも、その歴史と国境に対する痛みとも

がきがある他ないのであり、すなわち、「弔い」とは、

歴史的、社会的営為でもあるのだと思わざるをえな

かった。



なぜ、脳死・臓器移植に反対するのか

司会：昨年（１９９７年）の６月に、「脳死＝ひとの死」と

して「本人の意思」で臓器提供ができるという「臓器移

植法」が成立した。そして、その前後から、「崇高な意

思」ということを強調して、高齢化社会のなかで、尊

厳死の勧め、あるいは安楽死の願いが種々さまざまに

語られるようになった。そんな中で、いま、「死と弔
い」の「意味」を語ることは、この流れに乗りそうでま

ずいのではないかといった思いもあるし、いや、ここ
でこそ、そのようなことをきちんとこもごもに語り

合っておきたい、そんな思いもある。そんな迷いと期

待をこめて、「私の死」、「家族の中の死」、そして、

「国家の中で意味づけられていく死」、こういった観池ｌ

をないまぜにして、あるいは、それらのはざまで、

「死と弔い」の「意味」をあえてここで考えてみようとい

う趣旨で、〈トーク＆コンサート〉を設定した。
ところで、これから語っていただく三人の方々は、

「脳死・臓器移植」に反対して発言をしてこられたが、

「臓器移植法」が成立してしまった今日、どのように考

えられてきて、今、特にどんな問題を感じておられる

かを話していただきたい。

自他の相互性と乖離性の自覚の必要

八木：ぽくが、脳死・臓器移植に反対せざるをえな

かった第一の理由は、安楽死問題にも通底する“社会

ダーウィニズム”という差別的なイデオロギーに反対

しているからだが、二つ目は、ぽくは、他者と自己の

関係性に関わるｌｌｌ：会学にのっとって、特に部落差別の

問題を中心に考え続けてきたからである。
ここでは、まず免疫の問題から話す。免疫とは病気

から逃れることだが、自己と非自己（＝他者）の乖離、

相違を強力に主張することだし、しかも、その際、自

己・７：）絶対性を主張することから始まると考える。移植

された臓器は本質的に非自己だから、自己によって拒

絶され排除されることになる。ただし、その場合、こ
の非自己は一体本当の意味で他者なのか、あるいは、
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自己でも他者でもない、別のものなのかについてはさ

らに考察する必要があると思う。
＝ｌｊ：会学的には、例えば、“鏡に映った自我”という概

念があるが、やはり自己または自我はどこまでも関係

性の関数だと思うし、自己は他者の存在を前提にしな
いでは成立しないのだが、他方において、自己は、他

者に規定されっばなしの〈他者の鋳型〉みたいなものだ

とも言い切れない。それは、ミード以来の象徴的相互

作用論が示している通りだと思う。つまり、問題所在

を自己に提示して、自力で解釈するという点におい

て、自己の主体性が担保されるという認識は成立す

る。

自己が自己であるためには、他者を非自己として認

識していくことはどうしても重要だと考える。そんな
ふうに、まずは、免疫という問題を捉えたい。言いた

いことは、自他の相互性は当然あるが、同時に、自分

と他者とは違う、つまり自他の乖離性ということの重

要性も認識するべきだと思う。人間の自我は社会環境
を通じて形成されるのだが、生体の自己も免疫系の発

展過程でやはり後天的に形成されていくものだと、多

田富雄さんなどは強調している（「免疫・〈自己〉とく非

自己〉の科学」（ＮＨＫ教ＩＳｉ゙ ＴＶ、１９９８．１．７放送）。生体の免

疫系について言えば、自己と非自己は先天的に決まっ
ているものではなく、免疫も関与している共棲のなか

でＴ細胞が成長していく過程において自分自身の成分

と反応しながら免疫は作られていく。そういうことを

社会学とのアナロジーで言えば、＜自分自身との相互

作用〉というのがそれに当てはまるという気がする。

そんなふうに考えると、臓器移植は、現代のキメラ
づくりではないか。実際、毎日新聞のぽくの後輩が、

五日ほど前、新聞のトップに書いていたが、アメリカ
では、キメラづくりとは言わないが、似たようなこと

をやっていて、パーキンソン病に効くドーパミンを作

りだしている豚の中脳細胞を患者に植え付けるという

治療が行なわれている（「毎日新聞」１９９８．４．２６付）。その

報道では、脳は免疫力が弱いから異種移植にも耐えら
れる、つまり、豚の脳は人間に入っても免疫反応を起

こさないとなっているらしいと。もっと徹底したこと

もあって、ウズラの脳をニワトリに埋めたり、その逆

４７



社会臨床雑誌第６巻第２号｛‘ＩＳ｝９８．１２．）

をやっている。しかし、その場合にしても、当然お互

いに他者なので、大体数週間で死ぬようである。

これらは実験だが、その意味することは存外に重要

だと思う。つまり、自己を決める脳を免疫系カ琲自己

として拒絶したということだ。免疫系にとっては脳と

いえども、体の一部でしかないということである。身

体の自己の全体性からすれば、自分自身のアイデン

ティティを決めると思われる脳さえもが、所詮は、非

自己つまり異物でしかないということが、この実験で

は示されたと思う。

このことは、結局のところ、人間の死を判定する基

準として「脳死」を取り上げることに必然性がないこと

を示唆していると、ぽくは考える。移植医たちは、し

ばしば、個人のアイデンティティはその人の意識とか

思考にあるのだから、脳が死ねば、その人は死んだこ

とになるのだと主張するが、こういった医者たちが自

ら進めてきだ現代のキメラづくり”それ自体によっ

て、その主張の正当性は逆に否定されていることにな
ると考える。

脳死・臓器移植：密室医療の中の殺人と差別

小松：ぽくは、現代科学をよりましなものにするた

めに、歴史的に研究してきた。最近では、より悪いも

のになるのを防ぐことを具体的に考えていきたいと

思っている。１８世紀から１９世紀のヨーロッパの医学や

科学の中で、生命がどのように捉えられてきたのかと
いう歴史研究を大学院生の頃からしてきたが、その歴

史研究とのからみで、最近では、脳死・臓器移植を中

心とした先端医療批判をしている。

八木さんは、免疫反応、拒絶反応を滅ぼさないと、

臓器移植は成立しない、自分が自分であることを科学

的に証明できる免疫反応を壊すことになるから、臓器

移植に反対しているのだが、ぽく自身は科学的な観点
からの批判は危うい気がしている。なぜかについて

は、後に討論できればと思うが、その前に、脳死・臓

器移植に反対するぽくの原則的な立場を二点話した
１／ゝ。
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いうことである。脳死・臓器移植でしか助からない患

者さんがいるというキャンペーンがマスコミでなされ
たとき、どういう映像がテレビに映るか。

外国で移；ｌｉ！【手術を受けて、日本に元気で帰ってきて
にこやかにタラップを下りてくる人とか、お父さん、

お母さんに抱えられたり手を引かれたりして現われる

小さい子とかの情景なのだが、“命の贈り物”といった

美しい響きを持ったキャッチ・コピーも手伝って、
ヒューマニズムに溢れた場面だけを見せられるわけで

ある。

ところが、一人の人間が仮に助かったとしても、そ

の裏で、臓器を提供している人がいるわけで、その人

は、医者から体にメスを入れられ、心臓や肝臓を次々

と抜き取られていって最終的には骨まで取られて、そ

の代わりに、ビニールのパイプなどを体に入れられ

て、一応遺体の体形だけは保つ。こういうことが果た

して許されるのか。これが、ぼくの原点である。

脳死状態の人は、脳の働きが仮に停まっていても、

人工呼吸器という機械の力を借りて、呼吸を維持して
いる。心臓も動いているし、したがって、血流がある

から、触ると体が暖かい。ところで、人の死をどこで

確認するか。それは、医者に「ご臨終です」と言われた

瞬間ではない。「臨終」という言葉の重みは物凄いもの

だが、その瞬間に死を完全に受諾しているのではな
い。通夜や告別式が進行して、最後の別れのとき、そ

の人の遺体に触ってみると、どこでも感じられないよ

うな、ぎょっとする冷たさがある。それは大変な衝撃

だが、それでも、ぼくの中に完全に死が入ってきてい

るわけではない。火葬場で荼毘に付されてただの灰に

なってしまっても、さらに、遠くから来ていた親戚あ

るいは友人が全員帰ってしまっても、完全に死を承諾
できているわけでない。

やがて、いつもの生活に戻る。ぼくの体験で言え

ば、ふとした瞬間に、自分の婆さんが居なくなってし

まったのだとハッと気づいたわけだが、しみじみ思う

のだが、そういう繰り返し中で、死を抗いようのない

現実として徐々に受け入れてきているのである。
にもかかわらず、脳死状態の人は、まだ体が暖か

第一点だが、脳死・臓器移植は殺人に他ならないとい、ときには、動くこともあるし、子どもを産む場合



すらある。そういう人の体にメスを入れて、臓器を抜

き取るのは、臓器移植法ができて殺人罪に問われるこ

とがなくなったが、実態としては殺人に他ならない。

去年の８月２４日、ＴＢＳが放映したＣＢＳニュースで、最

近は、アメリカで脳死患者から臓器を摘出するときに
モルヒネを注射しているということが報道された。本

当に意識がないならばそんなことをする必要がない。

脳死状態においても意識の可能性があることを移植医

自らが分かっているから、そうしているのである。そ

ういうことは絶対に許してはならないというのが、ぽ

く自身の大原則である。

第二点は、脳死状態の人は遠からず確実に死ぬのだ

から、その人は、自分の生きている証しとして、ある
いは社会に対するご奉公として、最後に臓器をあげる

べきではないかという主張についてである。このよう

な意見が浸透して、欧米では脳死・臓器移植がかなり

蔓延している。日本では、１９６８年８月の札幌医大での
こと以降、公けには行なわれていないが、本当はかな

りの数の脳死・腎臓移植が闇で行なわれてきたようで

ある。昨年の６月、臓器移植法が成立して、１０月から

施行されたのだが、ぽくたちは、そのようなキャン
ペーンによって、ある程度賛成したであろうし、ある

いは反対しきれなかった。

ここで重要なことは、脳死・臓器移植の刳去化の意

味は、生きている者同士の生命の価値を天秤に掛ける
ことを、ついに医学の場面でも認めてしまったという

ことである。古代ギリシャの医聖と言われるヒポクラ

テスの哉言で「医者は目の前に来た患者に対して最大

のことをしなくてはならない」というのがあるが、こ

の晟言は、目の前に来た患者と後から来る患者を比べ

て：はいけないと解釈できるだろう。それ以来、そのよ

うな教えが二千年以上にわたって連綿と続いてきたわ
けだが、脳死・臓器移植の推進、！こ・＆法化は、歴史的に

やってはいけないことをやってしまったことになる。

こういう世の中だから、朝鮮人、在日朝鮮人、被差

別部落出身者、障害者、女性、肉体労働者などに対す
る差別があるが、少なくとも、公けには、こうした差

別を医学だけはやってこなかった。脳死・臓器移植に
おいては、医学がついにそういうところに足を踏み込
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んでしまったということである。そのことは医療空間

の中だけには留まらない。それが社会の中にどんどん

溢れていって、そのような差別解消の流れを逆流さ
せ、さらに差別を蔓延させるのではないか。

死の過程を医学が邪魔してはならない

福島：ぼくは歌人であり坊主だが、こういうことに

対して発言をしないできた。表現することは、一方的
に歌人であることを通してだったと思う。しかし、そ

んな反省も含めて、「弔い一死に臨むこころ」（筑摩

新書）を刊行したが、初めて自分が坊主である立場か
らものを書いた。日蓮法華宗という小さな宗派の坊主

だが、なぜ脳死・臓器移植に反対するかを、その立場

からひとこと言いたい。

意識がどこにあるかが分からないということがとて

も大きな問題だと思うが、ぽくは、臨終に立ち合って

随分お経を上げてきたが、その際、呼び掛けるとそち

らを向いてくるような、いろんな現象が現われてく

る。脳死と判定されていても心臓が停まるまでの間、

いろいろなことが起こる。涙も流すし、真剣に呼び掛

けると悲しい顔もする。だから、魂がどこにあるのか

ということが解明されない限り、ぽくは脳死に反対し

なければならない。

仏教には、“四有”という言葉がある。つまり、受精

したとき、その瞬間を“生有”、この現身を“本有”、そ

して、死ぬ瞬間の状態を“死有”と言っている。死んで

しまった後、輪廻転生が起こるのだが、その転生に到

るまでの期間を“中有”というが、この状態で私たちの

意識はずっと続いていく。大事な死有から中有に到る

過程を医学；、５１絶対に邪魔をしてはいけないのだが、ど

ういう状態で、死有から中有に移り変わるのか、その

瞬間がもっとも大切なのである。私たちの宗祖日蓮

は、「臨終のことを習うて、のち、他事を学ぶべし」と

おっしゃっているが、私たちは、この臨終にすべての
エネルギーを注ぎこまなくてはならない。その臨終こ

そが私たちの人生のすべてなのである。まさに、その

意味で、死は共鳴するのである。生者と死者とが一体
になって臨終を作りだしていかなくてはならない。そ
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のときに、脳死・臓器移植・、μ実施されることがもしあ

るとしたならば、これから続いていくであろう生命に

対する、さらにふた通りの人殺しに繋がっていくので

はないか。

「死の自己１央定権」をどう考えるか

司会：もう一巡したいが、小松さんの話にあった

が、脳死者から臓器摘出をする際、痛いのでモルヒネ

を射つという事例がある。ここから、彼苔縦識、感

情がまだあるのだから、まだ死んだとみなすわけには
いかないという主張がありうる。ここでは、生きてい

る人間とは、感情、意識、理性がある人ということに

なるが、これらは近代的な「人間の条件」であると言え

る。

ところで、このような「人間の条件。」フ５ｔ整っているう

ちに、それらを喪失したのちの状態（＝死）をどのよう

に処理したいのかを、あらかじめ、自分で決めておく

といった制度（リビング・ウイルとか、臓器提供に関

する文轡化された「本人の意思」とか）が生まれてい

る。このような「人間の条件」や「死の自己決定権」をど

のようにお考えかうかがいたい。

八木：「死の自己決定権」で変な類推をして恐縮だ

が、まず、今日、少女たちの生活世界で問題になっ

ている「援助交際」のことを取り上げたい。「脳死・臓

器移；植」でも、他人に迷惑をかけるわけではないし、

本人の意思で自分の体を提供するのだから、その「本

人の決定」を尊重すべきという言説が流通しているの

だが、しばしば「援助交際」を咎められた少女たちも、

そのような主張をする。小松さん流に言えば、「「性」は
「私」に内属しており私有しているものとなるのだろう

が、ただ、少女たちの現実を有り体に言えば、管理で

きるのは、結局自分たちの肉体だけだというところま
で追い詰められているのではないか。

「死の自己決定」については複雑な思いがあるが、

「自己決定」そのものは、ぼく自身にとって重要なこと

だし、言葉としても好きだ。ぽく自身は、そもそも２０

歳代をマルクス主義で育てられ、社会学の機能主義理

論がやがて退くのを待って、＝ｌに会学に戻ってきた経歴
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からしても、骨の髄まで近代個人主義者だし、現に夏

目漱石が大好きである。

さて、医療の場における「自己決定」について述べ

る。ぽくは二度にわたって開腹手術をうけたのだが、

そのことで一番印象に残っているのは、術前の剃毛の
ことである。若い看護婦さんがはなはだだらしなく萎

縮したわがペニスをつまみあげたときに、ぽくぱ全

人格的インポテンズを自覚せざるをえなかった。彼

らに、なぜこんなことをするのかと聞くと、これは感

染防止のために絶対必要と言われた。退院してから調
べると、今から二十年前位から、アメリカでは剃毛を

しないということがわかった。なぜかというと、剃毛
は感染しやすくするという同じ理由からだった。しか

し、今でも日本ではやっている。ぽくの体験からすれ

ば、剃毛は患者の無力化にあずかる単なる俄式にすぎ

ない。そういう医療の現場をみた際に、患者の側とし

て「自己決定権」はあると言わざるをえない。「脳死・

臓器移植」における「自己決定権」は別だということも

よくわかる。小松さんは、死は個人の所有物でないと

言うし、波平恵美子さんは、医療や生理学的な死だけ
でなく、社会的な死、文化的な死もある、したがっ

て、医者はそのごくーつのレベルに携わっているだけ

であると言われる（「脳死と日本人の死の概念」「毎日新

聞Ｊ１９８８．６．１５付」。
ぼく自身の文脈で言うと、「自己決定」させられる

「自己決定」が問題である。その場合、「自己決定」でき

る能力をもっている人に強制される「自己決定」と、

「自己決定」能力を欠いた人に対してなされる「自己決

定」の強制という、ふたつの問題が出てくるのだと思

う。いずれにしても、ぽくは、「自己決定権」を捨てな
１、ゝ。

「死の自己決定権」を認められない三つの理由

小松：もし、我々の社会が「死の自己決定権」を認め

てしまったら、どうなるのだろうか。まさにいま、

「脳死・臓器移植」議論のなかで、あるいは「尊厳死・

安楽死」論議のなかで、「死の自己決定権」が言われて
いるわけだが、それが一旦社会的に確立されたときに



は、自殺にまで波及する可能性がある。例えば、皆さ

んのところに誰か知り合いがやってきて、「これから

自殺します」と言われたときに、「あなたには、確かに

死の自己決定権があります。どうぞ自殺してくださ
い」とは言わないと思うが、我々は、「自己決定権」を

認めることで、原理的には他者の自殺すらも止められ

なくなってしまう可能性があるのだ。
二番目に、臓器移植法は、「死の自己決定権」を実質

的に下敷きにしているということだ。つまり、心臓死
を選んでもいいし、あるいは、脳死を選んでもいいと

いう構造になっている。だから、小松自身がどんなに

反対であっても、他者は脳死状態をもって死と選んで

いいんだと。小松が反対なら、自分が心臓死を選べば

いい。だけど、ある人がいろんなことがわかった上で

脳死状態を死としたのだったら、その人の決めたこと

を小松は干渉できない、となる。

三番目は、どういう時代に「死の自己決定権」が叫ば

れ、どういうふうに機能したかということだ。「死の

自己決定権」がかつて盛んに言われた時代はナチス・

ドイツのときである。彼らは、数百万人のユダヤ人や

ポーランド人を虐殺したが、それと前後して、遺伝性

の病気をもった人、知的障害者、精神障害者、同性愛

者を、不妊手術、中絶、あるいは結婚禁止など、さま

ざまな形で社会から駆逐していった。そして、一番

手っ取りばやい方法が、彼らに毒物注射を射ったりガ

ス室に送ったりして、安楽死させることだった。

ここで重要なことは二つある。一番目は、ナチスと

いうと野蛮に感じるかもしれないが、こうしたナチス

の優生政策は、基本的に議会で議論して作った法律の
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の自己決定権を行使することのできない精神障害者の

場合、国家や医者が本人に代って死の権利を代行して

あげることができる、つまり、殺してあげることが出

来ると言明されていた。そういう精神にもとづいて、

数十万人の知的障害者等々が殺されていった現実があ

る。

今日、このような同じ状態にすぐさま戻るとは断言

しないが、その可能性は非常にある。例えば、病院で

は、老人の治療に対してあまり積極的でないという一

部の現実がある。これは、老人が罹っている病気なぞ
はたかがしれていると思われがちなこと、あるいは、

保険制度との関係で、老人が入院していても余り儲か

らないシステムになっていることなどが理由だ。その

ときに、老人がこんなに安楽でない苦痛な生を過ごし

ているなら、治療を止めたほうがいいのではないか、

いっそのこと安楽な死を迎えさせたほうがいいのでは

ないかとなるかもしれない。
ところで、ナチス・ドイツの時代に、安楽死法案の

議論が出てくると、そのときまで患者を一生懸命治療

しようとしていた医者が、なんで、いとも簡単に患者
に注射を射ったり患者をガス室に入れてしまったの

か。ドイツの精神科医クラウス・ドゥルナーによる

と、当時、ドイツは経済的に逼迫してきて、患者に国

家から給付されるお金がなくなってきた。そうする

と、ひどい場合には、一台のベッドに数人の精神病患

者が寝ていて、ろくな治療も受けられない。こんなに
“無残な”生を過ごしているくらいだったらいっそ殺し

てあげたほうが幸せなのではないかとなったのだ。

もとに合法的に進められたということ、二番目は、そ「自己決定権」は他者を排除する自己に完結した論理

の殆どの法律に、「本人同意」とか「自己決定権」が盛り

込まれていることである。最終的な安楽死法案につい

てだが、この法律を議論している間に、ヒットラーが

ポーランド侵攻を開始したために、議論どころではな

くなってしまった。したがって、安楽死はヒットラー

の統帥権によってなされることになったが、安楽死法

案の第一条は、不治の病に冒されている者は本人の意

思でもって死を選ぶことができるとあり、そこには

「死の自己決定権」が盛り込まれていた。第二条は、死

小松：以上、三つの理由で「死の自己決定権」に反対
するわけだが、では、「自己決定権」一般はどうであろ

うか。現在、遺伝子診断とそれにもとずく障害胎児な
どの中絶が、世界的に認められつつあるのだが、

ＷＨＯ（世界保健機構）は、遺伝子診断を認めるのか、

あるいは、どのような形で歯止めをかけるのかを議論

して、最近、そのガイドライン案を発表した。それに
よると、かつてナチス・ド、・１’ツは弱者の中絶を強制し
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たが、今度は、それは、ひとりひとりの意思、判断、

自己決定のもとに行なわれるので、かつてのドイツが

やったことは優生思想であり優生学的だが、今日のは

それとは違うと言うのだ。このように、おそらく、さ

まざまな先端医療が「自己決定権」を武器にして推進さ

れていくだろう。これはやばいのではないのか。

なぜかについて考えたい。６０年代の後半から７０年代

の中盤まで続いた漫画に「明日のジョー」というのがあ

る。ジョーは不良少年で少年院で力石徹に出会うのだ

が、ジョりま豚に跨がって少年院の壁を突き破って脱

走しようとしたとき、突然、力石が現われて、その豚

を素手で次から次へと殴り殺して、それ苔阻止した。

それ以来、力石はいつもジョーの前に立ち塞がるのだ

が、力石は実はプロ・ボクサーの卵だった。ジョー

も、憎い力石を叩きつぷそうと決意してプロ・ボク

サーになる。

力石は、ジョーより一階級上のフェザー級、ジョー

はバンタム級だったが、力石は苛酷な減量に耐えて、

フェザー級からバンタム級に下りて、ジョーと対戦す

ることになる。力石は減量ゆえに１焦悴していたが、

ジョーが６ラウンドに放った左フックで、ダウンし、

後頭部をリングのロープで強打してしまった。力石は

試合ではジョーに勝つのだが、そのために、まもなく

死んでしまったのだ。

ジョーは、それがきっかけで飲んだくれて、メチャ

クチヤな喧嘩ばかりを繰り返していた。あるとき、

ぼったくりのおでんやで、ひとりで飲んでるときに、

「 だ れ し も が 自 分 の こ と を 、 喧 嘩 屋 ジ ョ ー 、 野 蛮

ジョー、と言って、恐れて近ずいてこなかった。だ

が、あの力石徹だけが、ひとりの男の持てるありった

けを叩きつけて、一切の欲得ぬきで、肉と肉とぶつけ

合い、骨と骨をきしませ合って、ほんの短い間だった

が、ふたりでもつれ合うように生きてきた。ふたりが

力の限りに打ち合ったパンチは、しぷかせあった血け

むりは、そんじょそこらの有万語のべたついた友情

ごっこにまさる男と男の魂の語らいだった。そうよ、

あいつは友達だったんだ。ほんとうの友情だったん

だ」とつぶやいた。

ぽくは、二人は憎み合い殴り合っても、お互いに

５２

とって、オマエはオレ、オレはオマエ、といった感じ

だったと思うし、二人の完全に解け合った状態がそこ

に生まれていたと考える。

ところが、「自己決定権」は、「私は私」「あなたはあ

なた」の大原則になっているわけで、端から相手を排

除する論理である。あくまでも自分-人の論理であ

る。例えば、国家や権力を持った一部の医者が、患者

に対して、ある治療方針をろくに相談もしないで一方

的に強行してくるときに、我々は、「自己決定権」を行

使することで国家や一部の医者を跳ね返すことができ
るわけだ。「自己決定権」は国家や医者を排除するのに

非常に効力があるように感じられるが、ところが、

我々は、同時に、ジョーと力石のようなヨコ同士も排

除してしまっていることに気づかなくてはならない。

先月（１９９８年４月）、日本移植コーディネーター協会

の発表によると、これまでに八通の有効なドナーカー

ドが残っていたことが発表された。そのうちの四通が

自殺者のものだった。自殺現場にドナーカードが一緒

に添えられていて、自分が自殺したあとに、臓器を提

供をしていいということが残されていた。ぽくは、ぼ

く自身が脳死に反対すればいいとか、臓器を提供しな

ければいい、あるいは貰わなければいいということを

言っているのではない。そのような“善意ある”人々を

生み出してしまう社会自体がいやだ。「自己決定権」一

般が社会的に確立されてしまったら、個々人が完全に
分断されて、臓器提供を拠り所に自殺を遂げる人に対

して、まったくものの言えない恐ろしい世の中になっ

てしまう。そのことがどうしても許せないのだ。

宮沢賢治と保阪嘉内の関係

福島：ぼくたちは、いつのまにか、生命そのものを
物質的、量的なものと勘違いをして、そのような思想

が遂に「脳死・臓器移植」という事態を産み落とすに

到ったと思う。そんな反省を込めて、宮滓賢治が尊崇
してやまなかった、自分の妹に対するよりもっと気持

ちが行ってしまった保阪嘉内のことを話したい。賢治
の文学のＪｊｌｉ：点は、この男との関係性の上に成り立って
いたと言ってもいいぐらいであり、賢治の嘉内への言



問いや叫びが（銀河鉄道・７）夜」の中のジョバンニやカン
パネルラを生み出したと言っても過言ではない。「宮

沢賢治友への手紙」（保坂庸夫・小沢俊郎編著、ｊｌ；ｔ摩沓

房）には、賢治が嘉内に宛てた手紙がすべてではない
が載っているので、その思いを知ることができる。し

かし、嘉内力唄治に宛てた手紙-切は宮渾家によって

秘匿されている。それが公開された際には、新たな賢

治像が生まれると思う。

嘉内は、甲府のちょっと先の韮崎で、賢治と同じ明

治２９年に生まれたのだが、彼は、貧しい農民の姿を見

ながら豊かな農の未来を夢見て、盛岡高等農；１４；学校に

入り、賢治のー級下になる。彼はトルストイに心酔す
るなど素晴らしい思想の持ち主だが、自作の演劇で皇

室批判をしたということで退学をさせられてしまう。

嘉内はあくまでも農を貫こうとして具体的な現実に

目が向かったが、賢治は非常に抽象的な信仰の世界に

行った。その意味で、賢治と対照的である。この人も

賢治と同様に早世したが、嘉内は、「人は美しい自然

から生まれて懐かしい自然に帰る。自然にもっとも近
い者は土に親しむ百姓である。ゆえに、百姓の生活は

それに似つかわしく楽しく、美しいものでなけれぱな

らない」、「また、自然に従って生死するのが人間の運

命であるから、なすべきことを果たして一刻も早く自

然に帰ること、すなわち、早世こそ、自然の寵児にふ

さわしい。」（「宮沢賢治友への手紙」）と言っている。

こういう考えをもって、彼は、６０年ほど前までしっ

かりと生きていたのだが、当時の人たちは、“人生５０

年”という命運を背負って、そういう暗黙の了解のも
とにおそらく生きていたのだと思うのだが、とすれ

ば、私はもはや５５才で、恥ずかしい存在そのものだ

が、そんな思いで生きている。

司会：ハ木さんは、術前の剃毛体験に関わって「無

力化の１範式」を批判したが、これは、自我意識の軸に

ある自単ｌｌヽが侵害されることに対する反発だと思う。
つまり、意識、自我、有能などを・肯定的に描いてしま

うと、脳死状態における意識の喪失とか無能化を肯定
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的に考えにくくならないだろうか。

ナチス・ドイツの時代は、優生思想を実行するの

に、とりあえず「自己決定権」という武器を国民に与え

ながら、国家や社会の意図を推進したのだが、この場

合の「自己決定権」は、その意図の中に枠づけられた構

造的位置をもっていることについては、ハ木さんも小

松さんも、同じ認識で同様に批判している。

ただ、小松さんは、「明日のジョー」の話を出して、

「自己決定」はいつでもどこでも成り立たないものだと

言っている。つまり、「共鳴する生と死」ということを

言っているのだが、-方で、死んでゆく者と看取る者

は、絶対的な別離の中で、別々の立場で別々の個体と

してあるほかないということも事実である。小松さん
はこの辺りをどう考えられるか。ここでフロアーから

の質問を受けたい。

私は死を見送る仕事をしたいと思っている

５３

が、学部の卒論では、宗教学を基盤にターミナル・ケ

アを考え、今は、看護学校で勉強している。福島さん

は、死有から中有に到る過程が最も大切で、医学がそ

れを邪魔してはいけないと言ったが、キューブラー・
ロスなどが報告している臨死体験者の証言によると、

自分；心１ほぼ死ぬといった状態になったときに、延命治

療されるのがすごく苦痛であった、もうこれ以上いい
からという気持ちが強かったと言っている。だから、

福島さんの意見に全面的に賛成する。

輪廻転生など「死後の生」研究は、信仰からではなく

科学的になされているが、天外伺朗フ５ｔｒｊ里想的死に方」
で述べているように、ヨガの偉大な行者が最高の悟り

の境地に到ると、肉体も消滅するということを読んだ

ことがある。だから、生きているときの臓器など肉体

の一部をこの世にしかも生きたまま置いていくこと

は、あの世への移行、あの世での成長、さらには輪廻

死別の中の個対個、「死後の生」研究、ミイラ、自殺など転生を妨げるのではないかと思う。
一方で、世の中には、ミイラ、剥製、エンバーミン

グ（死体の防腐保存）、ホルマリン浸けなどがある。と

すると、肉体を燃やすなり烏に食べさせるなりといっ

た形を必ずしも取らなくても、あの世に移行すること
は可能なのだろうか。特に仏教の立場から、福島さん

のお考えを聞きたい。
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福島：ぽくは、特別に研究はしていないけれど、坊
ぎょう

さん（７）現場で行などをしながら感じていることを、あ

なた力慟理的に言ってくれたと思う。ありがとうと言
いたい。

司会：ミイラなどの話を聞いて思いだしたが、「脳

死・臓器移植」キャンペーンで、例えば、愛する息子

の生命が他者の中で生き続けるというのがあるが、こ

ういう言説をめぐっても考えたい。
一死後（心臓死後）の移植についてどう考える

か。誰が、何が死を決めるのか。臓器移植法が成立以

前から、金持ちの日本人が海外に臓器を買いに行くと
いう状態をどう考えるか。小松さんは、自殺は認めら

れないと言ったが、では、自殺もできないくらいしん

どい形で生かされるだけでもいいのか。もちろん、こ

の問題も「生は尊いから」という観点から考え直したい

と思っているのだが。

心臓死後の臓器移植にも反対

司会：これから、これらの質問に答えていただく

が、心臓死後の移植のことに加えて、生体からの移植

についてもお考えがあればお聞きしたい。

福島：かつて、自分の体を他者に与えることは菩薩

道にかなっているのかなという思いがあったが、その

後、「脳死・臓器移植」問題に触れて、色々なことがわ
かってきて反対の立場にいたった。死体後移植はどう

なのかだが、結局、移植そのものがその思想を生み出

してしまうことで、ぐらついているが、反対する立場

をあえて取りたいと思う。

小松：実は、今まで、脳死・臓器移植には反対だ

が、心臓停止後の移植に対しては強く反対と言えない
と語ってきたが、最近は、心臓死後の移植に間しても

反対している。理由は二つある。ひとつ目だが、確か

に臓器は心臓が止まったのちに取り出されるが、その

臓器を新鮮な状態に保つために保存液の注入などさま

ざまな処置がまだ心臓が動いているうちになされるわ

けである。そのような「治療」は死期を早めるだけに

なっていく。二つ目は、医者の臨終宣告から２４時間以

内では、法的に埋葬、火葬を行なってはいけないと

５４

なっている。その人間が蘇生する可能性があるから

だ。ところが、死体移植となると、心臓が止まって医

者が臨終を告げて、家族が同意すれば、遠からず移植
医が入ってきて、そこで臓器が取り出されていくわけ

だ。そういうことはすでに行なわれているし、そうし

た「医療」を認める角膜・腎臓移植法（７９年）自体が埋葬

規定の精神と矛盾するのである。

次に、生体肝・腎臓移植について、ぼくは、今、皆

さんの前でやりたくないと言うが、実際に、自分自身

や自分の家族がそれで助かると言われた場合に動揺す

る可能性があるのではないか。ましてや、他人に対し

て絶対やってはならないと言えない感じである。

死における自他の隔絶と共鳴

小松：死を一体誰が決めるのかということだが、そ

もそも「死」は、死に行く者と周囲の者との関係で、周

囲の者の中に感じられていくもの、受け入れられてい

くもの、分かっていくものと思っている。それゆえ

「死を誰が決めるのか」という問い自体がナンセンスで

ある。つまり、それを問うた途端に、決定するのは、

国家か個人か、医者か患者か、といったような二元論
になってしまうからだ。

次に自殺についてだが、自殺は取り返しのつかな
い、仕方のない過去である。自殺には、おそらくすべ

ての場合、その原因や背景があり、そうである以上、

自殺は他者との関係のもとに遂行されている。である

にも拘らず、死んだのはだれか特定の個人であるた

め、自殺の問題は個人に帰着されがちである。そこか

ら、自殺はあたかも個人が独立に決定したかのよう

に、さらに個人に決定権が存在するかのように思われ

てしまうのだ。この錯覚は、上に見た、死ぬのは特定

の個人だからその死は誰が決定するのかという、結論

を先取りした議論と同じ構造にある。
たしかに、自殺する人間が多々いることは厳然とし

た事実だが、自殺はしないほうがいいに決まっている

のではないのか。というのは、自殺された人間は残る

わけだし、自殺は一切の可能性の遮断であり、自殺さ

れた者と自殺した者とは、二度と思い出をつくること



も語り合うこともできなくなるからだ。だとすると、

ぽくたちが精力を傾けねばならないことは、自殺して
いい条件を検討することではなく、そもそも自殺に向

かわなくともすむ、人間関係、医療体制、社会を模索

し創出することだろう。「自殺もできないくらいしん

どい形で生かされるだけでいいのか」という問い立て

自体が、自殺是認の条件整備に陥る危険性を有してい
るのだ。

ここで、先ほどの司会者の問い、すなわち「共鳴す

る死」と死亡との関係にも応えておきたい。ぼくの

言っている「共鳴する死」を簡単に説明すると、現在、

心臓死か脳死かとか、尊厳死とか、最近では、“アポ

トーシズ（死は遺伝子の中にあらかじめ組み込まれて
いるという説）などの議論があるが、そのとき、「死」

が死にゆく者だけに属する個人的なものという大前提

がある。ぽくは、そのことを「個人閉塞した死」と言う

が、それに対して、死にゆく者を£ヽ死に治療し看護す

る医者や看護婦、それを祈るような気持ちで見守る患

者の家族がいる。こんなふうに、「死」は、死なれた者
と死んだ者の関係の下に成り立っているのだ。

ぽくは、これを「共鳴する死」と言っているが、その

ような関係性のもとに死が成り立っているにせよ、死

にゆく者も個人なら、残された者も個人である。とす

れば、ぼくは、両者の折り合いをどうつけているの

か。いまだに折り合いがうまくついていないが、ぼく

たちは、普段、この世に生活しているとき、自分と相

手の決定的な違いも、決定的な一体感もともに確認し

ていない。

こうした漠然とした在り方・関係の仕方に対して、

決定的に隔絶を思い知らされる事態が、死だと思って
いる。例えば、確かに死んだのは家の爺さんであっ

て、残されたのはぽくなのだと。どこまで行っても、

その死の事実は交換することができないのだ。ところ

が、他方で、爺さんが死んでしまった途端に、やっぱ

りぽくは、いつまでも一緒に語り合っていたかったと
か、もっと思い出をつくりたかったとか、あのとき、

謝りたかったことを謝れなかったとか、そういうこと
を思い知らされる。そのとき、どっかに行ってしまっ

たはずの爺さんとぼくはおそらくはじめて渾然一体に
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なっている。ひとつの誰かの死亡を契機として、別な

のだがー緒だということが同時に立ち現われてくる。

それが死だと思う。

「自己決定」を迫る状況の問題化

ハ木：心臓死後の移植についても、小松さんと同意

見で反対だ。

「毎日新聞」（Ｉ！）５１８．３．３１）に、「安楽死ドナーが増えて

きている。９６年に８４件」というアメリカからの報告が

あった。脳機能の一部がまだ残っている患者の生命維

１寺装置を取り外して安楽死させ、一応、Ｃ、ヽ臓死にして臓

器移植をするのだが、どうやら心電図もとっていない

し動脈圧の測定もしていない場合が多かったようだ。

このようなケースが出てくるのはドナーが非常に不足

しているためだが、その公平な分配には、レシビエン

トに優先順位をつけなくてはならないので、どこまで
いっても、脳死・臓器移植における差別的な構造は克

服できない。

それから、死は誰が決めるかだが、確かに、誰でも

自分の死は分からないし、体験できるのは他人の死を

看取ることだけで、だから小松さんの言うことは分か

る。しかし、それでも死ぬのはボク自身なのだという
ことが残っていて、すっきりしていない。

自殺のことを含めてだが、「死の自己決定」を考える

際、自己決定を迫る諸々の諸条件をうんと問題にして
いく必要があると思う。例えば、経済的に非常に追い

詰められた状況で、選ぱされる自己決定ということが

あると思う。

そのことを初めて知ったのは、１９８３年、大阪で開か

れた日本医学会総会でだったが、その中の日本衛生学

会では、束大グループが、腎移植と腎透析のコスト・
パフォーマンスをやっていた。臓器移植でうまくいけ

ば当時で２８０万円ぐらい、透析だと一年間７６０万円、要

するに移植のほうがずっと安上がりになる。脳死状態

の治療費は一日大体２０万円弱かかるそうだが、そうい

うことをベースに、「金喰い虫」と迫られたときに、ぼ

くなどは気が弱いので、もういいですと言いかねな
い。そういう経済的な問題、あるいは福祉の問題、そ

５５



社会臨床雑誌第６巻第２号（‘１９９８．１２．）

れらをどうするのかということが重要だ。

それから、肉体的な苦痛に関しても、緩和医療を徹

底的に追究してほしい。ぽくは、肉体的苦痛は耐える

に値するものとは思わないので、緩和医療がたとえ結

果的に生命を縮めることになったとしても、ぽくはそ
れを要求する。安楽死を認めていると誤解されたら困

るのだが。

それから、医者から、「移植以外に助からない、移

植を受けなさい、いいドナーがいるよ」と言われて

も、移植以外の方法で治してくれと要求する仕方があ

ると思う。かつての順天堂大学病院小児外科では、生

まれたばかりの赤ん坊に対して、日本人ならではの手

先の器用さを駆使した、顕微鏡下での繊細な手術をし

て、先天性胆道閉鎖症の治療をしてきた。また、恒久

的な治療目的にかなう人工心臓がすでにイギリスでは

開発されているという。つまり、臓器移植といった、

きわめて大雑把で安易な医術に行ってはいけないの
だ。

そういうふうに、自己決定を迫らなくても、あるい

は迫られなくてもすむ全体的な状況を徐々に実現して

いけば、「自己決定」という言葉も違った意味で再評価

の対象になるのでないか。

いまから２５年前（１９７５年）、ぽくカ喋京の「毎日」学芸

部にいたとき、「安楽死は許されるか」という五回連載

記事を沓いたことがある。そのとき、できたばかりの

日本安楽死協会（１９７４年、日本尊厳死協会と改名）理事

長の太田典礼さんにインタビューした。そこで太田さ

んは、「ナチスではないが、どうも価値なき生命とい

うのはあるような気がする。私としては、はっきりし

た意識があって、人権を主張しうるかどうかという点

が一応の境界線だ。自分が生きていることが社会の負

担になるようになったら、もはや遠慮すべきではない

だろうか。自分で食事も取れず、人工栄養に頼って、

ただ生かされている状態の患者に対してはもう治療を

中止すべきだと思う」と話していた。
こういうところに、安楽死合法化運動や脳死・臓器

移植を推進する人たちのひとつの壽警色みえる。「も
はや遠慮すべきではないだろうか」という「自己決定」

を我々は迫られてしまっている。そういう問題とし

５６

て、ぽくはこのことを考えたいと思う。

司会：安楽死、尊厳死の話題が出だしているが、確

かに、これらの勧めや主張、そして合法化の動きは、

高齢化社会の中で役立たずは早く死んでほしいとか、

医療費の削減とか、いろんな状況的な事情の中で出て

きていることについては承知しているし、そのことは

批判していかなくてはならない。一方で、ぼくらに
は、日常的に、他人に迷惑をかけないで生きていかな

くてはならない、生きていきたいとか、痛みや苦しみ

から逃れながら、安楽に生きたいし死にたいとかがあ

る。また、七転ハ倒しながら醜く死ぬよりも、きれい

に美しく死にたいとか、尊厳死、安楽死は、自分たち

の側にある根深い欲望にもとずいていて、以外と面倒

くさい敵ではないか。

ぼくの遺書：弔いの儀式はしない

司会：時間も迫ってきたので、あとひと言ずつ、言
い残したことを話していただきたい。

ハ木：「弔い」ということについては何も考えてこな

かったが、ただ、二年前に、ぽくが毎月発行している

個人紙に「遺書」を書いたことがある。その中で、自分

をどう弔うのかについては「ほっといてよ」というとこ

ろがあって、「弔いの儀式をしてはいけない」と書い

た。「遺体は火葬場までは持っていかなくてはならな

いが、遺骨はいりません、受け取るな」とも。一昨

年、渥美清さん、沢村貞子さん、丸山真男さんが相次
いで亡くなったが、全員共通していて、しばらく皆に

死亡が知らされなかった。それ以前に、ぼくは両親を

見送っているが、そうすればよかったと思う。一切お

花も香典も要りませんと言っても、持ってくる人は

持ってくるわけで、それを拒絶するには猛烈なエネル

ギーがいる。それで、ぼくは、「当面秘匿せよ」という

ことから始まって、その遺骨のこととか、こと細かく

遺書に書いたわけだ。その局面だけからすれば、「共

鳴する死」どころではないが、ボクが生きている間、
いっぱい関係を持っているわけで、それだけでいかな

いということは当然承知している。しかし、決意とい

うか考え方としてはそうだ。ぼくはすでに結婚を解消
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したりしているが、そういうことも大いに関係してい緒に検討することができたわけで、それがインフォー

る。

すり込まれた「延命治療」を再考しよう

小松：先ほど質問された、死や看護のことを勉強し

ている女性の方に言わせてください。我々には、「延

命治療」という言葉が非常に巧妙に頭の中にすり込ま

れている可能性があって、例えば、怪我したときに、

そこに赤チンを塗ることも、もしかすると延命治療か

もしれない。そうしないと、壊疸になった部分が拡大

して、脳や心臓まで行って、あるいは死んでしまうか

もしれない。ないしは、義肢やペースメーカーの装着

も、広い意味では延命治療だが、その辺はそう呼ぱな

くて、ある特定の範囲だけを都合よくそう呼んでいる

現実を考えなくてはならない。

もうひとつ言いたいことだが、貴女が引用した天外

司朗や船井幸雄の本がいま爆発的に売れている。これ
らは、ぽくの見方からすると、ユング心理学と仏教の

表面的なところだけを掬いとって、さらにそこに「科

学」の香りをつけて、来世があるから我々はこんなに

幸せなのだ、噛み締めなさいという本である。だが、
それは、個人のなかに閉じこめられた語り口だし、個

人の中だけに対する呼び掛けのように思える。

少しずれるが、事件などが起こると、テレビなど

で、「これは他人ごとではありません」という言い方が

よくある。ぽくは、そのような意見は大嫌いで、他人

ごとだからこそ考えるべきなのだ。他人のことを自分

のこととして考えなさい、とことさらに言わねばなら

ない個人主義の風潮自体がそもそも問題なのに、そう

い・う風、潮に乗っかって出てきているのが、天外らの本

だと思っている。つまり、彼らは、僕が指摘してきた

「個人閉塞した生や死」をニューサイエンスの言葉で粉

飾しつつ、加速させているのだ。
それから、盲腸の手術のときに一方的に陰毛を剃ら

れて屈辱だったという八木さんの話だが、それは、医

者、看護婦が一方的にやった、そのことが問題なので
ある。急を要する事態では、医者は適切な処置を一方

的にでもやるべきと思うが、この場合はハ木さんと一

ムド・コンセントだ。

ぽくたちは、今後、何を追求すべきかと言うと、そ

れは、医者と患者の間、男と女の間、親と子の間など

での、インフォームド・コンセントという名の徹底的

な話し合いである。いままで国家、医者、男などが一

方的に決めてきたから、これからは、女、患者、個人
が決めるとなっては問題は残り続けるのである。自己

決定を前提としない徹底的な話し合いこそが必要だと

思っている。なぜなら、自己決定とその権利は、あく

までも他人を排除する思想だからである。どうして

も、ぽくたちが、「権利」という言葉を使いたいなら

ば、国家、医者、男などには、こうこう、こういう権

利がないといった具合に、権利は否定形で語っていく
べきと思っている。それで問題はないはずだ。

その徹底的な話し合いの前提には、「ひとは絶対に

死ぬ」、だからこそ、「ひとは死んではいけない」とい

うことがあると思うが、ぽくたちは、そのことを大原

則の願いとして掲げていくべきと思っている。

死者を想うこと、死者と語ること

福島：私たちは、死者を沢山所有しつつ、死者たち
と共に生きている。死者を想うこととは、死者に向

かって話しかけることである。そのことがひとりひと

りを豊かにしていくと思っている。

今日まで、２０年間で７００ステージ以上のコンサート
を続けてきたが、一回も葬式とも通夜とも重なったこ

とがない。こんな不思議なことはない。先ほど、死有

から中有に到るエネルギーの話をしたが、微量な物質

がボクを呼んでいるからであろう。あるいは、死につ
つある者がぼくを一度訪ねてきたが、居ないのでもう

少し頑張ろうということだったのかもしれない。とに
かく、そういう関係性の中に死者と生者があるという

ことである。

ぼくの友人が死ぬときに訪ねてきてくれたことがあ

る。夜だったが、にわかに庭の情景が鮮明に浮かんで

きて、黒い異形のものが飛び込んできた。私は、ハツ

と起き、庭に飛び出した。そして、翌朝、電話があっ
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たのだが、「何時何分、だれだれが死んだんだろう？！」

とこちらから言うと、その通りだった。人間と人間は

そうやって結びついている。もし、人間が他と比べて

何か尊厳があるとしたら、それは最後の最後まで死を

選び得るという、私たちの自覚にあるのではないか。

だから、私は、「死は共鳴する」ということが大好きで

ある。私の豊かさは、ひとえに沢山の死者を、私の心
の中に住まわせることだと思う。

山崎方代という放浪歌人は、生涯を娶らず、おそら

く童貞のままで死んでいった男だが、彼の中には、

たったひとりの早世したお姉さんが住み続けていた。

彼は、死に臨んで「福島さん、私が一番悲しいこと
は、私がこの地上から姿を消すと同時に、私の心の中

に生きている姉が永遠にこの世からなくなることで

す」と言っていた。私たちは、死んでどこへ行くかと
いうことよりも、生きているかぎり、この世界全体を

知覚していて、自分自身のいろいろなものをこの心の

中に所有している。そこから、これからも話を進めて
いきたいと思っている。

司会：まだまだ語り合いたいことがあるが、時間が

来たので閉じなくてはならない。それにしても「死と

弔いの「意味」」をめぐって、三者三様に味わい深い示

唆的な話をいくつもしていただいた。

ありがとうございました。また、ご静聴に感謝しま

す。
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介護者への人権擁護
（第１分科会の感想）

三人のシンポジストの方、各々の観点から話され

て、とてもおもしろかったが、どの観点をとりあげて

も充分議論できる内容ばかりで、短時間の間に話し尽

くすのは無理だと思われたし、青い芝の会の方からの

発言とうまくかみあわなかったのも残念だった。

凍ｉ齢者の問題と障害者の問題は、共通している部分

もあるが、やはり違うのではないかと思った。

青い芝の会の方は「介護」ではなく「介助」という言葉

を使いたいと言われたが、二つの言葉は使われ方が異

なるのではないか。

例えば、重度の障害者が生きていく上で必要なこと

（人間の文化の中で）が、機能的に出来ないので、そこ
に他人の手が入ることで生活を維持できるという部分

は、これは手助け、だから「介助」だろう。

しかし、浪川さんのお母様のような場合は、機能的

に出来ないわけではなく、むしろ何でもやれて、それ

が問題行動となってしまうので、あとしまつに追われ

るというパターンだろう。

これは「手助け」というよりは「見まもり」の部分と

か、「保護」とかの意味あいも含めて「介護」といわれる

のだろう。

「介護」という言葉が、ｉ窃ｉ齢者問題がクローズアップ

されて後、出てきたことからもわかる。

ただいずれの場合にしろ、ケアを受ける側の人間に

対する人権とか人格の尊重ということは共通して大切
なことだと思う。

呼び名の問題とか、「措置」という名のもとに人を物

質のように機械的に扱ってしまう公的施設や、営利の

対象として考えがちになる民間企業の功利主義（すべ
てがそうではないが）なども、こうした問題に関わっ

てくるのだと思う。

私がわからないのは、痴呆の老人への対し方とし

社会臨床雑誌第６巻第２号｛‘ＩＳ｝９８．１２．）

長 本 節 子

て、何でも受け入れる（否定しないで、そうそうと

言って）とよく言われる。

しかし、こうしたマニュアルは、痴呆老人に対して

「あなたはボケているから何を言ってもだめ」と相手を

最初から人格を否定しているようで心が痛む。
これは、どう考えたらよいのだろうか。

私個人としては「老い」というものの特質と、それに

対する周辺の関わり方、花崎さんが少し触れられた、

介護する側の人間への人権擁護について、もう少し話

し合いたいと思っていた。
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日本社会臨床学会第６回総会報告◇総会への感想

個的な体験と、その理論化

私の印象に残ったのは、花崎皐平さんの「（老い）と

文学」という視点である。

昨年、大ベストセラーとなった佐江衆一「黄落」や、

今年になって出版された桝添要一の著作を例にしなが

ら、文学の中での〈老い〉が、家族間の確執を中心に轡

かれてきたものから、最近は〈老い＞を受け入れ、肯定

する立場で沓かれることが多くなってきていると説明

された。

そして〈老い〉カｔ肯定されるようになると、そこには

新たな切り□が生まれるようになる。それが「老人介

護とジェンダー」の視点で、春日キスヨや上野千鶴子
の考えを花崎さんは紹介した。

この点には教えられることが多かったのだが、花崎

さん自身の介護体験についてもっと聞きたかった。
一方、浪川さんは個的な体験や経験を・キ１心に話され

たが、そうした実感から、制度や設備などを整えると

いう方向への展望が見えなかった。

全体の感じから言えば「知識や観念」と「個的な体験

や経験」のバランス感覚を大事にしつつ、問題を深め

たいという思いが私の印象であった。
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福祉労働従事者の発言が聞きたい

パネラーの話はどれも興味深かったが、高齢化社会

の持晋慧味を分析なさった高石伸人さんのお話に共感

するところが多かった。

大量生産、大量消費の現代の社会の中では、高齢者

や障害者は疎外され、邪魔者とされてしまうという構

造をもっており、高歯ｌｌ者や障害者毒曇鸚労働の場で

生きられるということは、そうした現代社会のしくみ

を変えることになります。

当然、こうした動きは、福祉の現場で働く労働者の

意識を変え、仕事グ）意味も変えていくことになるはず

です。

福祉現場の方々から、悩みながらも自ら労働や仕事

をふりかえっての発言がいくつか出されたら、私も関

心をもったのですが、１１１１設や福；１１Ｅ労ｉ助はいらない、自

分たちでやっていけばよいという発言の方がどちらか
というと強かったという印象で、充分かみあわなかっ

たように思います。

社会臨床学会の最終日のパネルにあったように、福

祉現場の中での地道な活動も、今は大事だと私は思い
ます。

福祉労働、臨床活動に従事している人の話をじっく

り聞きたかったと思っています。

その意味で高石さんの存在は、私にとって勇気づけ

られました。

匿名（福祉専門学校講師）
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はじめに

ボランティア再考
賃労働、社会資本としての再構築

「社会臨床雑誌」第５巻第３号掲載の林延哉さん（以

下、敬称略）の「ボランティアを賃労働とするで、いい
のだろうか」は、わたしに再度ボランティアの位置付

けについて考えさせると同時に、当事者概念について

の再考をも迫るものでした。またそれ以前の問題とし

て、拙稿「ボランティア活動に関する考察と提起」（以

下、単に「考察と提起」）１こ対してのこのような奥摯な

意見が提出され、同学会誌に掲載されたことは、論議

不在とも言える画一的で閉鎖的な昨今の障害者運動の

残念な傾向の中にあっては画期的とさえ感じられまし

た。今回、前述のような再考の契機を与えて下さった

林さんと日本社会臨床学会の論議の深化を求める姿勢
に対しては、本論にはいる前に敬意を表したいと思い

ます。

脱・当事者属性

ところで前稿「考察と提起」および林論文では、今日

ますますその存在が重視されているボランティア活動

をどのように位置付けるのかという問題と、その主体

をも含む当事者概念の問題が考察されています。少な

くともこれらの問題について考察してみる時間を割く

だけの価値を双方と同学会が認めたであろうことは間

違いないと思います。さらに林論文の「わだち５８」への

転載許可が認められたことからしても、林さんはこの

論議の深化を望まれているようです。

さてこうした極めて現実的な事例において、すなわ

ち前述の問題の論議の深化という作業における「当事

者」とはいったい誰でしょうか。実はわたしの「当事者
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運動」に対する疑念、「当事者運動主義批判」「当事者幻

想論」は、「当事者とは誰か」を問いつつ、根源的には

「わたしは誰なのか」を問う問題であるのです。

「考察と提起」とそれを受けて・７）林論文、両者を取り
上げた学会誌、この三者は論議そのものに関してもっ

とも当事者的であると言えます。その（当事者）責任に

関していえば、わたしと林さんはそれぞれの文章に関

して、学会誌は両文章を掲載したという編集に関し

て、それを負わねばなりません。このことは、わたし

が同学会の会員でないにもかかわらずに、です。三者

それぞれの位置から問題への接近を試みている以上、

それは全く当然のことだと思います。

また「考察と提起」の中で新しいボランティア活動を

予兆させる象徴的事例として取り上げている「神戸元

気村」「重油災害ボランティアセンター」の活動は、ボ
ランティア活動に関する考察のおよそ最も重要な部分

を裏付けるものとなっています。もしわたしが「神戸

元気村」や「重油災害ボランティアセンター」の中心的

メンバーで、それらの活動を宣伝するために「考察と

提起」をまとめたのだとしたら、その文章１；ｉ組織的文

書ですから先に挙げたわたしの当事者性は個人のもの
ではなくじ！：ｙ組織のものということになります。しか

し実際はそうではありませんから、「考察と提起」は個

人的な見解であり、なにがしか（７）組織を代表するもの

ではありません。

では彼らの活動と現在の論議とが何の関連も持たな
いのかといえば、それはわたしの文章に記されている

彼らの活動が事実と違ってない限り、そうはいえない
はずです。「考察と提起」は空想の中から湧き出た文章

ではなく、その以前にわたしを圧倒した彼らの活動が

存在したということです。ここでもわたしは彼らの活

動を支持する者ではあってもその構成員ではありませ



んから、「神戸元気村」や「重油災害ボランティアセン

ター」への「所属」という意味においてはその当事者性

は希薄です。

以上はわたしと学会、ボランティ｀；ｙ’組織との属性の

問題です。すなわちどこをも代表しない「ただのわた

し」が、実在するボランティアグループの活動を材料

に、ボランティアと当事者性の問題について言及し、

それを学会へ提起し、論議が形成されたというのが本

当のところです。「ただのわたし」は既成の当事者（組

織もしくは運動）観からすれば、いわば無所属の「非当

事者」であるにもかかわらず、当該文書は「神戸元気

村」代表の共感を呼び、学会においては当該論議の発

端となっているのです。

わたしはまさにこの論議が深化している過程だけを

とってみても、従来の狭義の当事者観に基づく「当事

者運動主義」に大きな疑問を呈せざるを得ないので

す。

そしてわたしは通常の日常生活の営みの中で誰もが

そうしているように、「ただのわたし」としての問題に

対する問題意識と発言権を得たいと思います。たとえ
ば障害者問題についての学習会の講師として呼んでい

ただいた際に、「障害者を代表して」と紹介されること

があります。わたしは障害者で、常々障害者問題につ
いて考え、しかもそのことも含めて障害者解放運動の
ー翼であることを欲していますから、「学習会」という

状況から考慮すればその紹介に間違いはないのです

が、しかしそれでも障害者を代表してしゃべることな

どできないのです。また、目指しているのは多くの

人々との問題の共有化ですから、わたし一人、あるい

は障害者だけが当事者であっては困るわけです。

しかしその意に反して、障害者の障害者群への組織

化を前提する、そして自らをして「当事者」とするイズ
ムとしての「当事者運動主義」は、今日の障害者サーク

ルの運動においては一般的とさえいえるほどの広がり

を獲得しています。この場合の当事者概念はそれが

もっとも狭義に規定されたとき、障害者のみを指し示

すものとなり、障害者と非障害者とが双方当事者とし
て問題と向き合うことができなくなってしまいます。

これがわたしの当事者運動主義批判の概要です。
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従来の当事者概念には、曖昧でしかも客観性を装っ

た概念規定カ噂在します。障害者問題の場合には、当

該障害者本人を軸として、家族・友人・知人・といっ
た周囲、さらにその周囲の人々においてもたとえば

「知っている」程度から親しい友人、「日常的介助」まで

といった本人との距離。さらに知人自身の障害の有

無。医療、自治体。障害を持たない（あるいは外見上

そのように見える）人が障害者問題について語ろうと

する際に、その内容によってではなく障害者との関係

や自己の障害歴などを話すことによって聴衆の認知を

得ようとする行為の根拠は、当事者運動主義における

排外主義がそうさせるのではないでしょうか。自身が

「障害者の側」にいるのか「非障害者の側」にいるのか、

という属性によって時にはその趣旨までフＣｌｔ理解されな

かったりするからです。非障害者が一生懸命障害者問

題について考えても、「あなたは障害者でないからそ

んなことが言えるのだ」と一蹴されるようではそれこ

そお話になりません。ちなみにわたしは中途障害者で

すが、障害者となる以前に「健常者を代表して」しゃ
べった記憶は全くありませんが、みなさんはどうです

か。
一般に障害者本人との距離に従って、問題における

当事者性の濃淡が存在するかのような考えは幻想にす

ぎません。存在するとすればそれは当該本人の当事者

性との間に存在するのみです。たとえばわたしという
一人の障害者と非常に親しい友人がいて、お互いよく

分かり合える間柄であるとします。「当事者性」を共有
するかどうかは別としても、相互に理解と信頼を前提

とする関係であるとします。しかしこれだけでは「わ

たし」も友人も障害者問題に対してそれぞれの当事者

性を自覚していることにはなりません。障害者である
ことやその友人であることは、問題に対する当事者性

とは別のことなのです。

ところが先の当事者運動主義は障害者であることを

当事者性の重要な条件とし、その周囲を当事者性に対

して恣意的に従属させ、対峙する非障害者を「非当事

者」とさえ位置づけるのです。わたしはこの排外主義
こそ、当事者運動主義の大きな限界だと考えていま

す。障害者問題の大きな課題は、この問題によって二
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極に分化された社会の矛盾を明らかにし、単一の環境

を構築する社会全体の作業だと考えているからです。
こうしたこと（当事者運動主義の弊害）は、今日の社

会をどうにかしようと考えておられるマイノリティの

運動に多かれ少なかれみることのできる共通の問題だ

と考えています。わたしはこれまでのこうした運動の

先進性をその意義として認めつつ、その発言権を獲得

して以降においては社会全体の問題として当事者性の

全体化、属性からの解放が問われていると考えます。

問題提起：ボランティアを賃労働として位置づける

とはどういうことか

前回の「ボランティアを賃労働として位置づける」と
いうわたしの提案に対して林さんは以下のように問題

提起されておられます。

６４

疑問を感じたといっても、「ボランティアは無

償の奉仕活動であるからこそ意義がある」とかそ
れに類するような「定義」に共感して、ボランティ

ア活動の賃労勧化を疑問に思ったのではありませ

ん。ボランティア活動を「善意」に基づく活動では

なくしたい、ということにも私は共感を感じま

す。

私の感じた疑問は、ひとつには「賃労働化する

とは、もう少し具体的に言うと、どのような形態

をとることを言うのだろうか」という「純粋な」疑

問でした。そして、賃労働化の具体的な姿を勝手

に思い描いた上で、「それが本当に豊田さんカ哩

むような方向へ進むだろうか」という疑問でし

た。
いまひとつ感じた疑問は、「ボランティア活動

を行う根拠を賃金に求めることでいいのだろう

か」、ということでした。勿論、その根拠を「善

意」や「奉仕の精神」に求めようとは思いません。

しかし、そうしないために、ボランティアの根拠
を賃金に求め、それによって、ボランティア活動

が「当たり前」の活動、と認識されるとしていいのだ

ろうか、という疑問でした。

私は、ここで、この疑問の内容をもう少し確か
めてみたいと思います。

（林延哉「ボランティアを賃労働とするで、いい

のだろうか」）

ボランティア活動に現在問われている問題はその活

動の継続です。もちろんそれ以前に継続の対象となる

活動が生まれるか否かという問題をも含まれます。こ

れは林論文とわたしの文章にみられる共通の問題意識

でもあります。阪神大震災の際のその直後から生まれ

たボランティア活動、日本海沖重油流出事故の際、

いっそう組織化され登場したその活動をより定着させ

るためにはいったい何が必要とされているのだろう

か、ということです。わたしがこの問題について「考

察と提起」の中で考えたのは、主要にはその経済的基

盤を保障することによってボランティアを賃労働とし

て位置づけることでした。林論文においてはこれは疑

問視され、代わって活動の主体に当事者性を確立させ
ることを提案されています。わたしはこの当事者性を

確立するという提案について賛同するものです。
わたしは「考察と提起」の中で従来の奉仕活動的なボ

ランティアを職業的なそれとして位置づけることを提

案しています。大きなボランティア活動（７：）組織化のた

めには、専従の職員が必要であろう。というのがその

発想の根拠です。ではいったいその「専従」はどのよう
に確保されるのか。かつて彼らは善意による無償労働

の提供者であったわけですが、果たしてこの形態に

よってどれほどの規模の継続性のあるボランティアの

組織化が望まれるでしょう。わたしはこの回答として

多くのボランティアが復興途上の被災地から離れざる
を得ない状況を見る限り、絶望を感じざるを得ませ

ん。

このボランティア活動の専従の確保するためには、

その活動が彼にとってのなにがしかの当事者性に基づ

く自覚と資金とが必要です。「考察と提起」の中ではそ

の材料とした事例によって前者が前提とされていたの

で、論旨においては後者の課題がその焦点とされたの

です。従ってわたしが提起したボランティアの１１１ｔ労働

化に対して、林さんのように「本当にそれ（活動の根拠



を賃金に求めること）でいいのか」と疑問を持たれるの

は当然のことと思います。すなわち、「なにがしかの

当事者性」までもが賃金を目的とするものであっても
いいのか、ということです。

これらの問題提起は、わたしの提案に対して再検討

を促すのに十分なものであると思われます。

具体的な内容に関する検討

ボランティアを１１労働として位置づけるとは、文字

通りの意味であって当１１１１労働提供者の社会的認知をも

含むものです。従って一般的には臨時的な雇用形態か

ら、それを生業とするものまでを含むものとして考察

することとします。

すなわちボランティア活動を賃労働として位置づけ

るというわたしの提案は、とどのつまりその活動全体

が企業活動として組織化されるところにまで行き着き

ます。要するにボランティア活動を資本主義的に企業

活動として確立することです。その場合、当然個人の
生活の糧としての賃金を目的としてこの活動に加わる

ことが十分に予想されます。というより１１１労働として

位置づけるとき、このことの方が自然になるでしょ

う。ボランティアは一つの職種となるわけです。

従来の奉仕的なボランティア観からすれば、より
いっそう不自然な感は否めませんが、賃労働として位

置づけるとはこのよう哀轟味です。ボランティアを善

意のみに依拠した活動としないためには、その活動

（労働）が社会的評価も含めてごく一般的なそれとして

認知される必要があるのです。確かに社会的に必要と

される活動（ボランティア）と自己との関係を当事者性

に依拠することによって主体性を確立することは、従

来の奉仕的なボランティアの概念を凌駕するものでは

あります。しかし思うに、自己犠牲的な奉仕活動に献

身することもまた、彼もしくは彼女らの主体性による

ものではなかったか。

善意を軽薄なものとは考えませんが、それが一般に
は限界を有していることを認めなければならないと思

います。ボランティア活動（やそれを含む様々な社会

問題）に対する自己の当事者性の確立が問われている
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ことについては、疑念を挟む余地のないところです。

しかしさらに問われていることは、必要とされている

（ボランティア）活動の継続なのです。いわぱ、善意で

あれ、確立された当事者性であれ、それらが活動の源

とされているとき、それを日常のものとして維持し続

けるだけの社会的評価が必要だと思うのです。一度は

確立されたはずの当１１１者性でさえ、このこと抜きには
いとも簡単に瓦解せざるを得ない、そん首時代に私た

ちは生きているのです。

確かに様々な社会問題を自身の問題として引きつけ

て考えること、当事者性を確立することは、問題を個

別の事情に解体させないために必要なことです。しか

し資本主義の発展はそのこと自体を困雖にしていま

す。今日の社会は市井の人々の価値観を社会的な大問

題から遠ざけ、さしあたってのそれぞれの日常生活の

問題へと解体させてしまいます。社会問題がともすれ
ば二義的な問題としてとらえられてしまうのです。阪

神大震災による被災地の現状は部分的に回復の兆しを

見せてはいるものの、依然放置されたままの人々に

とっては問題は一層深刻化しています。献身的なボラ

ンティア活動の担い手たちは、誰よりもそのことをよ

く知りながらその地から立ち去ることを余俄なくされ

ています。彼らはその献身性ゆえに自身の生活と将来

をその活動につぎ込んできたのですが、それが社会的

に評価されない以上、当事者性の維持・継続すら困難

となったに違いありません。であれば、その活動に従

事する人々はそのことだけで労働者としての社会的位

置を保障されるべきだと考えます。

整理すればボランティア活動を１喬労働として位置づ

けるということは、それを無ｆ１２ｔ労働に依拠しないこと

であり、それに従事する人々においては労働者として

の生活基盤までをも保障するというものです。さらに

その組織化について言及するなら、社会資本として整

備することを前提として企業的な事業活動の展開をも

射程として考えるべきではないでしょうか。「賃労働
として位置づける」ことの内実とは、基本的には以上

のようなものとして認識しています。このことによっ

て波及する問題点については、活動の根拠を個別の労

働者が賃金に見いだすこととともに別項を起こして考
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察していきたいと考えます。

賃労働化されたボランティアの問題点

前述の内実によって賃労働として組織されたボラン

ティアは、労働者としての社会的位置と生活基盤を保

障し、事業活動全体の計画性を促進しますが、その反

面新たな課題を抱え込むことになるでしょう。

第一にそこにｌ；１：労働力商品の売買関係が介在する訳

ですから、それをめぐる労働と資本の階級対立が成立

することになります。この場合、当該資本が公的なも
のであるか私的なそれであるかの別を問うものではあ

りません。非営利であることが大きな条件とされる

ＮＧＯであっても同じことです。むしろ逆にそうした

場合の方力ｔ労働者の主権がゆがめられる傾向さえあり

ます。しかし彼らはあくまで労働者として許される権

利を行使すべきだと思います。

企業活動が大規模なものとなれば、それに従って労

働組合も組織されることでしょう。闘争戦術としてス

トライキカｔ設定されるかもしれません。これではすわ

緊急時というときに身動きできないということにもな

りかねません。ボランティア活動の継続性のためにそ

れを１１１労働として位置づける。しかし、ボランティア

を１電労働として位置づけるということは、こうしたジ

レンマをも内包しているということです。このジレン

マを放置したままではその活動の積極的意義までもが

ここで頓挫してしまいます。
̶つの方法として考えられるのは当該労働と資本と

の間において独自の協定を締結することによって、あ

らかじめ問題を回避もしくは先送りするというもので

従来社会的評価抜きに直接的な利潤を生みだすことに

なじまない職種は、その社会的有用性から存在し得て

いるといえます。

それに準じて考えれば、独自の労
ことはいずれも不規則な雇用形態を免れませんが、そ

れでもボランティア活動の社会的評価を現状よりは向

上させ、活動に継続性を確保することができるように

なると思います。

専門化による当事者性の解体

結局、ボランティア活動そのものを資本主義化する

ということですから、それらには効率化の波が襲いか

かることになるでしょうし、そのための分業と協業は

不可避であると思われます。問題はそのことによって

活動の専門化が促進されることに伴う弊害です。

本来できるだけ多くの人々の関心を呼び、できうれ
ばその参加を促すことが望ましいわけですから、問題

の解決に専門家が当たってほかの人々が関心を寄せな

くなってしまっては、ボランティア活動の深化・拡大

という見地からは本末転倒です。従ってボランティア

活動の有用性が社会的に認知されることが、その資本

主義化に際しての条件となるだろうと思われます。
このことは当事者性の問題に関わる重要な問題です

が、ここではその社会的認知を民度の問題として指摘

するにとどめたいと思います。付加するならば、前回
の「提案」及び本稿において考察しているボランティア

論は、無償の善意や当：１１１者性による活動を否定するも
のではないということです。

す。たとえば交通ストが起こったからといってそれら希有な労働二例一活動の根拠を賃金に見いだすこ

の機能が完全に途絶えるわけではありませんし、公務

員のストもまた同様です。いずれも最低限度の機能を
あらかじめ確保しているのです。また緊急災害時とそ

れ以外の時を区別することができるなら、休戦協定を

結ぶことも可能です。さらに根本的に問題を除去する

方向で考えるなら、警察官や消防署職員のように労働

条件そのものに制限を加えることも考えられます。も
とよりこれら公務労働やインフラ整備などのように、

６６

との是非について

廃棄される？・ｌｔｊ畿庫やクーラーなどからフロンガスを

抜き取ることを仕事として生活されている青年のルポ
をテレビで見たことがあります。おそらく環境問題に

関心の高い方だと思われますが、彼のみならず環境問

題は今日国際的な関心の的となっています。

当然オソンホールや廃棄物処理の問題もまたそうで



すから、彼のような労働は必要とされていると考えて

もいいと思います。しかも同業者はほとんどいないそ

うですから、まさに隙間産業成功の方程式を地でいく

ようなものです。ところが彼の「稼ぎ」はなかなか思う

に任せないようです。ルポの中で彼力９吾っていたとこ

ろによれば、彼は開業するに当たって機材などを含め

たそれなりの投資をし、それで生計を立てていくつも

りで始められたそうですから「稼ぎ」として成立するこ

とが彼の本意であったと思われます。しかしそれでは

なぜフロンガス回収業なのかと言ったとき、「儲かり

そうだから」と言う返答が返ってくるでしょうか。彼

はおそらくそうは答えないでしょうが、わたしは儲け

てほし１りと思います。

また無償で行われている「仕事」の例もあります。福

島県の花見山公園で４；ｉ今年も見事な桜が咲いていて、

多くの人々がそこを訪れるそうです。そこは私有地で

戦時中から「人々のこころを慰めるように」と桜の手入

れがされ、訪れる観光客に無料で開放されているそう

です。最初に始められた頃は当時の時代背景から周囲

の目が冷たかったそうです。現在は親子三代にわたっ

て引き継がれ、人々に喜ばれているこの仕事は、その

対価を求めないが故に意味のあるものなのでしょう
か。わたしにはそうとばかりは思えません。

結論からいえば、わたしは彼らがそれぞれの仕事に

生き甲斐を見いだし、それらを継続しうる環境が整備

されてもいいと思います。一切の行為が賃労働として

評価されるべきだと考えているのではありません。広

く「社会」と言いさえすれば、そこから無尽蔵の財源が

わき出てくるとも考えてはいません。善意や当事者性

が売買されるべきだと考えるものでもありません。し

かしこれら二例をどのように判断するかは別として、

社会が必要とする労働は一般的なそれとして評価され

るべきだと考えます。現状でそれ７１、ｔ難しいのはその価

値が資本主義的に評価されるからなのです。
さて、ボランティアの（主体的）根拠を賃金に見いだ

すようなことになってしまっていいのだろうかという

問題ですが、それが賃労働として評価されるようにな
れば当然起こってくる問題だと思います。これについ

ては前項「賃労働化されたボランティアの問題点」で少
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しふれているように、これらを公務労働に準じて考慮

すれ１£特別な問題とはならないと考えます。同様に財

源の問題についても公共事業に投入される税金や、国

民生活の安定を目的とする保険制度に準じた形で確保

されることが考えられます。

しかし従来のボランティア観からすれば、そのシス

テムの整備以前のこうした論議は、やはり無理がある

かのように思われるかもしれません。ボランティア活

動は元来主体性に依拠する活動であり、資本主義とは

折り合いをつけにくいものだからです。だからといっ

てボランティア活動のみが、資本主義的生産関係から

自由な環境で存在しうるものではありません。そうで

ある以上、資本主義的生産関係のもとでの活動の継続

を可能とする「社会資本としてのボランティア」と「賃

労働として組織された活動」が問われていると考える

のです。

社会全体が資本主義的生産関係に貫かれていること

を前提するとき、直接自己に還元されない奉仕的活動

の一切は、それが社会全体にとって必要なものであっ

たとしても無償労働に過ぎず、その継続は困難です。

簡単にいえば電球はあった方が便利だが、誰もそれを

無償で作って配ったりすることはしないというもので

す。こうした前提のもとではその活動の性格に関わら

ず、社会的評価を伴うことがその継続の条件となるの

です。

；ｌｉｉ祉産業はもうけるべきか、あるいはそれではいけ

ないのか

同様にわたしは最近注目され始めている福祉産業に
おいても、その事業の継続と拡大のためにもうけるこ

とがあってもいいと考えています。社会的弱者の立場

につけ込んで不当な収益をあげる業者が問題となって
いますが、それはその企業活動の不当性が問題なので

あって、福祉の事業展開自体に問題があるわけではな
いからです。サービス労働も含めて商品の売買に利潤

が伴わない資本の活動は存在し得ません。仮に福祉的

な分野にのみ、特別な「人道主義」を要求して事業収益

をあげることを否定したとすれば、この分野の発展は
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望めないことになってしまいます。

むしろ資本主義的な価値観が導入されることによ

り、競争によってよりすぐれた福祉機器が開発された

り、手軽な価格で購入できるようにすれば、その方が

企業の社会貢献のあり方として自然であると思いま

す。ボランティアを社会資本として整備することも、

これにたぐいする事と思っています。

人が職業に対して求めるものは様々ですが、システ

ムさえ構築されれば「望んでしていること」が職業とし

ての評価を得、それに賃金が支払われるのは不思議な

ことではありません。ボランティアも同様です。むし

ろそのこと（ボランティアのプロ化）によって専門性が

確保され、活動の質が向上すると考えればそれは望ま

しいことです。
わたしが障害者となる以前に勤務していＺＩニ職場から

再度、活動の根拠を賃金に見いだすことの是非については、日々訓練に明け暮れる消防署職員の姿を見ること

ができました。彼ら「火消しのプロ」たちは、その活動

ところでボランティア活勁に対して賃金が支払われ

ることについて、逆の発想からの考察を試みてみたい

と思います。
一般にボランティア活動は当１１１者性や主体性に依拠

（もしくは根拠）して行われることが自然とされていま

す。仮になにがしか（ア）組織的な動員としてそこにかり

出される場合においても、その場合は組織の意志が働
いているのです。ですから自ら志願して行うボラン

ティア（志願兵）が、その活動に対して対価を求めた

り、ましてや一般的な職業と同じように賃金目的にボ

ランティアが行われると言うのは不自然ではないか、

という疑問がわたしの提案に対して生まれるのも無理

のないことです。

では逆に自身が志願して身を投じた職業に就いてい

るボランティア以外の人たちの場合はどうでしょう

か。誰もが「職業選択の自由」と現実の条件の中から現

在の職業に身を置いていると考えるとき、幼い頃から

の夢を叶えて仕事を選ぶことができたという人の存在

は無視できません。たとえばブロスポーツ選手などは

その例かもしれません。彼らの希望は「スポーツを続

けること」にあるのか、それとも「スポーツで稼ぐこ

と」にあるのでしょうか。前者の場合には解雇という

場合をのぞけば、プロモーターとの契約更新時に労働

条件をめぐってトラブルが起こることは考えにくいと
思います。メジャーリーグのようにストライキによっ

てシーズンが中断するなど考えられません。それでも

百歩譲って仮に前者の場合であったとしても、「稼ぎ」

を伴うことなしにブロスボーツ選手同様のスポーツに

専念した選手生活を送ることはできません。

ｊＳ

が職業として社会的に認知されているからこそ、直接

的な生産活動と結びつかない「災害に備える」という活

動を維持し、必要なときに実力を発揮することができ
るのだと思います。

再考：ボランティアの社会資本化と賃労働化

元々わたしがこの問題について考えるようになった
のは、「阪神大震災」「日本海沖重油流出事故」における

ボランティアの圧倒的な力を目の当たりにしてのこと

でした。特に「神戸元気村」を中心とする彼らの活動

は、その行動力と４１１織性において類を見ないものでし

た。さらに彼らが活動の実際の中で獲得した教訓は、

「日本海沖重油流出事故」でのボランティア活動で示さ

れることになります。彼らは国家や地方行政さえ手を
こまねいている間に、いち早く活動を開始し、民間資

本や行政さえ組織することになる「重油災害ボラン

ティアセンター」を設立するのです。さらにインター

ネットやキャラバン隊を駆使しての活動の全国展開

は、学ぶべきところが多く、決して風化させてはなら

ないと感じました。

彼らの活動は決して一過性のものではなく、神戸に

おいては今日もなお継続されていますが、周囲の関心
の風化に伴ってそれが難しくなっていることも事実で

す。スタッフの熱意にも関わらず、資金面においても

人材面においてもボランティア活動をめぐる環境は厳

しくなっています。このままではその活動の将来は危

ういものがありますが、わたしはそれをシステムとし

て確立し、文化として残していきたいと思っているの



です。
一方、問われたのは国家の自然災害に対する危機管

理能力でした。しかし、即応能力においても、以後の

問題処理能力においてもわが国はその無惨な姿をさら

け出してしまいました。特に阪神大震災以降、今日に

至る過程で明らかとなっているのは、日本の国政の問

題処理能力が、棄民を生み出すシステムを自己のうち

に内包しているということです。

仮設住宅には未だに少なくない人々が、生活されて

います。何とか自己資金によって新しい住居を構える

ことができた人、運良く公共住宅入居の権利を引き当

ててそこを引き払うことができるのは、どうにかそれ

から先の生活のめどがついている人だけです。高齢者

など「社会的弱者」と呼ばれる人々は、未だにそこから

でることができず、文字通り放置されている状況にあ

ります。かつてはコミュニティが形成されていた仮設

住宅においても、そ（７：）入居者の減少に伴って閑散とし

ているそうです。そこでも活躍しているのは、何とか

活動を継続し得ている数少ないボランティアです。こ
の国ではボランティアは必要とされています。わたし

はそれを維持するためのシステム（社会資本と賃労働）

を提案しているのです。それは様々な根拠（善意や当

事者性）を有する現在のボランティアを認めつつ、さ

らに大きな力を発輝しうるｏｎｅｏｆｔｈｅｍとして提案した
いと思います。

もうーっの解決策は、国政の自然災害に対する危機

管理能力やボランティアが必要とされている問題に対

する処理能力を向上させるというものです。これらの

課題は元来政権が担うべき質の問題ですから、本来的

にはこの方が自然だと考えています。それをこれまで

論じてきたようにボランティアに期待せざるを得な
かったのは、震災や重油災害においてあまり１こｉ攻府が

無力であったためです。ハ○年代以降、ｉｌ文府・資本に
よって民間活力の導入が政策的に行われてきました。

そのことによって従来行政が担当してきた様々な分野
に資本が介入し、いわゆる第三セクター方式などに

よって行政の縦割りは進行し、いわば解体してきたの

です。このような「行革」の進行７５ｔ政府の危機管理能力

を低下させ、福祉の切り捨てを断行させていったとい
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う事実は否めません。地方行政における最近の例を挙

げれば、関西国際空港やなみはや国体などの大型プロ

ジェクトによる負債を福祉切り捨てによってまかなお

うとする大阪府の例があります。
このような国家の腐敗と腐朽に一刻も早く歯止めを

かけ、国政の能力を向上させるのか、あるいは強固な

ボランティアのシステムを構築ｔ＿ｉ！交府にそれを認め

させるのかが、問われている選択肢だと思います。い

ずれにせよ現在においては、資本主義的生産関係の価

値観という枠の中でボランティア活動の内実を定着さ

せていくことが問われているのです。

責任の所在について

従来のボランティアにおいては、残念ながらその責

任の所在が曖昧なものとならざるを得ません。たとえ

ばわたし力俐用する福祉タクシーを例にとって考えて

みることにします。必要な認可を受けて車椅子利用者

を運ぶ正規のタクシー業者は、一般に割高な運賃を必

要としますが、乗車中の責任の所在はきわめてはっき

りとしています。しかしボランティアによるいわゆる

「移送サービス」などの場合はそうではありません。料

金に関してはとても安いか場合によっては無料のとこ
ろもあるそうです。しかし、乗車中の事故やその他の

トラブルが発生したとき、現在一般的な奉仕的ボラン

ティアの概念では、ボランティアがその責任を負うこ

とは困難と思われます。

現時点においても、賃労働とボランティアの間には

大きな隔たりが存在するのです。

結びとしてーわたしは誰か

再度ボランティアの問題について考える機会を得た
ことを大変貴重に思います。

さて、これまでるる述べてきましたように、ボラン

ティアはその問題に対する当事者性と自己の主体性に

依拠するものですから、その際、自己を確立すること
が大変重要だと思います。できることなら不断に社会

に目を向け、社会の様々な問題に対して考えることの
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できる自己を養っておくことが望ましいと思われます

が、個人の生活に忙殺される日常においてはなかなか

そうもいきません。

そのことも今日の「当事者属性」が重宝がられている
一因であります。障害者問題といえばとりあえず障害

者に当たってみる。大きな団体の代表者の意見を鵜呑
みにする。研究者は何かとアンケートを採りたがる。

障害者４７）存在が個別具体的であることはわかっている
のにも関わらずに、です。障害者の声は障害者群のそ

れとしか、被災者の声は被災者群のそれとしてしか反

映されないのが現状です。これらは双方の関係が疎遠

であることの証左なのです。

しかしひとたびボランティアとして活動を始めると

なれば、属性よりも自己の当事者性・主体性が突きつ

けられることになります。問題を目の当たりにして

「さてわたしはどうするのか」「わたしになにができる

のか」が問われるからです。一般的にできることの可

能性を空想してみたところで、それは抽象に過ぎず、

無内容でしかありません。具体的な活動においては、

自己の条件に従って「できることとできないこと」が非

情に精査されていきます。その中で従来のボランティ

アは「できないこと」の多さに圧倒され、ある者は疲

れ、そしてある者は可能性を求めて奔走します。

さてその際に「わたし（おまえ）は誰か」という当事者

属性に関する設問の何と無内容なことでしょう。日

く、「被災者の気持ちが分かるか」、「障害者と同じ立

場に立てるか」、「所詮はよそ者ではないのか」等々。

これらにたぐいする発言の根拠をなしているのは、

「当事者なら黙っていてもわかるがよそ者には理解不

能の何か」という曖昧な当事者幻想です。この幻想の
功罪は恣意的な「当事者」を観念によっ゛！：‘組織化するこ

とはできるが、それ以外の人々を排除する排外主義に

あります。問題意識の共有はある種の前提によって限

られた人々の間で、幻想と限られた経験を軸としてな

されることになります。これではボランティアが主体

性を堅持して活動しうるはずなどありません。重要な
ことは誰もが主体性を損なわれることのない活動なの

です。

たくさんの人がボランティアの問題に関心を示し、

７０

当事者幻想を突破して一個の「わたし」として論議した

り、活動に参加したりされることを期待します。ボラ
ンティア以外の領域においてもそのことは問われてい

ると思います。そうした環境づくりが問われているの

です。「当事者」の論理に従って不本意な行動を余儀な

くされたとき、いったい誰がその責任を負うことがで

きるでしょう。「当事者」自身、問題に対する見解は

様々で必ずしも群として層として存在する集合を代表

しうるわけではありません。

ボランティアをはじめとする社会問題において、問

われているのは当事者属性からの離脱であり、一個の

「わたし」として問題と向き合うことではないでしょう

か。

（「わだち」６１号より転載）
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現代社会では、学校や教育ということがあまりに自

明視・当然視されており、この自明的基盤の上にさま
ざまな教育問題や学校問題が、いわばきらびやかに展

開している。
この小論の目的は、このようにさまざまな問題が展

開されている現代的舞台を支えている台座が置かれて
いるいわば地盤の堆積の最深部にまで掘削を進めるこ

とによって、学校や教育にまつわる現代的諸問題を原

理的に考察し、その「改革」を根源的に再考する一契機

を提供することにある。

１ モダニテイ：自明性からの脱却

固定観念の払拭

まず私たちは、教育や学校が人類史のはじまりか

ら、あるいは洋の東西を問わず古典・古代からあった

というような固定観念を、払拭しなければならない。

なるほど幼体（子ども）を成体（大人）にしてゆくとい

う営みは、人類史の当初からあったことであろう。こ

こで「子ども」とは何であり「大人」とは何であるのかを

さしあたり問わないとすれば、この営みじたいは、哺

乳類や鳥類など、少なからざる生物種にもみとめられ
ることである。

けれどもこの営みは、人類史にかんしてとらえた場

合、歴史的にみてごく最近まではけっして「教育」とい

う言葉で括られる営みではなかった。「子ども」を「大

人」にしてゆく営みに「教育」という言葉がいわぱ割り込

むようにして充てられるようになったのは、特殊に

ここで〈近代〉について二つの点を確認しておこう。

これはｍｏｄｅｍを機械的に＜近代〉と定訳することに

よって見逃されてしまっている、〈近代〉にまつわるこ

とがらの真相の確認である。

第一に、近代とはｍｏｄｅｍの訳語であるが、この

ＩＴｌｏｄｅｍは、私たちが「現代」と呼ぶ時代を含みこむ、

幅広いタイムスパンをもった歴史的エポック（画期）を

指し示す言葉である。言いかえれば、「現代」とは「最

近代ｍｏｓｔｍｏｄｅｍ」（Ｐ、１１・、ｉｃ）ｎｓｌ９７７：９９）のことにほかなら

ず、〈近代〉の先端部分のことなのである。

だから「現代人」である私たちにとって、〈近代〉とは

けっしてすでに過ぎ去った時代のこと、私たちか預か

り知らぬよそ事などではけっしてない。〈近代〉という

時代はその本性からして「再帰的」（ギデンズ皿０訳＝

１９９３：ベック、ギデンズ、ラッシュ１９９４訳＝１９９７）で

あり、「現代人」は〈最も近代的な時代〉を生きているの

である。

第二に、ｍｏｄｅｍには「新奇ｎｏｖｅｌ」のニュアンスがあ

る。この「新奇」を引き延ばして際立たせるならば、

「奇怪ｓｔｒａｎｇｅ」の語義が発掘される。ここに〈近代〉と

は、じつは「‘奇怪」のことであったことが発覚する。言

いかえれば、近代社会ｍｏｄｅｌ・ｉｌｓｏＣｉｅｔｙとは、じつに「奇

怪な社会」のことなのである。ここにいましがたの第
一の確認事項を重ねあわせるならば、現代社会に生き

る私たちは、「最も奇怪な社会」を生きていることにな

る。

７１

〈近代〉なるものについて

〈近代〉と呼ばれる時代以降である。

森重雄（電気通信大）

学校と教育の「考古学」のために

はじめに：この小論の目的



モダニティ
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この〈近代＝現代〉の奇怪性は、「モダニティＪｍｏ-

ｄｅｍｉｔｙ（近代性＝現代性）という言葉で括ることができ

（森１９８６；１９８７ｊ９９３）。しかし私たちは、すでにモダニ

ティが充満し常態化した社会的世界に生まれ生きてい

る者たちであるから、モダニティを自明視・当然視し

ており、このため私たち自身の社会的世界ならびに私

たち自身の生き方を、奇隆であるとは見なさないし、

そのような感性ももちあわせていない。

さきに「固定観念の払拭」と述べたが、これはすなわ

ちモダニティをモダニティとして、つまり〈近現代〉を

その奇怪性において想起することにほかならない。逆
に言えば、歴史的社会的堆積の上に立つ私たちにとっ

て自明で当然なものとして成立しているさまざまなこ

とがらが、じつは自明でも当然でもなかったというこ

とを発掘するさいのキーワード、それかモダニティな

のである。

モダニティにかかわる諸カテゴリー

たとえば私たちが知る〈国家〉一一古代都市的な「キ

ウィタスｃｉｖｉｔａｓ」や「レス・プブリカｒｅｓｌ、ｔｌｂａｌｉｃａ」ない

しは「レプブリカｒｅｌ、ｕｂｌｉｃａ」さらには「レグナムｒｅｇｎｕｍ

」とは区別される「スタトｓｔａｔｏ」としての「国皿鼠」-

は、〈主権〉という権力形式を構成し担う特殊に近代的

な権力機構にほかならない（福田１９７０＝５３ｆ．；マイヤー

１９３０／５０訳＝１９８２；ウェーバー１９１９-２０／２４訳＝１９５５：

２１５ｆｆ．）。同じことをニクラス・ルーマン流に「システ

ム」という言葉を用いて言いかえるならば、いかなる

社会にも機能としての政治システムは存在するのだ

か、実体としての〈国家〉ないしはく国家的政治システ

ム〉は、特殊に近代的な政治システムであり（ルーマン

１９６５訳＝１９８９：２０-２５、４２ｆ）それじたいがモダニティの
一つの標識なのである。

あるいは〈経済〉つまり市場原理・を基軸とし貨幣に媒

介された匿名的な物流領域の存在。これもまた特殊に

近代的な事態である（ポランニー１９２４-６４訳＝１９７５；

１９５７訳＝１９７５）。近代以前には、経済システムは複合的

７２

な社会関係の中に埋め込まれており山、「相識関係」

（ウェーバー１９５６訳＝１９６４：４）をなぞるかたちで、生

活資料を中心とした物資の売買がおこなわれ、「供給

は需要に従属」（マルクス１８５７／８訳＝１９６３：７２）していたの

であり、匿名的市場における交換価値の獲得に向けた

無制限な商品生産からなりたつ〈経済〉領域、広告を媒

介とした商品の陳腐化を基軸とする供給主導の自立的

〈経済〉領域｛見田１５｝！｝６：２１ｆｆ．）など、存在はしていな

かった。つまり〈経済〉もまた一つのモダニティなので

ある。

議論が、展開されるべきテーマから横道にそれてし

まっていると思われるかもしれない。しかし〈国家〉や

〈経済〉かモダニティであるといういまの指摘は、モダ
ニティをモダニティとして、言いかえれぱ現代を奇怪

として思い浮かべることが、いかに困難なことである

かを示すための実例であった。じっさいノルペルト・
エリアスは、近代国家のさきがけをなす絶対主義国家

にかんして、後知恵をもって過去を遡及的にとらえる

人びとには、「かつてこの絶対主義的王権とこの中央

集権化された支配装置が同時代の人々の目には非常に

新しい驚異的なものとして、極めて徐々に、中世の世

界からその姿をくっきりと現わしてきた当時のこと
は、もはやほとんど想像することもできない」（エリア

ス１９３６／６９ｂ訳＝１９７８：２９７）という言い方で、〈国家〉のモ

ダニティを指摘している。

ちなみに〈国家〉なり〈経済〉なりに付されたわずらわ

しい括弧は、ことがらのモダニティ、奇怪性、特殊近

代性を想起することの困難さを確認するためのサイン
である。そうであるならば、じつはこのわずらわしい

括弧は、子どもや教育にたいしても付されなければな

らない。というのも、「子ども」というカテゴリーが少

なくとも西洋世界において確立したのは、固有に近代

に入ってからのことである｛アリエスＩ！｝６０／７３訳＝

１９８０）。また、これにともなう形で〈子ども〉を〈大人〉に

してゆ〈営み力Ｒ教育〉と呼ばれだしたのも、これまた

特殊に近代的な出来事である｛アリエス１９６０／７３訳＝
１５｝１１０：１６７；１９ｚ１１１-７２／７８訳＝１９８３：１８４；６＝イリイチ１９８１訳＝

１９８２：１０４；イリイチ／フレイレ１９７５訳＝１９８０：９８）。
つまり、〈子ども〉にせよ〈教育〉にせよ、私たちが当



然のこととして自明視しているこれらのことがらは、

対象となるテーマの遠近法を無視して言えば、〈国家〉

や〈経済〉と同様にモダニティ、すなわち特殊近代的

で、それゆえ人類史的にみれば奇怪な事態なのであ

る。

〈教育〉と社会化

ここでまずはいささかアカデミックな概念を媒介に

して、〈教育〉のモダニティを定式化することによっ

て、いましがたの議論を整理しておこう。

いかなる社会システムも、システム自身の、した

がってその社会システムを構成する個々のメンバーの

安定的生存つまりシステム維持を確保するために、メ
ンバーの行為態度を規制する情報つまり文化の、各メ

ンバーヘの「内面ｆヒ」を必要とする。この当該社会の文

化を内面化する作用ないし作業一最も明瞭には言語
の教え込みやいわゆる「しつけ」を思い浮力ヽべればよい
ーは、社会学などの分野では「社会化ｓ（姐ａｌｉｚａｔｉｏｎ）

と呼ばれる。この点では、いかなる社会システムにも

その社会化機能を遂行するための社会化システムカ拵

在する。しかし、ある社会化が〈教育〉として成立しう
るのは、あるいはある社会化システムカｔく教育システ

ム〉として成立しうるのは、歴史的にみてきわめて奇

怪（モダン）な現象、特殊に近代的な状況、つまり一つ

のモダニティなのである。

この事実をかなり挑発的にクローズアップして提示

したのは、イヴァン・イリイチである。かれはパブ
ロ・フレイレとのいまや歴史的ともいえる討論のなか

で、次のように述べている。

「教育」とは…１８３５年から３８年ごろにかけてフラ

ンス語の中に現れてきたもので、その定義はボル

テールからきている。つまり、「自分の職業にハ

クをつけたかっている学校教師によって用いられ

た醜悪な新造語」というわけなんだ（イリイチ／フ

レイレ１９７５訳＝１９８０：９８）（２〉。

社会臨床雑誌第６巻第２号（１９９８．１２．）

校」かかかわっていたことが示唆されている。そうで

あるならば、この「’学校」もまた、モダニティの文脈で
一つまり私たちにとって、７）学校の自明性をわざと控

除するかたちで、要する心学校〉として一問われな

ければならないーつの問題である、ということにな

る。

近代学校装置

私たちが現在、「学校」として自明視・当然視してい
る「物体」ないしは「空間」およびこれと対応している

「時間」（時間割など）、総じて「学校」という「時空」は、
これを歴史的時間の中でとらえるならば、きわめて目

新しいもの、すなわちモダニティにほかならない。大

学ならびに大学からいわぱ逆算されたエリート養成的

な中等教育部分を度外視してとらえるならば、私たち

が自明視・当然視している「学校」（小学校・中学枚あ

るいは初等教育・前期中等教育つまりは義務教育）

は、マルチン・ルター（ｌｚ１８３-１５４６）のその名も明快

な、１５３０年の「人々は子供たちを学校にやるべきであ

るという説教」に端を発している。皆店尋宗教改革家
ルターは、世界史上初の義務就学の発案者でもあった

わけである（３）。

しかしこの観念的思想を実現するためには、物質的

現実がそれを後追い的に保証してゆかなければならな
い。この観点からとらえるならば、「ルター派の宣伝

家」（梅根舗騒：２０３）とまで言われたラトケ（５’７１-１６３６）

や、『世界図絵』というかたちでの「学校教科書」の発明

者であるコメニウス（１５９２-１６３９）がおこなったこと

は、まさしくこのルターの義務就学思想の現実レベル

での実現の努力であった。それは、就学義務思想にと

もなって生れてきた、いかにしていちどきに多数の
〈子ども〉を教えるかという課題の、解決努力であっ

た。

とりわけラトケの事例は興味深い。というのも、か
；ｔｔは１６１７年に「生徒はすべて教師に正面して着座しなけ

ればならぬ」（梅根Ｉ！ｌｅＳ８：２１２）と記したのだが、私たちに

とってはどうということもないこのレイアウトを、ラ

ここでは、モダニティとしての〈教育〉の成立に「学トケは秘匿されるべき特許的発明と考えていたふしが

７３
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あるからである。私たちには自明の対面教授のレイア

ウトは、１７世紀西洋では、「教授術ｌ．、ｅｈｒｅｋｕｎｓｔ」と呼ば

れるべき、いわば秘術なのであった。

この「’１§ｇ術」は１８世紀から１９世紀の境目の時期のイギ

リスで、一つの決定的結節点をむかえる。いわゆる

「ベル＝ランカスター教授法」の登場である。これによ

り「千人どころではない、なかには二千人以上の子供

をー人の教師で引きうけた学校」（梅根１９６７：２９２）があら

われたという。要するにベル＝ランカスクー法とは、

極限的な一斉教授のレイアウトであった。
ここには、私たちが自明視している現代の学校のレ

イアウトのプロトタイプ（原型）がもたらされている。

しかしそれはたかだか二世紀前のことにすぎない。し

かも、一斉教授の象徴ともいえる垂直に立った「黒板」

は、１７７６年-だからラトケよりさらに一世紀以上の

ちーにオーストリアのフェルビーゲルの捉唱になる

と言われる（吉田皿：４５１）。が、１８１３年のアメリカのボ

ストンで、のちに初代連邦教育総長となったヘン

リー・バーナードは、

教室に入って驚いたのは、壁に大きな黒板かか

かっていて、下の方にチョークの束がおいてある
ことだった。私はそれまで、そんな物のことを聞

いたこともなかった（梅根１５１１５７：２６３）

との感想を残している。この事例からもわかるよう

に、私たちか自明視・当然視している「’学枚」とは、歴

史的にみればきわめて目新しく、石油化学工場に林立

する丸タンクと同様、一つの近代的プラントともいう
べきものにほかならないのである。

〈教育〉の条件

最初のほうの、「固定観念の才Ｚ、拭」の項で、教育や学

校が人類史とともに人類に連れ添ってきたものではな
いことがまず認識されるべきである、と述べた。そし

てさきにイリイチを引き合いにして、教育がじつは
〈教育〉であったこと、つまり教育がモダニティであっ

たことを述べたてた。そしてこの〈教育〉を支えるも

７４

の、それがここ二世紀の間で確立してきた近代学校装

置なのである。

じっさい、イギリスの〈ｅｃｉｔｌｃａＵｏｎ〉にかんして言え

ば、１８１８年の「貧民の教育実態にかんする調査委員会」

にたいして、少なからざる教区牧師は、「新しいシステ
ム」すなわち「ベル博士」や「ランカスター氏」の教授レイ

アウトが導入されれば「貧民は充分な教育手段を得る」

とする【ｉｌｌ答沓を提出している（Ｈｏｕｓｅｏｆｃｏｌｎｍｏｎ１８１９）。

言いかえれば、〈教育〉は、ベル＝ランカスター教授法

およびそれに随伴するレイアウトを条件とするのであ

る。

この点では、太古の昔より教育なる営みがあって、

それが近代に入って学校に囲い込まれた（あるいはこ

れによって教育が歪められた）とする認識は、まった

く的外れであり、事実をはなはだしく誤解している。

因果は逆なのであり、〈学校〉としての近代学校装置を

足場にしてこそ、〈教育〉はモダニティとして歴史の中

に登場してきた。これが寞相である。

以上の検討により、私たちが自明視・当然視してい
、そ、学校や教育のモダニティ（歴史的奇怪性）が明らかに

なった。モダニティの一環にある〈教育〉や〈学校〉にた

いする私たちの自明化状況ないしは固定観念の払拭、

もしくは脱呪術化Ｅｎｕ；ａｕｂｅｒｕｎｇ㈲のための議論は、こ
のあたりで充分であろう。

ところで今までの議論は、人類史的あるいは歴史的

にみた〈教育〉や〈学校〉の案外の新しさを明らかにしも

した。言いかえれば、〈教育〉や〈学校〉を「考古学」する
ということは、べつだん有史以前に検討をさかのぽら

せることではないのである。

２この国における〈教育〉の原始的蓄租

「教育」と「学校」の新しさ

「教」と「育」という表意文字をつなげて「教育」とする
という作業は、現代に生きる私たちにとっては、それ

を思いつかないほうカ１不思議なほど、簡単至極な漢字

連結のように思える。しかし明治以前に「教育」という

言葉は、人口に謄灸しているような一般的な言葉では



まったくなかった（藤原１９８１；森１９１１‘７：９６ｆｆ．；１９９３び１・５ｆｆ；１９９５：

１５ｆｆ）（５）。「教育」は、列強が織りなす国際政治力学のな

かで開国の選択を余儀なくされた、明治政権の近代化

政策すなわち欧化政策-なぜなら近代として印象派

的に総括される諸事態すなわちモダニティは西ヨー
ロッパにおいてのみ自生的に現出したのであるから

（ウェーバー１９２０／２ｌａｂ訳＝１５１’７１／２）、６）-の一環をなす、

近代学校装置の「輸入」とともに一般化した言葉なので

ある。
この「輸入」の実態を物語るいくつかのエピソードを

あげておこう。明治４（１８７１）年旧暦７月１８日に発足した

文部省は、翌年８月に昌平畿を引き払い、所在を常盤

橋に移転した。このため文部省跡地となった昌平貴

に、近代学校装置たる模範的・Ｓ：学校（師表学校）・モデ

几・学校（ｎｏｒｍａｌｓｃｈｏｏｌ）が、「師範学校」の名で建設され

た（７）。このとき釆配を任されたお雇い外国人スコット

について通訳をしていた坪井玄道は、当時の様子を次

のように回額している。

芋科教授法は勿論、何でも洋風に机と腰掛けで

授業するのでなければいけないといふので、わざ

と昌平餐の畳を剥がして、穴だらけになった板の

間を教場に用ゐた｛坪＃１５｝：；！２：１９）。

じっさいスコットは「当時アメリカの小学校で使用

していた教科轡・教具・機械等はいっさいを注文して

とりよせ、また教場内の様子もまったくアメリカの小

学校と同じくしてこれらの図書教具の到着を待って授

業を開始した」（文部省Ｉ！１５４：４５）という。というのも、

１９世紀後半には第三世界にほかならなかったこの国の

初代文部卿・大木喬任は、スコットにたいして

お前の国でやって居る通りにやってくれ、少し

も日本の国情など斟酌せず、亜米利加の通りに教

育を施してくれ｛石＃１！｝：２６：２４２）。

と、依頼していたのである。そしてこの大木の依頼

に呼応しているのは、明治４（１８７１）年旧暦１１月１２日に横

浜を出帆したいわゆる「岩倉使節団」に随行し、のち文
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部大輔となった田中不二麻呂の事実認識である。とい

うのも、かれは、欧米列強の列強性が少なからず列強

諸国の「教育ノ素」に由来しており、それゆえこの「教

育ノ素」をこの国で「他日、実験二従事センヲ要ス」が

ために（尾形１５１ｅｉ３：４０-Ｉ）、岩倉使節団に随行し、近代

学校装置の視察に出向いたのであった。
また、発足当初の文部省の行政努力を、のちに文部

大臣となった江木千之は次のように回顧している。

文部省の役人もその頃は、沓生あがりの若い威

勢のよいのが揃って居て、地方へ行くと、府県の

役人と一緒になって、畳の上では授業は出来ぬ

ぞ、何が何でもペンキ塗りの西洋館だ。その中へ

机と腰掛けを入れるのだと云って触れて歩いた。

而して新校舎が出来たから見にこいというので、

往って見ると、なるほど田圃中に不似合いな白い

洋式の建物が一つ見える。案内の者がそれを指し

て、“あの建物がそうでずと云う。“机とベンチ

はどうしたが“ハイ、全部机と腰掛けがいれて

ありまず“ア、左様か、それでよろしい、もう

見なくともよい、次の学枚へ行こう”と云って、

途中から引き返してくるという調子で、随分妙な

話が沢山あった（相沢１５１５２：４２）。

文部省は、この国の〈教育〉の正史を幕開ける明治５

（１８７２）年１日暦８月３日頒布の「学制」にさきだって、「学制

着手順序」を公にし（旧暦６月２４日）、その第一に「厚ク

カヲ小学校二可用事」と指令し、その第八に「凡諸学校
ヲ設クルニ新築営繕ノ如キハ努メテ完全ナルヲ期スル

事」と命じている。この「完全ナル」学校、それは、こ

れまでみてきたことから明らかなように、まさしく欧

米由来の近代学校装置のことにほかならなかった。だ
いいち「学校」という呼称そのものすら、

中国の伝統ともまた日本の慣行とも、きわめて

縁の薄いものだった…一九世紀前半の洋学者たち

が…ごく普通に「学校」…と「校」をつけていること

を考えると、けっきょくそれは、かれらの西洋学

校の観念…を介してであったのではないか（石附
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１！｝８５：５３-５）。

とされている。すなわち、「学校」と呼ばれるべき建

築物は、そもそもの含みからして西洋起源の近代学校

装置のことだったというわけである。そして文部省

は、在来のものではないこの「学校」の形態を示すため

に「明治六年文部省制定小学校建築図」を府県にたいし

て示し、諸府県はこの建築物に入れられるべき塗板

（黒板）・机・椅子などまったく新しい備品の雛形を市
町村にたいして示したのであった。

〈教育〉の誕生

〈教育〉は近代学校装置を物質的足場にして成立す

る。言いかえれば、「教」と「育」とをつなげた「教育」と

いう熟語が一般的となるためには、西洋からの近代学

枚装置の「輸入」を待たなければならなかった。だから

「学制」を起点に大正１１（１９２２）年に「教育五十年史」とい

う轡物が編まれたとき、その轡名は、まことに適確な

ものであったと言える。というのも、当時としてはこ

の国の〈教育〉は、たかだか５０年の歴史しかもたない代

物であったのだから。

言いかえれぱ、欧米の“ｅｄｕｃａｔｉｏｎ”ならぬこの国の
〈教育〉の誕生は、“。ｄｕｃａｔｉｏｎ”がベル＝ランカスター教

授法をプロトタイプとす。る“ｓｃｈｏｏｌ”すなわち近代学校

装置を物質的足場にして初めて社会的に成立したこと

に正確に符合している。すなわち、私たちが自明視・

当然視している現在の“ｓｃｈｏｏｌ”つまり欧米起源の近代

学校装置がプラントとして「輸入」されてはじめて、
〈教育〉が人口に檜灸する現実なり観念なりとして成立

したのである。

私たちは、〈教育〉がそこにおいてはじめて成立する

近代学校装置の誕生をリアルタイムでとらえることが

できる。それは大正１１（１９２２）年の「学制」頒布五〇周年

式典で表彰された長野県諏訪郡・伊藤源蔵翁による、

『学制』当時の回想記録である。
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明治五年学制か頒布になりましたから、各部落
にあった所の私塾は、全部廃止になって、私共の

豊平村へも改正の学校がニケ所設置に成って…

明治五年の秋頃の事と思ひますが、愈改正の学

校へ行くには、男子は４１断髪をしなけれｇ到予かれ

ないと云ふので、急にちょん営を鋏切って、剃刀

で剃って各児童が白坊主となって入学致しまし

た。借入学致しましたが、当分の間私塾をして居

た師匠の人たちか出勤して、私塾で教へたと同じ

方法で教へてくださいました。それで子供は私塾
へ行った時の様に、机や文庫を各自に持参致しま

した。

此時よりお師匠様と云わず、教師様と申しまし

た。又子供の事を生徒と云ひ始めました。明治六

年に諏訪町の武居源蔵と申す人が此古田学校の学

事掛りを拝命に成って’教授を致しましたから、先

きの教師は皆退職して、更に此学校の世話役と成

って庶務を執りました。之れが他町村からの教師

の来始めでした。
●●●

明治七年の夏頃に、武居源蔵と云ふ教師か職を

退いて、其後任に同じく上諏訪町より塚原浅茅…

と申す訓導が赴任して、全校児童の学級を定め、

授業生を雇ふて新教則に依て教へて下さいまし

た。此時始めて教師様とは云はず先生と呼ぶ事に

なりました。

此時より各自の机や文庫を廃して、学校で新た

に作った三人掛けの「テーブル」及び腰掛けを用

ゐ、其他塗板・白墨・五十音図・単語図・連語図

等を使い始めました（藤原り４２：１：３３-４）。

１１１１１１１１５（１８７１）年の昌平貴でおこったことがらが、おお

よそ２年後の諏訪にいわば伝導していったわけであ

る。また、１８１３年のアメリカのボストンでバーナード

によって驚かれたレイアウトが、６０年後の豊平村では

「生徒」たちにいわば淡々と受け容れられていったわけ
である（ちなみに「先生」「生徒」という関係が、語彙と

していかにモダニティであるのかを伊藤翁は示唆して

もいる）。

伊藤翁の証言中にある「私塾」は、明ｉｌｉｌ：２（１８７９）年ｌ１月

９日の「朝日新聞」の記事中では「てらや」とのふりがな



が付けられている（龍谷１９８５：７７＝内川・松島１９８３：

３２７）。ということは、この証言にある私塾とは「寺子

屋」のことにほかならない。ところで寺子屋は、けっ

して〈教育〉の場ではなかった。それはあくまでも「手

習い」「学文（がくもん）」「稽古」の場であったのであ
る。

これを逆に言えば、〈学校〉としての西洋学校すなわ

ち近代学校装置にこそ〈教育〉は宿るのである。それゆ

え、「私塾」から「学校」への転換にかかわる伊藤翁の記

憶は、とりわけ明治７（１８７４）年夏の回想は、この国に
おける〈教育〉の誕生をしるしづけるものにほかならな

１／ｙ、

〈教育〉と「普通教育」

しかし寺子屋から小学校へ、「手習い・学文・稽古」

などから〈教育〉への推移にかんして、伊藤翁のケース

はあまりにスムーズであったと言える（８）。たとえば

初代文部大臣・森有礼が尋常小学校４年課程を義務化

した「小学校令」（明ｉｌｌｉｌ！１（１８８６）年４月ｌｏ日）をはじめとす

る諸種の学校令を公布したまさにその年のｌ１月９日の

「静岡大務新聞」には、次のような記事かある。

駿州富士郡地方にては、学制の改まりし以来、

就学児童の小学校を退学する者、ぽつぽつこれあ

る由なるが、近頃は各所の梵寺へ通う児童をチラ

ホラ見受くるに至り、旧時の寺子屋の模様あり

て、追々増加するとの事なり（内川・松ｊ１６１９８４：

３３６）。

「手習い・学文・稽古」をになう寺子屋にたいする需

要と、〈教育〉をになう「学校」つまりは「」ヽ 学ヽ校」；を忌避

す、ミ、風潮は、かなり根強く残っていた。森有礼のいわ
ば劇的存在によって不当にも形カ喘くなっている感か

あるが、太政官制のもとで初代および最後の文部卿と

なり、内閣制度のもとでは第五代文部大臣となった大

木喬任は、明治２３（１８９０）年１０月３０日の「教育二回スル勅

語」に続く文部行政の整備のいわば集大成として示し
た「普通教育施設二関スル意見」においてもなお、「方

社会臨床雑誌第６巻第２号｛‘ＩＳ｝９８．１２．）
垂全國學齢児童ノ就学未夕其半二達セス」（黒田・土館

１９０６：７３）と述べている。

しかし「静岡大務新聞」の記事にかんがみれば、「小

学校」への就学率の低さは、ニュートラルな意味にお

ける「学習」が〈子ども〉の「半二連セス」という状況を

けっして物語っていないことは明白であろう。人びと

はみずからの〈子ども〉の「小学校」における〈教育〉とし

ての学習を拒んだのであり、寺子屋における「手習

い・学文・稽古」としての学習を拒んだわけではな

かったのである。

この状況は、早い時期から行政当局の指弾するとこ

ろとなっていた。すなわち、すでに明ｉｌｉｌ３（１８８０）年、

東京府にかんして「私立小學ハ公立小學ノ興ルヲ妨グ
ルモノニシテ普通教育ノ罪人ナリ」（久保田１８１１１：３１）とす

る認識があった。ここで行政当局（具体的には当時文

部省少書記官であった久保田譲）からみれば、「私立小

學」とは「生徒ヲ毒室二幽」して「時刻ヲ浪費」させ「習字
ノー科ヲ以テ學期ノ大半ヲ経過セシメ」る、いわば寺

子屋同然の学習機関であり、「之ヲ矯正スル能ハスン
ハ純良ノ教育トスル能ハス」（久保田１８８１：３０、３０、３０、

３１、３１）ということであったわけであるが、この「私立

小学校」が東京府下の小学枚の四分の三を占めていた
のである。

逆に言えば、人びとの寺子屋需要の大きさ、これと

表裏一体の関係をなす小学；ｔｉ交：忌避は、従来の寺子屋を

「私立小学校」と呼び名だけ変えて、しかし一応「小学

校」なのだからそこでおこなわれていることは「教育」

なのだという理屈を作り出させた。これは行政権力な
いしは開発行政が近代化＝西洋化政策の一環として人

びとに押しつけたモダニティとしての〈教育〉の、人び

との側からの骨抜き、あるいは偕称ないしは横領であ

る。そしてこの骨抜き・偕称・横領に逢着した政権側

は、「普通教育」という概念を前面に押しだし（９、近代学

校装置と指示連関する〈教育〉を、この「普通教育」に

よって確保しようとしたのであった。それゆえに、繰

り返せば「私立小學ハ・・・普通教育ノ罪人」（久保田

１８１１１：３１）という表現が生みだされたのである。
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〈学校＝教育〉をめぐる悶着

・！ｉ！我が特殊西洋史上で形成されてきた近代学校装置

として、つまり〈学佼〉として認識されるならば、いま

やじつは〈学校〉＝〈教育〉であったこと力ｔ理解されるで

あろう。こ・７：）〈学枚＝教育〉はモダニティであり、在来

物ではない西洋的事象であったのであるから、その創

成期にはさまざまな悶着を社会的に巻き起こした。

たとえば明治１５（１８８２）年刊の、表紙裏に「文ィヒ」と大

沓され、しかし「絡巻失笑」と冠辞の打たれた『学校新

話』（石田寿英著・平山祐之編輯）では、まずは

見レ，ヽニ其学校ノ完全ｆル。一可シ１以按ｆ…諸県教

育ノ普及・ｔ，シフー・・・見レバ・` 其校舎ノ壮麗ｆル９’亦可以ｆ

徴二其文化ノ開進・ｔ，シ９-‘・・・西海東山日月ノ所 ’`照。校

旗相望ｌ南海北陸舟車ノ所｀’通スルロ伊口吾相接シ昨砥

グルニ飴９街頭ニー験兄。今ハ絡々ニ生理沓ヮ於學室ニ‘

朝二闘スニ犬・門前ニ’゛頑童。タュ談１修身學ヲ于講堂

ニー。奎運ノ流行文化ノ波及豊唯置郵便傅へｌ・命７．

電線報スル ’`信ヮ之比９・ラン哉（石田１８８２：３-４）。

と、明治政権の近代化＝西洋化政策によってもたら

されたモダニティ状況の一環をなす、いわぱ事態とし

て４ｙ〉〈学校教育〉を、ひとまず間接的なカリカチュアに

おいて賞賛したうえで、

麗屋藪棟。高ク聳ヘニ青空ニー・。沓槍一帯。遠ク連

りニ後園二一。紅白ノ校旗。金銀ノ扁額。結構頗ル類

シニ神殿ニー。而丿目こ；不｀・見奮皿之光。-４．壮麗宛・

似タリニ佛宇ニー。而耳二不｀’聞ｌｌ梵鐘之努７’。這レハ

是レ方今學校之規模。故二田夫野姐。往往誤認了

シ。停戸杖ツ合セ’掌９．謝シｆニ過去ノ罪障ツｊ。而

祈ルニ未来ノ安楽ヮ’゙ （石田１１１８２：４）。

と、人びとにとっての学校のモダニティ（奇怪性）の

実相を、今度は直接的なカリカチュアのもとに記述し
ている。要するに、「新しい学校…が各地の繁盛記や

所謂開化物の出版物に紹介されているということが、
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・９！＝校がいかに物珍しいものであり、人々の生活の外に

あって眺められている存在であるかを物語っている」

（土屋彗豆：８４）。
しかし「その珍しいものが自分達の眼前に強いられ

て来るとき、人々はあらためて一考し、躊躇せざるを

えない羽目」におちいり、「彼達の中に浸透しようとす

る学校をして、かえって彼達から脅威と憎悪の念を

もって押出」されることになる（土屋凶５３：８４）。

この「押出」のいわばもっとも微笑ましいーとはい

え当時の人びとにとっては深刻な問題であったのたが
一部面では、「学伎の怪１淡」がここに成立する。学校

は、西洋人がやってきて、そこに子どもを集めて血を

抜く場所だとか、学校に行った女子は外国に売りとぱ

されてしまう、などの流言がこれにあたる｛森１９９３：６６；

内川・松丿祠、１５｝８：３ａ：６４９-５０）。あるいは「’政府の方針は頗
る文明的急進の遺方であったが人民の方は之に慣れ

ず、学校へ入て椅子に腰を掛けるを異風とするといふ

課で、学校教育の普及には頗る労苦が多かった」（島田
１９２２：３０）という証言もある。つまり椅子に座るという

風習に違和感をおぽえるという理由で通学をサボター

ジュする、というわけである。福沢諭吉は明治１１

（１８７８）年３月２７日に東京府庁議事堂でおこなった講演
のなかで、「学制」構想の遅滞・不振すなわち就学率低

迷の原因が「人心の不信」にあるとし、

学校の建物なり、器械雑具なり、読書習字の方

なり、言語応接の風なり、事々物々目に新しく、

之を見聞して之に眩惑し、間々或は之を敵視する

者なきに非ず｛福沢１！｝Ｃｉ２：盲箆）。

と述べた。この「敵視」の極限の部分では、学校が破

壌・焼き討ち・毀損されるという事件が起こる（森

１９９３：６４ｆｆ、）（ｌｏ）。
このような極限的ケースは別としても、〈教育〉をに

なう〈学校〉は、明治前半にはつねに悶着の対象であり
つづけていた。そして「公益ナキ私学」すなわち寺子屋

が小学校を「妨害」しているとの苦言は、明治２６（１１１９３）

年の『教育時論』第２８８号になっても、なお呈されてい
る（龍谷１９８５）。



学校化

しかし、近代化＝西洋化政策すなわちモダニティ志

向の一環をなす明治政権の就学率上昇努力は、執拗で

あり飽くことを知らない。この努力は、明治初年の各

府県の「就学告諭」や「就学牌」の配布に始まり（土屋

１９５３；森１９８’７：６３ｆ、ｊ９９３：６４ｆ．）、さきに述べた寺子屋的内
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そしてこの約１世紀のインタバルは、〈教育〉のいわ
ば「過剰蓄積」がすすめられる時間帯であった。だから

２０世紀は〈教育〉の充満が起こった世紀であったと、後

世の人びとから特徴づけられる世紀であるのかもしれ

ない。

３学校化と特殊教育にかんする断章（付論）

実をもつ「私立小学校」を暫定的に「代用小学校」に指定明治の特殊教育
するといういわば苦肉の策をもたらす。
しかし私立小学校のほうでも「多くは「代用」の二字

がつくことを望んだ。代用小学校となると、世間の評

価が高まるからであった」（佐々 木殴１１３：５）（ｌｌ、。しかし

「この学校にも刻々変化がおとづれる。寺子屋式は廃

止され、教室も机、腰掛けに代わっていった」（佐々木

１５１８３：５）。というのも、「私立小学校」は「代用小学校」で

あるかぎり、かぎりなく近代学校装置に接近してゆか

なければならない運命のもとにあったからである。

イリイチに発する「学校化」という概念１２、をけっして

抽象的にとらえてはならない。それは近代学校装置と
いう具体的時空への幼年の人びとの収納による、その

幼年の人びとの〈子ども〉化ないしは「生徒化」｛岩見

１９５｝：３：６１ｆｆ．）という、具体的現実を指し示している。マ

ルクスは、〈ｌｊｌｌ労働者〉-サラリーマンのことを思い

浮かべればよいーという人びとないしはカテゴリー

か成立する前提には、資本の原始的薔積ないしは本源

的薔積という歴史過程が事実として存在したこと、あ
るいは理論的に存在しなければならないことを明らか

にした（マルクス１８５７／８訳＝１９１５：３；１８６７訳＝１９６９：３３９ｆｆｌ）。

これをなぞって言うならぱ、「現代人」である私たちの

〈教育〉や〈学校〉の自明視・当然視および〈学枚＝教育〉

にまつわる諸問題も、以上にみてきたような、近代学

校装置を原基とする〈教育〉の原始的薔積ないしは本源

的蓄積の基層の上にはじめて存立しているのである

（１３）ｏ
実質就学率が５０％を越えたのは明治２９（１１１９６）年（安

川１９６４）、女子の名目就学率か５０％を越えたのは翌

３０（Ｓ９７）年。私たちは、〈教育〉の原始的蓄積が軌道に

乗り始めた時期の１００年後を生きている。

明治：３９（１９０６）年の刊行になる「明治学制沿革史」に

は、「特殊教育」にかんする記述が第１７章として置かれ

ている。しかしこの特殊教育の内容は、

（１）學習院、華族女學校

（２）陸軍諸學校（陸軍大學校、陸軍士官學校、陸軍中

央幼年學校、陸軍戸山學校、陸軍野戦砲兵射撃

學校、陸軍ｌｌ；塞ｌｉ包兵射撃學校、陸軍砲工學校、陸

軍騎兵賞施學校、陸軍砲兵ニ１二科學校、陸軍教導

團、陸軍経経理學校、陸軍々醤學校、陸軍獣醤學

校、陸軍々巣學校）

（３）海軍諸学校（海軍大學校、海：ｉｌｌ兵學校、海軍機開

學校、海軍々馨學校、海軍主計官練習所、海軍

造船校練習所、海軍機関術練習所、海軍砲術練習

所、海軍水雷術練習所）

（４）商船学校

（５）郵便電信学校

（６）水産講習所

（７）壹湾諸学校（國語學校及國語傅習所、公學校、小

學校、師範學校、替學校）

であり、現在私たちがイメージする特殊教育とは、

まったく内容を異にしている（黒田・土館１９０６：

１１８４ｆｆ）。すなわち、明治終盤においては、特殊教育と

は上流階級や、軍隊その他国策的事業にかかわる学

校、そして植民地学校の総称なのであった。多少なり
とも私たちが抱く特殊教育のイメージに近いものは。

「明ｉｉｉ学制沿革史」では、第二章・初等教育の第三節
にある盲唖学枚としてあらわれる。
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盲唖学校

「明治学制沿革史」には、

従来盲唖教育トシテ世二知ラレクルハ盲者ハ

絨、按摩、音楽、唖者ハ裁縫、彫刻等・一二ノ手

蘇ヲ學習シ後カニ生計二資スルノ料タリ随テ其ノ

教育ノ方法モー定ノ校舎ナク専ラ徒弟的ニシテ完

全ノモノ非サリシカ其ノ教育ノ良途ヲ開キクルハ

京ｊ１１参亜院ヲ以テ嘆矢トス（黒田・土館１９０６：１８９ｆｌ）

とある。明治８（１８７５）年に有志立として発足し、明

ｉｌｉ１２（警曇）年に京都府立となったこの盲唖院では、当

初は「̶箇年所在ノ小學校教場二入レ盲生ハ傍聴唖生
ハ傍観セシメ満七年二至りテ始メテ其入院ヲ許ス」（黒

田・土館１９０６：１７０）とされ、５年制の課程をとってい

た。この明ｉｌｉｌ：２（１８７９）年には大阪府立大阪模範盲唖学

校が設立されたが、翌年には府立としては廃止され、

有志立の形となった。また明治１３（１８８０）年には、東京

にまず有志立で楽善会訓育院が設立され、この訓育院

は明ｉｌｉｌ８（１８８５）年に文部省直轄となったことから官立

訓盲唖院となり、さらに明治：２０（１８８７）年には東京盲唖

学校と改称された。この東京と京都の盲唖学校では、
／卜学校に準じる尋常科とともに、職業に通じる技芸科

力暦設され、「盲生」には琴やバイオリンなどの音楽、

鍼治、按摩の、「唖生」には図画、形刻、指物、裁縫の

訓練の機会力雙供された。目カ坏自由な人、耳カ坏自

由な人も、明治政権の近代化＝欧化政策の一環をなす

つの本質とする〈学校〉へ人びとカｔ〈子ども〉たちをやる

ことが自明化・当然化したとき、学習困難児・学習遅

滞児が現象してくる（１４）。
この事態にたいする最も早い対処は、明ｉ台２２（１８８９）

年の長野・松本尋常小学校でおこなわれたといわれ

る。学校日誌によれば、松本尋常小学校では「管理の

利を捨てて教授の便により従来の学級を改め」（文部省
１９’７１１：１３９）、自然学級から今様にいえば習熟度別学級編

制とし、甲乙丙（さらに丁戊）の下に「落第生」を置いた
のである。しかし「此法は劣等学級生は、他の軽侮を

受くると共に自暴自棄の念を起し、訓育上の障害とな

り、又各学；級教授の進度を異にし、授業上の統一を欠

き、且教員何れも劣等学級に当るを嫌悪する等の弊

害」｛文部省１５｝’７８：１３９）があり、５年後の明治：２’７（１８９４）年

に自然学級に戻したという（１５）。

これは就学率上昇にともなう学校の自然発生的「努

力」の嘆矢であるが、この学校側の「努力」は、明治期

後半にはこのような「落第生学級」や「低能学級」といっ
た「ずいぶん率直な呼び方」の学級をもたらすように

なっていた（辻村１！？７２：９５）。そして後追い行政的に文

部省は、明治４４（１９ｎ）年に師範学校付属学校にたいす

る訓令の中で、「心身発育不完全ナル児童ヲ教育セン

ガタメ特殊学級ヲ設ケテコノ方法ヲ研究センコトヲ希

ム」と述べている（辻４；ｉｌ‘１９７２：９６）。明治３９（１９０６）年段階

では私たちが思い描くものとはまったく異なる内実を

もっていた「特殊教育」が、その５年後の文部省訓令中
の「特殊学級」という言葉をつうじて、次第に私たちの

時代のものとなってゆくのである、１６、。

・判交化び）大波のなかで、「盲唖生」として〈生徒〉ィヒされシステム化のテロル：むすびにかえて

てゆくわけである。

私たちは学校化の完成というモダニティ状況のなか
落 第 生 学 級 を 生 き て い る 。 明 治 初 年 に は 嫌 悪 の 対 象 で あ っ た 学 校

に私たちは吸い込まれてゆき、逆に教育は学校をこえ

知的ハンディキャップをもつ幼い人びとにたいするて世の中に張り出してゆく。日く「家庭教育」「＝ｌｌｔニ会教

対処が必要となる条件は、・１奔佼化によって〈子ども〉が育」「生涯教育」などなど。明治初年の人びとのボキャ

生徒化され、その生徒化が量的に拡大すること、端的プラリーにはなかった「教育」という言葉が、近ィ‘ｔ学校
に就学率がかなりの高まりをみせる状況が現出するこ装置の林立とそこへの〈子ども〉の収容につれて、自明

とである。言いかえれば、一：１￥教授的画̶性をその一なもの、当然のこととなってゆき、家庭に、映画に、
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書物に、テレビに入ってゆく。

明治５（１８７２）年「学制」の頒布にさきだってその前日

に示された太政官布告第２１４号、いわゆる「被仰出書」に

ある「自今以後一般の人民（華士族農工商及婦子女）必

ず邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめん事を期

す」という明治政権の期待は、〈学校＝教育〉の普及を
つうじて、いまやかなえられたわけである。

しかしこ（７：）学校化の完成は、近代学校装置が想定し

ていた児童生徒規格からの少なからざる偏差をもつ

〈子ども〉たちの、近代学校装置への吸収を意味しても

いた。これにより近代学校装置の導入当初には「盲唖

学校」の設立がなされ、また就学率の上昇にともなっ
’（｀特殊学級がいわば自然発生的に誕生し、行政は後追

い的にこれを制度化していった。学校化の完成は、こ

のような経緯をみるかぎりでは、学校の「システム化」

（ミュラー・リンガー・サイモン１９８７訳＝１９８９）、学枚

社会臨床雑誌第６巻第２号（・１９９８．１２．）

のなさを物語るものであると安直ｌこ解釈して浅い次元

で納得している。しかし、〈子ども〉のプレイスメント

を決定する視線はかの女／かれらをまさしく「透明」に

するものであり、それは一つの「柔らかいテロル」にほ

かならない（１９）。

学校化という生硬なテロルがそのようなものとして

感じとられた〈教育〉の原始的薔積期はとうに過ぎた。

しかし個性化・多様化という学校システムの内的分

化・複雑化のなかで、いまやこのテロルはさらに奥深

く巧妙なものとなってきている、２ｏ）。近代の突端として

ある現代において、私たちは、このテロルのテロルと

しての同根性を、モダニティの問題として「考古学」観

点から問うてゆかなければならず、これをつうじて根

源的な「改革」の道を探ってゆかなければならないであ

ろう。

システムの内的複雑化、をその内実としているｕ７）。〈注〉
ここで「行政語」を借用するならば、こ・７：〉学校化過程

は学校システムの内的「個性化・多様化」の帰結であっ

たということになる。たしかに学校システムは内的に

「多様化・個性化」することによって、およそ〈子ども〉

たる人びとの近代学校装置への収納を可能にしたので

あった。
このシステム化は、学校にかかわるサブシステム間
一学級レベルではたとえば習熟度別学級間ぺ＝・普通学

級・対・特殊学級間、学校レベルではたとえば小学

校・対・養ｉ匝学校小学部間-の偏差の拡大をもたら

すが（１８）、しかしこの意昧での多様化・個牲化は、サ

ブシステム内の画一牲と表裏一体の関係をなしてい

る。言いかえれば、「個性に応じた教育」は、このシス

テム化のもとでは、全体としては多様化した学校シス

テムのしかし個別的には画-化したどのサブシステム

部分に〈子ども〉をプレイスメント（配置）するかとい

う、制度次元での選抜・選別の課題・問題を引き起こ

すのである。そしてこの制度化された多様性のもと

に、〈子ども〉のプレイスメントにかかわるさまざまな

テストや観察や監視が発達してゆく。

「酒鬼薔薇聖斗」は自身を「透明な存在」と沓いた。そ

して多くの人びとは、これは現代の児童生徒の存在感

（Ｉ）Ｅ．Ｐ．トムソンは、〈経済〉が離床する以前のこの状態

を「モラル・エコノミー」と呼んでいる（二宮１９９５：

５）。

（２）ちなみに、ヴォルテール（１６７６～ロ４５）に起因させな

がら「教育」の誕生を「１８３５年から３８年ごろ」としてい

ることはいささか奇妙であるが、原典においてもた

しかにこの年号で記載されている（Ｆｒｅｉｒｅ、Ｐ．ｅｔ

ａｌ．１９７５：４４）。

（３）このあたりの〈西洋教育史〉にかかわるレビュー

は、主として梅根（１９５９；１５１ＣＳ７：１９６８）を参照。

（４）この場合の「脱呪術化」の用法は、マックス・

ウェーバベ、ニは忠実にしたがってはおらず、伝統社

会からの脱呪術化ののちにモダニティによって再呪

術化された状況、すなわちモダニティの自明化のも

とにある「現世を呪術から解放すること」（ウエー

バー１９２０／２ｌｃ：７６；１９２０／：Ｚｌｄ：２１４）という意味で用いてい

る。

（５）森（１９８７）では、森は藤原（１９８３）をフォローしている

が、森（１９９５）の段階にいたっても、すぐれた先行研

究としての藤原（１９８１）の存在を知ることかなかっ

た。この件については、歴史学研究会第１８回例会
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（近代国民国家と教育：統合される民衆・されない

民衆、於明治大学、１９９７年７月１２日）において口頭な

らびに報告資料によって明らかにしたところであ

る。なお、藤原（１９８１）と森の一連の検討との決定的

種別性は、後者がこの国における「教育」という言葉
の一般化を近代学校装置という物との指示連関関係

のうちに求めている点にある。

（６）この近代化＝欧化は遺伝子問題にまでおよび、明
包轟（１８８４）年１こｌｊ：ｉ島橋義男の手になる「日本人種改良

論」（高橋１８８４＝１９６１）があらわれた。欧米人との「か

けあわせ」で、日本人種そのものを欧化＝近代化す

ることが当時現今の課題だとされたわけである。明

治４３（１９１０）年になっても海野幸徳が「日本人種改造

論」を著している（鈴木１９８３＝５１ｆｆ１）。

（７）「夫レ「ノルマルスクール」（師範学校卜詳ス）ノ柄ハ

是不幸ニシテ誤り名ケラレシ所ニシテ乃チ普ク柄ス
ルニ此名ヲ以テスルカ故二世大二錯雑不定ノ意見ヲ

生スルニ至レリ所謂ル「ノルマル」ノ禰ハ其原拉丁ノ

「ノルマ」ト云語二出テ即チエ作上ノ儀型即チ模範ノ

義ニシテ現二「モデル」（模範ト課ス）卜云語ト異ナル

所ナシトス今「ノルマルスクール」ナル語ヲ考フルニ

即チ模範學校ノ意ニシテ即チ茲二一定ノ規模アリ同

等ノ他校ヲシテ之二模擬準披セシメン為メニ設クル

所ノ者是ナリ…是故二余輩之ヲ柄シテ「ノルマルス
クール」卜為セハ則チ大二其意義ヲ差誤スル所アリ」

（エスハート１８７２訳＝１８９１５：２２６-７）。この記述は森

（１９９３：１８）の論述部分の遅まきながらの引証となる議

論である。

（８）諏訪郡は明治初年ｌこは筑摩県に属しており、この

筑摩県の県令・永山盛輝は「教育狂」とまで言われる

人物であり、「学校盛大な村に限り村芝居を免許」し
たという（石戸谷１９６７：２８-９）。

これにたいし、明ｉｌｉｌ４（１８８１）年９月日の「函右日報」

によれば、静岡県裾野市では「学校より屋台が必要」

との見出しで、次の記事が載せられている。「駿東

郡の佐野村は旧三小区にての貧村なるが、咋今学務

委員及有志の尽力にて学校を建築せしかぱ村内の若

者等は大に不平に’（学校よりは屋台のほうが大切な
ｉＳｈ今！牧は寺にても明家にても済なり、屋台が無く
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ては祭礼の節、太鼓やら笛やらに差支るなり、依て

学校を建てたる上は是非旧暦八月五日頃に屋台を作

らねば学校好の家を打潰すなんど云居る由。中には
いヽ年をして屋台の周旋をするお利□もあり…」（裾

野史編さん専門委員会警：２００）。伊藤翁の事例の
スムースネスは、間接的ながらこの記事にうかがわ

れよう。

（９）この「普通教育」は、Ｊｎｉｖｅｒｓａｌｅｄｕｃａｔｉｏｎの訳である
が、明治初年の開発権力すなわち明治政権にとって

は、モダニティとしての〈教育〉にたいして与えられ

た「普通」という冠辞には、「全人口ｔＪｎｉｖｅｒｓａｌ」という

意味と、欧米列強ではそれが「普通ｔｌｎｉｖ、５１・ｓａｌ」となっ

ているという、二重の意味が込められていたことで

あろう。

（１０）この最大の事件は明治９（１８７６）年のいわゆる伊勢暴

動におけ、ｉ、学校破壌・毀焼事件である。この事件は

当時の愛知・岐阜・堺の三県に波及し、三重県のみ
でも７９校が毀焼・損壊された。なお、森（汐９３：７３）は

この事件を、ホブズボーム（１９５９訳＝１９７１）経由で、

スペイン暴動にかんするブレナン（１９４３訳＝１９６７）の

記述を・比肩すべきものとして引用しておいたが、こ
れはあながち的外れとは言えない直観であったよう

である。というのも、ノーマンは次のように述べて

いるからである。「日本の農民に類似するものとし

ては十九世紀末のスペイン農民が挙げられよう。当

時のスペインでは不在地主制度に対する農民階扱の

憎悪の現われが教会への放火や大公の邸宅の襲撃と

なり、これがキリスト教の教義のむしろ文字どおり
の受容や、奇蹟をおこなう聖人の保護という子供ら

しい信仰と結びついていたのである」（ノーマこ／１９４０／

９３訳＝Ｉ！１９３：１２８）。

なお森（１９９３）では言及する余裕はなかったが、堀

浩太郎は岐阜県におけ．ｉ、学校破壊事件にかんして、

「悉皆焼失の小学校は明治８年新築された学校及び造

営・修繕などがされ新築同様の学校に限られてい

る。…暴徒は新築及び新築同様の小学校を攻撃対象

としていたと考えられる」｛堀Ｉ！｝８０：２４-５）。この文脈

から言うならば、森（１５１９３）は堀（１９８０）の教育史的知

見、およびかれが「学校放火の理由についての識論



（「何等之趣旨ヲ以放火可致哉及対論」）の内容力明ら

かになれば、〈暴徒〉らの小学校観ひいては教育観が

解明されると思われるが、史料的制約のため現状で
は明らかにできない」（堀１９１１０：２３）として開いておい

た問いにたいして、これをマクロ社会学的見地から

モダニティの問題にの場合は寺子屋規模を越えた

大規模学習レイアウトとしての学校のモダニティ）
としてとらえ直し、一定の解答を与えたものと位置

づけることかできる（森１９９３：６９ｆｆｌ）。

じっさい伊勢暴動では、〈暴徒〉たちは「凡洋風ヲ

擬スル家屋ヲ毀ツ」（神山・村松１９８１：ｎ７）とされた。
つまりかれらは無差別攻撃を仕掛けたわけではな

く、西洋すなわち近代すなわちモダニティという奇
・怪性に焦点をあてて、ピンポイントで戦争を仕掛け

たわけである。／ｊヽ学校破壌はその一環にあった。た

とえば桑名市にあった精義学校は寺社が、便宜的に

学校として提供しているだけであるとして、〈暴徒〉

にたいして「当学校之義ハ仏眼院庫裏ニシテ当時学

校二貸渡シ有之候品ニテ全該寺沙檀共有之義二付破

壊不致様」と説得したが、暴徒は「右建家之如キ校舎
ノ為二建築スル判然」として「たちまち打ち壊されて

しまった」という（三重県総合教育センター１９８０：
４１３-４）。

しかし必ずしも〈西洋＝近代＝破壌〉という〈暴徒〉

の原則は一貫してはいなかったようで、四日市の浜

田学校は「狭小な物で、普通の座敷の畳を上げ椅子

腰掛を置いた程度」とはいえ、スコットの師範学校

から伝導した伊藤翁の証言になる諏訪・豊平村小学

校と同様、たしかに寺子屋ではなく小学校と呼ばれ

るぺきインテリアであったにもかかわらず、「藁束

を積んで喊声を挙げ将に放火せん」とした〈暴徒〉に

たいして旧桑名藩士・佐久間鉦三郎「先生は止むを

得ず最後に大地に手をついて頭を垂れ懇願せられた

模様で、流石暴徒も学校の放火を思留り、皆四日市

方面へ馳せゆき漸く危険を脱したのであります」と
の記録がある（堀木／四日市ＩＳ１８２：７２）。

（１１）おそらくこの背景には、需要の多い寺子屋「就学」
がフォーマルな「就学」としてカウントされるという

事情があったのであろう。つまり、「代用小学校」サ
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イドの利益だけではなく、そこに通わせる人ぴとの

側の利益が「代用」の二文字に集約されていたのであ

ろう。

（１２）正統派教育アカデミズムが当初「脱群校ｄｅｓｃｈｃ、ｏｌｉｎｇ」
という概念に目を奪われて、「ｓｃｈｏｏｌｉｎｇ」をたんに機

械的に「学校教育」と定訳していたことに異議を発

し、これをイリイチの真意を汲んで「学校化」と訳す
べきであると主張したのは、山本（１９８４）の大きな功

績である。

（１３）アカデミズムに本来は居てはならない種類の不躾

な人は、何の出典明記もなしに、発端としては

ウェーバーの近代資本主義分析の読み込みから得

た、この論旨をふくむ私の一連の論考｛森１９１１：∃Ｓ；１９８６；

Ｉ！｝８７；１９９５；１９９８）における近代＝奇怪の辞書的なニュ

アンスの再活性化と、これにもとづく固有に社会学

的な一つまり「教育アカデミズム」のたんなる一仕

様である「教育社会学」とは異株の一分析対象とし
ての〈教育〉の定立というライトモチーフないしはマ

スターテーマを、例の括弧すら詐取するかたちで

酒々と、しかもいささかならずピント外れの切り貼
り的流用のかたちで、幾度となく論じている。そし

てあろうことか、そのテーマ部分の出典を以前その

人物が書いた人名間違いまでそっくり同じ論文に求

めることで、〈教育〉の定立をあたかもご自分のオリ

ジナルな知見であるかのようにみせかける醜悪さを

呈している。さらにあげくの果てには、このような

現、？Ｘはいまや教育研究においては「常識」であると、
一部の教育学者および編集者をふくめた徒党を組ん

で強弁する始末である。「教育アカデミズム」および

それをとりまくジャーナリズムとは、げにもあさま

しく情けない学問領威なのであろうか。それともこ

のような生半可な詐取は、ただたんに特定の組織や

学派に固有の「伝統」となっているのであろうか。あ
るいは、私が知る数少ない教育学者や教育ｔに会学者

は、たまたま「教育アカデミズム」において特殊に潔

癖で気高い倫理観をもつ奇特な人びとであったとい
うことなのであろうか。そのいずれであるにせよ、

ともかくもこの行俄の悪い人物のおかげで、私は自

分の過去の論考を極力引用しないというこれまで自
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分に課してきた美学を、しばらくの間は放棄しなけ

ればならないという苦痛を酎え忍ばなければならな

くされている。

率直に言って、この注はいささかならず下品な注
である。が、それでもさらにもう少し品を欠いた
一つまり固有名詞をもちだした一記述は森

（１９９８）を参照。念のために断っておきたいが、「品が

ない」というのは私自身の審美的基準においてであ

り、この私的判断における「品のなさ」は、まったく
一般的な意味で下品かつ下劣な人物およびそれをよ

しとするような同類の人びとに、私の品格が否応な

く巻き込まれたことによって余儀なくされたことの

結果である。だから客観的にみれば、私には二重の

災難一つまり窃盗的詐取の被害者であるとともに

正義の回復のために審美的基準を低下させられてい

る被害者であるというーがふりかかっている。幸

い私は林檎ではないから、巻き込まれて腐る心配は

ないのであるが、腐った林檎はたしかに品格のある

人びとには災厄しかもたらさないのであろう。

（１４）障害について辻村は次のように述べている。「個人

差が、極端に並はずれていると、さしさわりが起こ

る。なぜならば、人の社会は、だいたい平均的な人

の心身の性質に合わせて、生活のルールを定め、道

具を作り、建物をたててある。そこで極端な個人差
がある場合、たとえば、たとえば背が高すぎると、

頭力沃井につかえてはなはださしさわりが生じる。
これが障害なので、背カ塙いということそれ自身は

障害ではないのである」｛辻村１！｝’７２：１０１）。たしかに

「障害」は、つねに社会的想定と相関関係にあり、こ
の点では社会的に構築されるという側面を有してい

る。

（１５）ただし正反対の事例も存在する。明治：∃Ｓ３（１９００）年
ごろの長野尋常小学枚では、のちに「晩熟生学級」と

呼ばれるようになる「特別なる教育」をおこなう「特

別学級」（当時は「鈍児学級」と呼ばれていたようであ
る）があり、この「劣等生のみを集むるがゆえに、教

授上他生の妨げとならざる」学級では、「卒業時に至

れば、普通生に比してその成績中等もしくは中等以

上に位するをみる」（文部省１９７１１：１２Ｓｇｆ．）とする「成功

８４

例」もある。

（１６）しかし「学制百年史（資料編）」（文部省１９７２）を見る

かぎり、特殊教育関係の法令には大正１２（１９２３）年８月

２８日の「盲学校及聾唖学校令」、同年同月２９日の「公

立私立盲学校及聾唖学校規定」、昭和２１（Ｉ！？４６）年４月

｜日の「官立盲学校及聾唖学校官制」カ９己載されている

のみであり、特殊教育法令は盲・聾唖臣学校に限定さ

れている。「養護学校」は昭和：２２（１９４７）年３月２９日公

布の「学校教育法」第一条で法的に学校と定められる
のがそのはじまりであるが、それは「盲・聾以外の

心身障害児を対象とする学校」を総括する名称であ

り、その淵源は、昭和１６（１９４１）年３月１４日制定の「国民

学校令施行規則」第５３条中にある「身体虚弱、精神薄

弱其ノ他心身二異常アル児童ニシテ特別養護ノ必

要」にもとづく「養護学校」の編制計画に求められる

｛文部省１５｝″７８：１８１）。

（１７）学校の「システム化」とは学校システムの内的機能

分化のことであり、統１１ｔ学的にたとえて言えば、全

体としての学校システムにかんして、級蜃分散が大

きく級１；’；】分散が小さくなる状態をさしている。つま

り、複合的機能をもつ学校が、さまざまな種類の単

機能的学校に棲み分け的に仕分けられ、さらに諸学

校間のアーティキュレーション（接続）、おおそよで

言えば進学資格関係がタイトになるという状況（た
とえば朝鮮高級学校は高等学校ではないから大学入

学資格を認めないといった）をさしている。

（１８）とはいえこのシステム的多様化は、養護学校にか
んするかぎり、必ずしも強権的に推し進められたと

いうわけでもない。学校教育法第９３条（附則）によっ

て「事実上たな上１月｛文部省ＩＳ｝’７８：１８２）にされた都道

府県の設置義務（学校教育法第７４条）にたいし、昭和
：３０（１９５５）年、「全国精神薄弱児育成会、全日本特殊

教育研究連盟、日本肢体不自由児教育振興会、小児

麻揮父母の会、全国特殊教育担当指導主事協議会、

全国連合小学校長会、全日本中学校会、全国都道府

県教育委員会協議会」の十団体によって、「養護学

校・特殊学級整備促進協議会」が結成（文部省１９７８：

２０１）されるというかたちで、いわば「下からの」要求

も、このシステム化にはかかわっていたのである。



社会臨床雑誌第６巻第２号（‘１！Ｅｉ９８．１２．）

（１９）これはたとえて言えば、「缶詰」を「瓶詰」にする努訳）法政大学出版局．

力である．共同体的相識関係のもとでは、ある人はギデンズ、Ａ．１９９０訳＝１９９３「近代とはいかなる時代

固有にその人であるにほかならず、その人の「内面」か？」（松尾精文・小幡正敏訳）而立書房．

を透視する必要を感じない．○○さんは○○さんでグールド、Ｓ、Ｊ．１９８１訳＝１９８９「人間の測りまちがい」（鈴

ある、という「缶詰」的個人で用が足りるのである．木善次・森脇靖子訳）河出書房新社．

しかし、「個性」なるものが問題となる状況のもとで堀：；・１に忠良／四日市市立教育研究所

は、○○さんはいったい誰であるのかという問いが１９８２「佐久間先生」（「四日市教育百年

生 れてくる ． こ こ に ○ ○ さ ん の Ｉ Ｑ な り 適 性 検 査 結 果 史 」 ） ．

なり「ＳＰＩ」なり「ＥＱ」なりカ咽査対象となり、○○さ藤原敬子１９８１「我が国における「教育」という語

んは「瓶詰」つまり透明にされてゆくである．このよに関しての一考察」（三田哲学会編「哲

うな状況のテロル性（暗殺的暴力性）にかんする指摘学」第７３集）．

については、山下（１９７７）、日本臨床心理学会１９８３「広瀬淡窓の教育観 -「教育」の

（１９７９）、グールド（１９８１訳＝１９８９）を参照．語を中心に」（日本思想！ｉｌ！懇話会編「季刊

（２０）そのさいみられるｌに会学的問題としては、たとえ日本思想史」第１９号．

ばアメリカでは、特殊学級へのプレイスメントにか藤原喜代蔵１９４２「教育思想学説人物史」（第一巻）

ん し て 、 郊 外 の 白 人 小 学 校 で は 慎 重 か つ フ レ ク シ プ 東 亜 政 経 社 ．

ルなテスト・・１＝・処遇がおこなわれるのにたいして、都福沢論吉１９６２「福沢諭吉全集」（第１９巻）岩波書店．

市ゲットー部の黒人小学校では旧式のいわぱぞんざ福田飲一１９７０「近代の政治思想」岩波書店．
いな手続きで特殊学級へのプレイスメントがおこなＦｒ。ｆｒｅ、Ｐ、１１１１ｃｈ、Ｉ．、Ｄａｕｂｅｒ．Ｈ．、ｌ・｛ｕｂｅｒｍａｎ、Ｍ．

われるという、心理測定そのものにかんする人種的１９’７５ＲｊＳＫ．ＷｏｒｌｄＣｏｕｎｃｉｌｏｌ｀（：：ｈｕｒｃｈ．

階級的差異が見いだきれている（Ｍｉｌｏｓｋｌ１９８６：ホブズボーム、Ｅ．Ｊ．

１９８ｆｆ．）ことかあげられる。
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１８１９Ｂｒｉｆｊｓｌ，ＲＩ，・／ぬ１，７１ｅ，７£ａ町ｙｊ匈，ｅｒ；Ａ£）ｊ-

ｇｅｓｆｏｆＲｅｌｕｍｓＡ・ｆａｄｅｌｏ£１７ｅＳｅｌｅｃｆＣｏｍｊｌｌｅｅ

メ切ｐｏｊｎｌｅｄｌｏｊｎｇｕｊｆ？加ａ）Ｚｌｊｌｊｃａｌｊｏｎｏｆ£１１ｅ

Ｒ）（）ｒ；ＳｅｇｊｏｎｌＳＩＳ．

１９９４訳＝１９９７「再帰的近代化」（松尾精イリイチ，Ｉ．／フレイレ，Ｐ．

文・小幡正敏・叶堂隆三訳）而立書房．

ブレナン，（１１９４３訳＝１９６７「スペインの迷路」（鈴木

隆訳）合同出版．

エスハート，Ｊ．１８７２訳＝１８９６「学室要論」（ファン・カ石田壽英

ステール訳）文部省．

エリアス，Ｎ．１９３６／６９訳＝１９７８『文明化の過程』下巻石戸谷哲夫

（波田節夫・溝辺敬・羽田洋・藤平浩之石井研堂

１９７５訳＝１９８０「対話一教育を超えて」

（角南和宏・林淳・島田裕己・伊藤周

訳）野草社．
１８８２「学校新話」（平山祐之編輯）東京

松樹書屋蔵版．

１９６７「日本教員史研究」講談社．

１９２６「明菊誰物起源」（第二版）春陽堂．
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岩見和彦

１９９８．１２．）

１９８５「西洋教育の発見」福村出版．

１９９３『青春の変貌＝青年社会学のまな

ざし』関西大学出版部．

京大学教育学部紀要」第２７巻）．
-１９８６「教育分析と社会学」（東京世学教

育学部紀要第２６巻）

文部省１９５４「学制八十年史」大蔵省印刷局．

１９７２「学制百年史」帝国地方行政学会．

１９７８「特殊教育百年史」東洋館出版社．

ミュラー，Ｄ．Ｋ．／リンガー，Ｒ／サイモン，Ｂ．

１９８７訳＝彗「現代教育システムの形

成」（望月幸男監訳）晃洋書房．

日本臨床心理学会

１９７９『心理テストその虚構と現実』

現代轡館．
二宮宏之１９９５「ソシアビリテ論の射程」（二宮宏

之編「結びあうかたち」山川出版社）．

ポランニー１９２４-６４訳＝１９７５『経済の文明史』（玉

野井芳朗・平野健-郎編訳）日本経済新

聞社．

１９５７訳＝１９７５「大転換」（吉沢英成・野

口建彦・長尾史郎・杉村芳美訳）東洋経

済新報社．

尾形裕康

Ｐａｒｓｏｎｓ，Ｔ

１９４０／９３訳＝１９９３「日本における近代国

家の成立」（大窪懸二訳）岩波書店．

１９６３「学制実施経緯の研究」校倉書房．

Ｉ！｝７７７７・ｅＺｌｓ／ｏ仙ｊｏｎｏｆ．Ｓｏｃｊｅｌｙ（ｅｄ．ｂｙ

Ｔｏｂｙ，Ｊ．）．ＮＪ，１）１・｛ｌｎｔｉｃｅ-Ｈａｌｌ．

-

●

（ｋ）ｎｔｒｏｌご’（Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ（ｅｄ．）ｊ５１ａ，ｌｄｌｘ）ｏｉｏｆ佐々 木直剛１９８３「下谷浅草小学校と児童の歴史」（非

７７，ｅｃ。ｙａｊ７ｄｊ＆ｓｅａ❹，ｊｂｒ血

ｊ∃ｄｌｊｃａ£ｊｏｎ）．島田三郎１９２２「改正教育令の発布」（国民教育奨励

１９９６「現代社会の理論」岩波沓店．会「教育五十年史」）民友社．
皿「近代・人間・教育」（田中智志相裾野史編さん専門委貝会

『 教 育 の 解 読 』 ） 世 織 轡 房 ． １ ９ ９ ３ 「 裾 野 市 史 」 （ 第 四 巻 資 料 編 ： 近 現

１９９５「教育の世紀末」（『家庭科学』第代Ｉ）裾野市．

６ １ 巻 ４ 号 ） ・ 鈴 木 善 次 １ ９ ８ ３ 「 日 本 の 優 生 学 」 三 共 出 版 ．

１９９４「教育言説の環境設定」（「教育社高橋義男１８８４＝１９６１「日本人種改良論」（嘉治隆

会 学 研 究 ） 第 ５ ４ 集 ） ． 一 編 「 明 治 文 化 資 料 叢 轡 」 （ 第 六 巻 ： 社 会
１９９３「モダンのアンスタンス」ハーベ問題編））風間轡房．

ス ト 社 ． 坪 井 玄 道 １ ９ ２ ２ 「 創 １ １ Ｓ ！ 時 代 の 師 範 教 育 」 （ 国 民 教 育

１９８７「モダニティとしての教育」（「東奨励会『教育五十年史』）民友社．

-

神山栄治・村松勝順

１９８１「「伊勢暴動文書」にみる教育関係

史料」（「三重大学研究紀要（教育科学）」

第３２巻．

龍谷次郎１９８５「寺子屋から学校ヘー近代教育

成立の実相」（日本生活文化史学会編「生

活文化史７塾と学校」）雄山閣．

久保田譲１９２２「東京府下学事巡視功程」（「文部

省第八年報」）．

黒田茂次郎・土館長言

１９０６『明Ｍｒ学制沿革史』有明書房．

ルーマン，Ｎ．１９６５訳＝１９８９「制度としての基本権」ノーマン，Ｅ．Ｈ．

（今井弘道・大野達司訳）木鐸社．

マルクス、Ｋ．１８５７／８訳＝１９６３「資本主義的生産に先

行する諸形態」（手島正毅択）大月書店．

１８６７訳＝１９６９「資本論（一）』（エングルス

編、向坂逸郎訳）岩波書店．

マイヤー、Ａ．０．

１９３０／５０訳＝１９８２「Ｓｔａａｔ〔国家〕という言葉

の歴史に寄せて」（平城照介訳・成瀬治

編訳「伝統社会と近代国家」）岩波轡店．

Ｍｉｌｏｆｓｋｌ、Ｃ．Ｄ．

１９８６．“ＳｐｅｃｉａｌＥｄｕｃａｔｉｏｎａｎｄＳｏｃｉａｌ

見田宗介
森 重 雄
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土屋忠雄１９５３「就学督促と拒否の時代」（「教育

学研究」）第２０巻．

辻村泰男１９７２「特殊教育一分離と囲い込みの

百年」（「文部時報」第１１４５号）．

内川芳美・松島栄一郎
１９８３ａ『明治ニュース事典』（第一巻）

毎日コミュニケーションズ．

１９８３ｂ「明治ニュース事典」（第三巻）毎

日コミュニケーションズ．

１９８４「明治ニュース事典」（第四巻）毎

日コミュニケーションズ．

梅根悟１９５９「中世の教育」（長田新監修「西洋

教育史」）御茶の水轡房．

１９６７「世界教育史」新評論．

１９６８「西洋教育史Ｉ」誠文堂新光社．

ウェーバー、Ｍ．

１９２０／２１ａ訳＝１９７１「宗教社会学論文集
への序文」（徳永恂訳、演島朗・徳永恂

訳「ウェーバー社会学論集」）青木書店．

１９２０／２ｌｂ訳＝１９７２「宗教社会論集序言」

「宗教；ｌ」：会学論選』（大塚久雄・生松敬三

訳）みすず轡房．

１９２０／２１ｃ＝１９７１「世界宗教の経済倫理序

言」（徳永恂訳、ｉ賓島朗・徳永恂訳

「ウェーバー社会学論集」）青木書店．

１９２０／２１ｄ＝１９７２「世界宗教の経済倫理序

論」「宗教社会学論選」（大塚久推・生松

敬三訳）みすず書房．
徳匿訳＝１９６４「都市の類型学」（世良晃志

郎訳）創文社．

山本哲士１９８４「教育の分水嶺」せんだん書房

山下恒男１９７７「反発達論」現代轡館．

安川寿之輔１９６４「義務教育の史的分析」（「日本の

教育史学」）第７集．

吉田熊次１９１９「西洋教育史概説」目黒轡店．
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〈“ここの場所”から〉

アボセタ！アボセタ？？アボセタ！！！

江端一起（京都前進友の会）

わしらは２４年間ずぅっと京都山科日ノ岡の地でやっ

てきた患者会でぇす。後半１３年間はやすらぎの里の名

前で患者会が設立母体で運営主体ちゅう共同作業所も

やっています。最初は行政が認めへんでねぇ。家族会

やったら即なんかもしれへんけど、運動体でなおかつ

患者会が作業所を設立するなんて許さないっていうわ

けですわ。それは凄い対行政闘争が３年も続いたんで

すよ。前進友の会のそもそもは悪徳コロシの精神病院
の代表みたいな十全会病院く電気ショックづけ・薬づ

け・ベッド縛ｉ：）付け・無資格診療・土地転がし・株買

い占め〉で肥え太り９ヵ月間で８５９人殺した（汐７４／９／２３朝

日新聞）その病院の入院退院脱走患者と看護補助のア
ルバイト学生で築き上げて来た患者会なんですワ。

８８

われらキーサン日々のセーカツ

わしら前進友の会やすらぎの里のキーサンのセーカ

ツのほんの一部ですケド毎日１０時ごろから、ボチボチ

と集まって来ます。好きなときに来て好きなときに帰

るんですヨ。鍵は持ちたいという人がもっていますの
でスタッフが開けなくとも鍵を持っている人は開けら

れます。行政用語で云うところの「作業所指導員」ス

タッフももちろん前進友の会のくなかま〉病者なんで

す。

月曜は好きなことを、したいことをするという日に

なっていて、ほんま好きなことしてるんですよ。手芸

したい、本読みたい、ダベりたい、買い物へ行きたい

とか。火曜は食事会で、みんなでメニューを決めて

作ってくみんなで食べること〉それで一日がすぎます。

一人暮らしのくなかま〉が多い事もあって、みんなで食

べる食事はサイコーすよ。水曜は、注文がきてたら

セッケン作りしたりするかなあー。それでも１時間以

上はせんなあ。でもねえ廃油からこさえるセッケンに

ワシらは誇りもってます。環境問題を考えるという方

向でつながっていけることもあるんですよ。後は入院

中のくなかま〉お見舞いにいったり、このところ姿を見
てへんくなかま〉のアパート行ってみたり。

木曜はミーティングですワ。すべてはここで決定さ
れるんですが、そんな１時間も会識してたらシンド

なってくるし大概午後２時から３時まで、それ以上には

やらんですわ。じゃあそれ以外の時間は何してるんだ

と言われれば、ほんま病者のたまり場ですとしか言え

んのですヨ。

金曜も食事会。でもこの時だけは、入院中のくなか

ま〉も迎えに行って総勢２０人ぐらいで一緒に食べるん

ですよ。壮観であります。

土日はやすらぎの里としては休みですけど、お盆正

月なんかもだけど、友の会として開けたりするし
ねぇ。これは大事なコト。そうそうソレに土日はセッ

ケンや手作り手芸品なんかもっていろんなバザーに参

加したりとか。夏は一泊二日温泉旅行に行くのが、年

間最大イベント。毎月一回「花に背かれたレク」つっ
てエ季節の花々を見に行ったりとか。今年に入って１

、１１１はハ坂神社へ初詣で、２月は北野天満宮で梅見、３月

石山寺で観梅、４月はお花見宴会、５月は琵琶湖へ、こ
の月１回のレクは楽しいんですよ。

みんなのセーカツの場所

日ノ岡荘の２階全部が前進友の会やすらぎの里なん

です。１５畳のみんなの部屋、大概みんなここで好きな

まずは、わしらの自己紹介



事してます。ほんまにほんまに、みんなの部屋。６畳

《ア）、紙爆弾Ｓ１造工場、別名事務室、輪転機・コビー機が

おいてあります。６畳の喫煙室兼宿泊室、事情があっ

て泊まりたい場合はここが宿泊室というワケ。

台所、ここは時々セッケンエ場にも変化。そして廊

下のつきあたりにはカーペットしいてテーブルおい

て、喫茶「ゆうゆう」つってえ２０円ほうり込んで自分で

コーヒーいれて飲んでます。６畳の倉庫とそしてトイ

レ。廊下には廃油が山とつんであります。

こ一いうトコロであります。

そうそうアポセタ１
アボセタ？？アボセタ１１１

「エバタさんという人はいマスカ。わたしは太秦警

察署の吉見です」「エバタはわいやけど何の用ですかい

な」ここで警察手帳がサッとでて、しかも顔写真が

はってあるトコ。「去年の３月、被害届出てる。当事者

のもう一方の話も聞きたいんで、署に自主的に来て話

して貰いたい」「断る、去年の話がなんで一年もたって

今ゴロ捜査なんや、おかしいやないか。わかってるや
ろ、これはアボセタ事件ちゅう右京福祉事務所が起こ

しよった、よりにもよって福祉事務所がやで、起こし

よった『差別』の問題なんやから、ハナシは逆やない

か。用はない、さっさと帰れ」

まるでテレビみたいですが、昨年９７年４月１８日午前

１０時半、なななナナンと前進友の会の玄関先での出来

事、アボセタ事件が１年ぷりに再発した瞬間です。警

備課の警備係長、しかも警部補が二人も、患者会「病

者」のたまり場に来たんです！

９５年アボセタ差別事件勃発

そもそもは３年前の９５年国勢調査の時の事件でし

た。右京福祉事務所が生活保護世帯の中から、国勢調

査で調査員の安全確保のため、問題を起こしそうなト
コの表をつくると称して「アルコール依存症・暴力

団・精神障害者・その他」をアボセタちゆう記号つけ
てピックアップしようとした事件でした。さすがに問

社会臨床雑誌第６巻第２号｛‘ＩＳ｝９８．１２．）

題を感じて抗議した職員に対して、豊田保護課長松下

第一係長は「プライバシー尊重のため、調査員は死ん
でも仕方ないではすまない」と豪語したと新聞報道さ

れました。この京都新聞９５年１０月１０日記事を見てくだ

さアい。

そのときわしらに起こったどよめきは、なんとも言

えず知れん「ああーあやっぱりヤッパリ福祉のケース
ワーカーはワシらのことそう見てたんか」という溜め

息と「わしら生活保護のケースワーカーにはイヂメら
れてきたよなあー」ちゅう心底から出できたうめき声

でした。

わしらの抗議

前進友の会は早速抗識文を出しました。３ヵ月間な
んの音沙汰もありませんでした。こちらから石邑右京

福祉事務所長に電話しました。無視されました。わし

らは抗議行動に起ち上がり、団体交渉をもちました。

わしらはこう言いました。「アボセタの表を作ろうと

した本人の豊田課長・松下係長に直接会いたいんや、

なんで『精神病者』が暴力団と並んで問題をおこすとリ
ストアップされたのか、この発想こそが「精神病者」に

対する差別偏見にもとずくからなのではないんか」

「「糟神病者」だけではなくて福祉事務所を利用してい

る全ての人々に分かるように謝罪を公表して欲しいん

や、だって生活保護は、すべての人がサイゴのサイゴ
に来るフクシの場なんやから」わしらの言うていった

事、全て拒否されました。
それではじめて市役所本庁の民生局地域福祉課に行

きました。湊福祉事務所運営担当課長も西村筆頭課長

も留守で、「どこに行ったのか」と問えば、課の誰ひと

りとして「課長二人の行った先を知らない」と言う始

末。しまいにゃあ、行き先標示板がかかってて、そこ

にハッキリと行き先が沓いてあるにもかかわらず、そ

れでも「わからん」と言われたのにはビックリ！役人と
は、凄いモンです。６月にもういっぺん行った時は警

備員まで動員してピケ張って一歩も入れへん。結局わ

しらの話を最後まで誠意をもって聞こうとはせんかっ

た。そしてもうこの時点では、警察に被害届出しとっ
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たんやなあ。

そして昨年９７年の４月１８日刑事が患者会に来たんで

す。即座に愛媛の患者会「ごかい」が抗議文をだしてく
誓はった。ありがたかったなあ、ほんま。京都滋賀精

神医療人権センターも。で、それから１ヵ月たっても

何事もなかった。ところが５月３０日、またしてもまた
しても患者会に刑事が。「そもそもアボセタちゅう差

別事件起こしたんはそっちや。なんでわいが行かなあ

かんのや、行く気はないで、はよ帰れ」と言うと「呼び

出し状おいてく、これからも何遍も来さして貰う

でエ」と言い残して立ち去りました。

にれから何遍も来る」には、ホントにまいってしも

うた。わしら「病者」のたまりばやで。「被害妄想」始

まってしまう。「病状」悪くなってきてしまうやない

か。刑事が「精神病者」の患者会に「これから何遍も寄

せて貰うから」と捨てぜりふを残して呼び出し状おい

ていくねやから。

事情聴取１

京都滋賀精神医療人権センターと相談の上、踏ん切

りました。警察の事情聴取に応じました。６月９日、１１

日、２３日と３回の取り調べを受けました。ケーサツの

調べはキツかったです。クタクタになりました。ツカ
レました。調べの最中に刑事が、「友の会通信」出して

きよる。あいつら持ってるんやなあ。一体ドコから手

に入れたんや。「天上天下」もしっかり読んではりまし

たわ。捜査しとったんや。

しかも団交当日の日付の診断書「みみずばれ全治４日

間」ちゅうようなんを出してきよる、ヤレヤレ。

警察捜査は終わり検察庁へ書類が行っているところ
だったんです；カｔ・今ヽ年９８年ショッパナ１月に２回も検察

庁に呼び出されました。ミッチリと検事調轡を取られ
ました。検事の取り調べもしつこかったあ。でも粘り

に粘ってわしらの言い分を全部しっかり調書に書いて

貰いましたでぇ。６月に入ってますが今のところ検事
の起訴するのか不起訴になるのかの処分待ちというと

ころです。

９０

こーいう時代

ついに福祉事務所の起こした差別事件に対して精神

病者の患者会が抗議したら警察検察に取り調べを受け

さされるちゅう時代が来たと云う事です。

でも、これって結局、ニーズ調査が精神保健福祉手

帳が精神科救急システムカｔＰＩＣＵが病院敷地内の援護

寮が、心のケアホームが、これら一体になってスマー
トでキレイで現代風の保安処分体制完成の域に達して

きたちゅう事ちゃいまんのか。しかも厚生省の露払い

を学会が日本精神病院協会とッルんでしてはりますが

な。そいで全精連・全家連が“当事者団体”として太刀

持ちして翼賛してまんがな。タマリマヘンナァー、こ
こにやあ“翼賛者”の姿はあっても“批判者”の姿は影も

形もあらへん。特に声を大にして叫びたいのは、現状
の「精神医療」の中で、国家資格カ吸しくて欲しくてタ

マランＰＳＷやら心理の諸君やらのモノ欲しがりの浅ま

しい根性は、まったくもって叩き直さなあかん。みん

なそろいも揃って〈制度政策提言ロセン〉のドッボには

まりにいっとる。酷い時代がきそうな予感です。

全国のくなかま〉のみなさん

おおきにぃ

でもーねえ刑事カ愉進友の会に来て以来、全国各地

の患者会なかまからの抗議文・抗議電話・抗議ファク

スの嵐が、福祉事務所や民生局そしてなんと警察署に

まで飛び込んで行って、ほんま各地のくなかま〉があっ

たればこそですわ。しかも今回社会臨床雑誌にも掲載

させてもろうて、ほんまおおきにです。わしらは闘い

続けますわ。トニカク処分を待つのはつらいもんで

す。みなさんおおきにいー。良かったら京都に逆びに

来てくださーい。

「天上天下【病】者反撃地を這う「精神病」者運動」

社会評論社刊（２１００円）。

「月刊むすぶ」９７年９号「特集これがキーサンのセー
カツとウンドーだあ！」京都ロシナンテ社刊。



全国のみんなといっしょに出しましタァ、宜しくお

願い致します。

キーサンカクメイバンザー-イ！！！

前 進 友 の 会

京都市山科区日ノ岡坂脇町７-５

ｔｅｌ．０’７５-５９１-７２２６ｆａｘ．７９２５

（編集委員より）

「アボセタ事件」について沓かれた京都新聞の記事

（１９９５年１０月１０日）を転載するように江端さんより依頼

されました。しかし、京都新聞は、「事件に関する記

事は、プライバシーの問題にもかかわるので原則とし
て転載できないことになっている」との理由で、当雑

誌への記事の掲載を断ってきました。そこで、「精神

病者らリストアップ図る」という見出しのついた記事

の内容を簡単にまとめてお知らせすることにします。

１・ｌｌ神病者らリストアップ図る

（京都新聞１９９５年１０月１０日）
１９９５年９月６日、京都市右京福祉事務所の生活

保護担当係長は、「国勢調査を安全に進めるため

に、生活保護世帯の中からア、ボ、セ、タの名簿

を作成してほしい」と指示した。「ア」はアルコー

ル依存症、「ボ」は暴力団、「セ」は精神障害者、

「タ」は「その他」の略である。係長によると、デー

：５叫又集は右京区役所から依頼されたもので、国勢

調査員とのトラブルを未然に防ぐために必要、と
いうことであった。「調査員の安全確保という公

益性は、プライバシーより優先される」と係長は

指示したという。
これに対し、職員は「精神障害者などをリスト

アップさせるのは偏見だ。リストアップは憲法、

地方公務員法、生活保護法の守秘義務違反であ
る」として抗議した。そのためこの指示は撤回さ

れた。

市は福祉事務所長、保護課長、係長の３人を口

頭厳重注意処分にしたが、事態を重くみた京都・

社会臨床雑誌第６巻第２号（１９９８．１２．）

滋賀精神医療人権センターは京都市に人権侵害と

して抗議する予定という。

９１
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〈“ここの場所”から〉

この夏、“脳梗塞”と言われて

８月９日、突然、目眩が襲って

８月９日夜１１時すぎ、ぽくは、広島被爆を記念するあ

るテレ１：ｒ番組を見終えたので、トイレに立った。する

と目眩がして足がふらついた。そして、その状態は、

床についても続いた。子どもの頃、野っ原で、友達と
一緒に両手を広げで旋回飛行”をした後に、そのまま

その場に座り込んで、空が回るのをしばらく見上げて

楽しんだことがあったが、ぽくは、この夜、その風景

を思い出した。このたびは、不快な事態だったが、目

眩は本当に久しぶりの体験だった。

ぽくは、翌１０日迄にどうしても届けなくてはならな

い小文を抱えていた。島比呂志さんが主宰する「火山

地帯」が４０周年になるので、その記念に寄稿を求めら

れていたのだが、ぼくは、島さんとの共著「国の責任
一今なお、生きつづけるらい予防法」を出したばかり

ということもあって、ぜひ寄稿させていただきたいと

願っていた。したがって、１０日はそのタイム・リミッ

トになっていた。ところが、この日、朝起きると、体

調は最悪になっていた。目眩と吐き気はいよいよ激し

くなっているし、立ち上がろうにも、足がふらつい

て、這うようにしてしか動けなかった。ぼくは、島さ

んに、ここ数日、お約束のものを届けられないかもし

れないと、電話でお詫びしながら、この日の仕事をあ

きらめた。

翌日になっても状態は同様だった。友人の医師Ｉさ
んに電話で様子を話すと、「メニエール病かもしれな

い、過労のためと思うが、しばらく症状は続くだろ

う、三半規管を侵す腫瘍の可能性もあるから、耳鼻科

で検査を受けた方がいいかもしれない」と助言してく

れた。そして、どこの病院カｔいいかについては、耳鼻

９２

篠原睦治（和光大学）

科医のＭさんに聞いてみたら、と電話番号を教えてく

れた。Ｍ医師は比較的近くにある都立病院を紹介して

くれた。
ここの病院は、ぽくも家族もかかった事がある。妻

は、そこで義父が検査であちこちと振り回されタ：ニ体験

を思い出して、もう少し体調が落ち着いてからにしよ

うと言ったし、ぽくも、そのような場所にすぐに出掛

ける元気がとてもなかった。

ありがたいことに、目眩が始まって三日ほど経つ

と、横になっているかぎり、目眩も吐き気もなくなっ

た。食欲も少しずつ出てきて、あたたかい麺類は美味
いと思うようになった。新聞も読めるようになった

し、気になる電話もした。しかし、島さんあての弁解

とお詫びの手紙は、沓かねばと思いつつも、その元気

までは出なかった。

１１１１１；ｔｉ１１塞を“確信”されることから

８月１４日になると、やわらかい牛肉が食べたくなっ

た。ぼくは、普段食いしん坊で、よっぽどでないと食

欲はなくならないのだが、前日までの数日がそんなと

きだった。久しぶりに、肉が食べたいイメージが出て

きて、これで大丈夫かなという感じもしたが、外出す

るには、まだ杖か人様の肩が必要だった。そこで、Ｍ

医師が勧めてくれた大病院に行く前に、まずは、行き

つけのＴクリニックに行ってみよう、ヒ思った。そんな

わけで、ぼくは、妻の肩につかまって、そこへ出掛け

ることにした。

そこのＴ医師は、ぽくの話を聞いてから、ぼくに、

目をつぶらせ、両手を前方に伸ばさせた。また、伸ば

したままの右人差し指をそこからそのまま自分の鼻に

向けて持ってくるようにと指示した。そして、歩いて



みるようにとも。その際、右手が下りがちで、その手

の平はどうしても内側に向いてしまうなど、ぼくはい

ずれの指示にも合格しなかった。

すると、Ｔ医師は「小脳梗塞の疑いがあります。す

ぐに入院したらどうですか？紹介状を書きますが…」

と言った。ぽくは、意外なことを聞くことになった

が、日頃信頼しているこの医師の言葉に、そのまま

「よろしくお願いします」と応えた。そのとき、夕刻に

なっていたが、Ｔ医師は、先方が受け入れることを確

認して、ぽくを近くの大学病院の救急脳外科に送っ

た。

初診に応じたＳ医師も、Ｔ医師が行なったようなこ

とをしたが、彼は、脳梗塞を“確信”したふうだった。

そして、すぐに、“ＣＴ”（コンピュータ断層撮影法）検

査、そして胸部・下腹部のＸ線検査を実施した。確か

に普段のようにちゃんと歩けたわけではないが、それ

でも、妻の肩につかまってとはいえ、ずっとこの日は

歩いていたのに、ふたつの検査室を回るにあたって

は、Ｓ医師は、看護婦に指示して、ぽくを車椅子に乗

せた。いよいよ“重病”患者扱いになったのだが、その

気分は急降下していった。

結果はすぐにわかった。脳梗塞を疑ういかなるサイ
ンも現われなかったのだ。しかし、Ｓ医師は、この

ＣＴでは、いま疑っている小脳とその周辺（脳幹部分）

が写りにくいので、疑いが晴れたというわけにはいか

ないと強調した。この辺りで虚血反応（血流停止の状

態）が繰り返されると、意識がなくなったり、やがて
は命にも関わってくるので、しぱらくは慎重に検査を

続けたいと言った。そして、順調にいって、検査で二

週間、リハビリで二週間、一ヵ月の入院になるだろう

と言った。

そう言われながら、ぽくは、この医師は初診の“確

信”にこだわっているなと思った。初診は見当をつけ

仮説を作ることであり、それゆえに確認の諸検査を重

ねるのではないかと反論したくなった。さらに、

「・・・であると、‥・となる」といった具合の説明

の仕方は、いくつもの仮定を重ねてその上で断定して
いく砂上の楼閣になっていると思った。その挙げ句に

「命が危ない」まで言ってしまうのだから、「私の言う

社会臨床雑誌第６巻第２号｛‘ＩＳ｝９８．１２．）
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よ」といった脅しの感じになっていると思った。

ぽくは、この医師の説明を聞きながら、こんな感想

を心の中で持ったのだが、口で言い表わす元気はとて

もなかった。というより、そんな元気がどんどん奪わ

れていく感じだった。一方で、これらのセリフの下

で、「もしかすると、ぼくは間もなく死ぬのかもしれ

ない」という、押さえ付けられた暗い気持ちになった

のも事実である。この話を一緒に聞いていた妻も、同

様な複雑な感想を持ったようである。

主治医Ｋ医師はＳ医師とは違って

この夜から、Ｓ医師の“確信”となった脳梗塞という

診断とそれゆえの治療方針のもとに、２４時間体制で点

滴が開始された。脳内血流を促進する薬液と同時にそ
れを体外に排出する催尿機能の液体を大量に常１時左腕

から流し込むのだが、この他に、こ（７：）点滴には、吐き

気止めと下剤が入っているらしい。

もともと頻尿気味のあるぼくなのだが、この晩は、

常時尿意に悩まされた。慣れない尿瓶でするのだが、
そのたんびに尿は大量に出た。だがすぐに尿意は襲っ

てきた。加えて、二度、三度と下痢のため点滴を抱え

ながらトイレに駆け込まなくてはならなかった。やが

て夜が明けた。疲れ切った一晩だったのだが、ぽく

は、この種の疲労困慰こそが体によくないと心配に

なってきた。なにせ、この体制が二週間は続くという
のである。

この朝、主治医になるというＫ医師が現われた。彼

は、「ＣＴ写真上には何も出ていません。脳梗塞の疑い

はないと言ってよいでしょう。虚血反応もなかったと

思います。それに、目眩も吐き気もなくなったという

のだから、心配しなくていいと思いますよ」と、先の

Ｓ医師とはまったく違う言い方をした。このとき、ぽ

くは、この無韻嘩点滴体制は苦痛だし疲れるのだが、
と述べた。Ｋ医師は「これは、当初の判断にもとずい

て、そうしたのだが、その疑いが哨れてきたので、日

中だけにする」と約束した。そして、「あと、ＭＲＩ（磁

気共鳴映像法）だけは取らせてほしい」と言った。ＣＴ
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よりも梢度の高いものなのだろうか、どうやらとどめ

の検査ということらしい。Ｋ医師にとっては、ひとつ

の俄式といってもいいのかもしれない。最後に、ぽく

の質問に答えてだが、「本を読んでもいいし、手紙も

沓いてよい」と言った。このとき、ぽくは、思いもか

けず、うれしい言葉の数々に出会ったのである。
このＭＲＩ検査は、その翌日（８月１５日）だったが、検

査結果を知らされるのは１８日になってからだった。後

述するが、この結果によって、ただちに、退院許可が

下りることになる。

病室に出入りする人々

それからの二、三日、点滴は日中に限られた。島さ

んには、とうとう拙文を書けなくなった、そのお詫び

の葉沓を轡いた。同僚Ｋさんには、月末までに、ぽく

のところで完成しなくてはならなかった仕事を頼んで

しまった。ある原稿の急ぎの校正だけはベッド上で行

なった。そして、テレビと活字を見て時間を過ごし
た。

同室には、ぽくの他に二人の患者がいたのだが、二

人とも、愛想のない人たちで、ぼくが声を掛けると一

言短く返ってくるだけで、会話はそれでおしまいに

なった。それでも、決して感じの悪い人たちでなく、
ぽくも気を遺うことなく、のんびりと沈黙の時間を過

ごすことができた。面会時間になると、家族の者たち

が入れ代わりに現われて、おしゃべりをしていった。

ある日の帰りに、三女夫婦と原洒なレストランで美味
い料理を食べたようで、退院祝いはここでやろうと三

人で話したのだと、妻は、その翌日、報告してくれ
た。そういえば、入院生活は高校ＩＩ孝代に急性豚臓炎で

手術して以来である。今年、６０歳を迎えたのだから４０

数年ぶりである。

ところで、点滴が終ろうとする頃、トイレに立ちた

くなるとき、そして、なかなか眠れず睡眠薬をお願い

しようとするときなど、ぽくは、ベッドに備わってい

るナース・ルームヘのベルを押した。すると、看護婦

が飛んでくるのだが、そのたんびの顔は大抵違ってい

た。担当看護婦が一応付くようだが、随時の対応には

９４

手の空いている者が誰でも走ってくる。そして、用件

が終って、退室する際には、尿瓶に溜まった尿を必ず

捨ててくれた。これは恐縮することだったが、特定の

看護婦さんにいつもお願いすることにならないのが救
いだった。その中に、一人だけ看護士がいた。彼は

なったばかりらしく、点滴用注射針の打ち方が下手

だった。彼がやると、必ず血がしばらく止まらなかっ

た。だが、同性のよしみもあってと思うが、彼とはお

しゃべりを楽しめた。

入れ代わり、医師たちが現われて

８月１８日の午前中、初診に立ち合ったＳ医師が一人

で現われて、「あの日のあなたの状態からして、一過

性の脳梗塞は疑うことができない。少なくとも、虚血

反応はあったにちがいない。この点滴はその進行を防

ぐために必要である。忙しくて、早く退院したいとい

うなら仕方がないが、私が息子の立場だったら、あと
一週間、点滴を続けることを勧める」と話した。どう

やら、この医師のあの“確信”は、いままでの検査結

果、その後のぽくが示す臨床像、そして、同僚の意見

から揺り動かされているようである。それならそうと

言えばいいのに、この人はすごぷる頑固である。ぽく
は、多少のやり取りはしたが、次第に不愉快になっ

た。そもそもこの人と話してさわやかになったことが

ないのだ。この人とは二度と話したくないと思った。

幸い、主治医はＫ医師である。

午後になると、ちょび髭を付けだ部長”と言われる

偉そうな先生が、Ｓ医師とＫ医師を同伴して現われ
て、「あなたのような場合、普通だと三年以内に再発

する可能性は２５％だが、４日間にわたって点滴をした
ので、予防的処置が取れたと思う。この治療はそれな

りに意味があったのですよ。いつでも、退院してよろ

しい」とぼくに言い渡した。午前中にぽくはＳ医師に
いくつかの疑問を呈していたのだが、どうやら、この

ことが“部長”に伝わっているらしく、彼は、部下をか

ばうようにして弁解しているようにも思えた。このと

き、Ｓ医師は何も言わなかった。Ｋ医師のほうは、「あ

とで、詳しくＭＲＩについての説明をします」と言って



一緒に立ち去った。

ぼくは、Ｓ医師のいない所で、Ｋ医師の説明を聞き

たいと思った。既に触れた看護士に簡単に理由を話し

て、そのことをＫ医師に伝えてほしいと頼んだ。彼

は、事情がすぐ飲み込めたようで、そのようにはか

らってくれた。

Ｋ医師は、ぽくにＭＲＩの写真を見せながら、「写真は

とてもきれいですね。動脈硬化に伴う虚血反応は見ら

れなかったと言っていいでしょう。血液検査の結果に

も問題がありません。普通の生活に戻っていいです

よ」と説明した。そして、そこでも付けてい式こ点滴を

すぐに外すようにと看護婦に指示し、「退院は、いま

すぐどうぞ」と言った。ぼくは、それまで翌日にしよ

うかと思っていたが、すぐに帰宅することにした。妻

と次女が迎えに来たときには、身仕度はしっかりでき

あがっていて、ふたりには、日頃に似合わないことだ

と笑われた。

６０歳のとき、ぼくはぺ９はり病気をしたのだ

その後、一週間ほどして、大学病院を紹介してくれ

たＴ医師を尋ねて、「おかげさまで、脳梗塞の疑いは

晴れました」と言うと、彼は、首を傾げて「念のため

に、脳血栓予防の薬を出しておきましょう。しばら

く、この薬を飲み続けてください。くれぐれも無理を

しないようにしてください」と言うのだった。最初に

相談した友人の医師、Ｉさんも無事を喜んでくれた

が、「一過性に動脈硬化とか虚血反応があったか、そ

れとも、何もなかったのか、いずれとも言えません。

二、三週間は無理をしてはいけませんよ」と言った。

また、職場や学会で長年つきあってきたＯさんは「やっ
ぱり脳梗塞はあったのよ」と言った。近い人ほど、「病

気だったと自覚して、今後に備えよ」と言ってくれて
いるのである。それはそれで有り難いことだった。

そう思うと、あの；墟１：：１也悪げなＳ医師の臨床・経験主

義的な“確信”に一部の理があったのか、それとも、事

実は、検査結果に基づいで実証科学的”に脳梗塞の疑
いを晴らしてくれた、あの親切な主治医、Ｋ医師の言

ｘ戸分通りだったのか、ぼくにはよく分からなくなって

社会臨床雑誌第６巻第２号｛・ＩＳ｝９８．１２．）

いるし、いまとなっては誰も分からない。そもそも、

ぼくには、どちらでもいいことのように思われてき

た。ただ、有り体に言えば、Ｓ医師が主治医だった場

合、ぽくの処遇は今回の場合と違っていたにちがいな

い。やはり、このことはラッキーだったと言わなくて

はならない。

振り返ってみると、八月初旬からに区切っても、ぼ

くの生活はハードだった。風邪を引きながら、若者た

ちと三泊四日の合宿を過ごした。帰ってすぐに、聞き

取りのため遠出をした。その翌日から疲れが残ってい

るまま、急かされている原稿を轡き上げねばとワープ

ロに向かった。その論文に登場してもらうほとんどの

人物たちは知り合いだが、紙上では彼らを批判的に論

じなくてはならなかった。そんなことを、四、五日も

続けると、心身ともに苦しくなっていった。そんなあ

る晩、あるテレビ番組を深刻な思いで見終ると、目が

回りだしたのだ。この番組が引き金になっている。

ここで、ぼくは、したがってぽくの病気は心因性で

あった、などと言いたいのではない。生活する中で肉

体が病み痛んだことは間違いないのである。退院後、

ぽくは、幾つかの約束をキャンセルさせてもらい、寝

たり起きたりの生活をした。おかげで、横になって休

む癖がついた。そして、日頃だとなかなか読めない、

もともと読みたいと思っていた何冊かの本を読むこと

ができた。

九月早々に、学生とのゼミ合宿に行くことができ

た。そして、９月１２日には、島さんからの依頼で前々

から約束していた、奈良での講演も無事に終えること

ができ、ホッとした。いま、やっど復活 ” した感じが

している。それにしても、６０歳で出くわした、この病

気体験を境にして、５０代とは違う、６０代の生活のペー

スが新しく生まれているような気がしている昨今であ

る。０！）９８．９．２４．）

９５



社会臨床雑誌第６巻第２号（‘１９９８．１２．）
〈“ここの場所”から〉

東 京 犯 罪 被 害 者 支 援 セ ン タ ー に ご 協 力 を

島 谷 直 子

東京犯罪被害者支援センターは、（１）被害者援助に

関する専門家および諸機関への紹介、（２）被害者に対

する給付金支給法の紹介と手続きの援助、（３）電話に

よる相談受付などを内容として、昨年６月に活動を開

始した。各地の犯罪被害者支援組織が、警察の援助を

受けて行われているのにたいし、民間のボランティア

団体であることが特色といえる。また、会長が元日本

弁護士連合会会長の土屋公献さんであることや、運営

委員・賛同人に弁護士が含まれていることから、法律

相談に応じられる体制があることもユニークな点とし

ていえる。

現在、電話相談は、毎週、月曜日と金曜日の１０時か

ら１７時まで行っているが、相談員の充実が求められて

いる。とくに、これまでの相談内容の分析は、犯罪被

害者が何を必要としているかを知る意味で重要と思わ

れることから、こ（７）点についての専門家のアドバイス

も必要としている。「犯罪被害者」問題に関心があり、
ボランティアで支援センターに参加してくれる人を

募っている。

９６

以下に、死刑廃止運動をしている者として、いわぱ

「裏口」から、犯罪被害者問題に出会った私が、現在、

考えていることを沓いてみたい。

アムネスティ日本支部などの招きで、昨年１０月に来

日したシスター・ヘレン・プレジャンは、明治大学大

学院で行った講演で、「犯罪被害者」問題を考えるうえ
で、非常に重要な指摘をしている（「年報・死刑廃止

９８」「犯罪被害者と死刑制度」インパクト出版会）。

東京犯罪被害者支援センターに参加して疑問に思っ
たことは、とくに電話相談というかたちの心理カウン

セリングに、どの程度の専門性が要求されるのか、と

いうことである。現在、電話相談を中心的に担ってい

る人は臨床心理士という「専門家」だが、相談員の適格

性を判断するハードルがあまりにも高く、素人のボラ
ンティアがなかなか相談員になれない状況がある。

シスター・プレジャンは、実際に自分が犯罪被害に

あった人や殺人事件で家族を失った人の話を数多く聞

いた経験から、「私たちができること、それは人間と

して共感をもって聞く、相手を尊重しながら聞くとい

うことしかありえ」ないことを指摘している。さら

に、アメリカでも「あらゆることを専門家に任せてし

まおうという傾向」があるなかで、「素人」の果たす役

割の重要性を強調している。

「サバイブ」という被害者グループをつくった経験

（「一生を通じて、被害者遺族というレッテルを貼られ
たくなかった」ので「生存、生き続ける」という名称に

したという）からは、このようなグループのリーダー

に求められていることは、「どうやって悲しみを癒す

のかを学ぶ必要はあるが、そのことの専門家である必

要はない」と指摘する。そして、リーダーの多くが、

自分自身は犯罪被害を受けた経験をもっていない人々

であるという。なぜなら、日々、活動を続けるにはエ

ネルギーが必要で、被害を被った経験のある人には、

それだけのエネルギーがないからだ。
つまり、「素人」であることは、犯罪被害者の支援を

していくうえで、障害にはなりえないということだ。

もし、電話相談員に適格性が求められるとすれば、相

手にたいして「共感」と「尊ｌ重」の態度を示すことができ
るかどうか、だけなのではないか。

また、「専門家」の心理カウンセラーが、場合によっ

ては、犯罪被害者の障壁になることもありうるのでは

ないか、と危惧する。

犯罪被害者が「決して癒されない傷」を生きている限

り負い続けるとしても、「生存、生き続ける」ことの内



容には変化がある。シスター・プレジャンは、一般的
には、時間の経過とともに被害者遺族の怒りは減って

いき、復讐の気持ちが薄らいでいくという。また、被

害者遺族が向き合わなければならないならない感情
に、「罪悪感」があり、こういう感情を口に出せるよう

になるまでにも、長い時間がかかることを指摘してい

る。そして、直線的に段階をおって癒されるものでは

なく、自分の憎しみを押さえられるようになって、復

讐したい気持ちから離れられ、悲しみに移行すること

ができると思ったときに、あることがきっかけとなっ

て、また逆戻りするようなこともあるという。そう

いった各段階に、どう現実を受け入れ、いかに乗り越

え、生きていくのかということの支援が必要とされて

いる。「専門家」のなかにも、白身が、ざまざまな内容

の「被害者意識」にとらわれている人がいる。私が、あ

る時あった女性のカウンセラーは、レ・ｒプ事件の目撃

者だったことから「加害者」に脅え、犯罪にたいして実

に厳しい見方と態度を持っていた。そのように「被害

者感情」にとらわれている「専門家」が、犯罪被害者の

自立を促せる、とは思えない。自身穏妻雁れていないか

らだ。

私は、今年の２月と３月に、坂本弁護士一家殺害事件
の被害者・都子さんの父である大山友之さんと甲府信

金事件の被害者・内田友紀さんの両親にお会いし、話

を聞く機会を得た（大山さんのインタビューと内田さ

んの訪問記は、「年報・死刑廃止９８」に掲載）。死刑廃

止の立場をとっている私たちに対し、いずれも親切に

対応してくださったことに、そして、異なる立場の者
同士が、確かな「ことｌ」’」を交わせたことに感動した。

私は、この経験を通して、加害者の支援に関わる者と

して、加害者が「謝罪」するためのシステムづくりの必

要性を痛感した。
大山さんは、「奪われた命の数だけ絞首台に乗せて

欲しい。本当に下げるのはそれからにして欲しい。死
《ア：）恐怖をとことん昧合わせたあとにして欲しい。それ

までは落とせば綱が切れるような形で、（死刑の執行

を）やって欲しい」といった。事件に対する責任を認め

ようとしない神奈川県’１１１やＴＢｓ、事件の真相をいっこ

うに明らかにできない裁判所、「嘘」をついて罪のなす
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り合いをする犯人への怒りと憤りが、大山さんの全身

から伝わってきた。「いつまでも被害者ではいたくな

いですよ」ということばが、忘れがたく心に残ってい

る。

内田友紀さんのご両親は、友紀さんの思い出と、

「生きていれば今頃‥・」といった想念の中で、娘を

護ってやれなかった罪悪感にとらわれていた。近隣の

思いやり深げなことばに傷つけられ、自分たちばかり

が深い悲しみを背負っていることに耐え難い思いを抱

いているように思われた。「久しぶりに友紀の話をし

た」ということぱからは、家族のそれぞれが、お互い

をいたわり、「悲しみ」に触れぬように暮らしている様

子が窺われた。

大山さんと内田さんのお話をお聞きしながら、被害

者遺族が、二重三重に被害にあっている事実と、地域

社会の中で孤立している状態を知った。アメリカで

も、被害者の孤立状況は、日本とあまり変わらないよ

うだ。シスター・プレジャンは、「葬儀のあと、誰も

私のところへ来てくれません。私が伝染病患者である

かのように、みな私のことを避けるのです」という、

被害者遺族のことばを紹介している。「遺族を避けて

しまう」ことが起こっている。

そうした状況の中で、いま、ようやく各地で、犯罪

被害者の支援運動が起こり始めている。また、被害者

遺族同士がネットワークを作り始めたり、警察や検察

庁に要求を出すというような、活発な運動も起こって
いる。

東京犯罪被害者支援センターも、そうした動きに押

されるようにして発足した。私は、シスター・ブレ
ジャンのいうように、専門家に任せてしまうのではな

く、私たちのできるところから、「素人」が犯罪被害者

（遺族）の深い悲しみや苦しみを理解し、犯罪被害者

（遺族）が生きていく上で警廊謐条件づくりをしていく
ための運動を展開していきたいと思っている。そのた

めに、「専門性」という障壁をとりはらい、「素人」を尊

重する運動の実現を図りたい。ただ、そこで、たいせ
つなことは、信頼に足る専門家（心理カウンセラーや

精神科医、その他の専門医、弁護士、宗教者など）と
のネットワークをどれだけ充実させられるかというこ

９７



社会臨床雑誌第６巻第２号（１９９８．１２．）

とにあると思う。そういった意味から、多様なかたち

の、ご協力をお１１１１い・したいと思っている６

９８

東京犯罪被害者支援センター（事務連絡先）

ＴＥＬ（）ｊ１４４１Ｓ５-１８５１（対馬）
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編集後記

本号の発行が大幅に遅れてしまいました。申しわけありません。「現代社会とカウンセリング」出版、第６回総会の記録の

出版、そしてこの雑誌の発行と、編集作業が重なってしまいました。‥・と言い訳をしているのですが、遅れたのはこの

ためではありません。私の「ずぽらさ」「作業能力」のなさが一因です。平井さん、林さんの作業の早さを目の当たりにしてい

ると、自分のなさけなさが浮かび上がってきます。

篠原さんもすごい。〈“ここの場所”から〉に吝かれているように、篠原さんは体調を崩しています。夏と比べれば良いよう

ですが、まだ体調良好とはいえないようです。それでも、私よりも多くの事をきちんとこなしている。「すごいなあ～」と思っ

てしまいます。

（中島）

「「遅れた」というのは多分、「理想に較べて」遅れたんだ。だって、本当はいつだって今頃出てるんじゃなかったっけ」。

いつも現実よりも理想を、本当はそうあることよりも、そうあって欲しいことの方を大切にしているのが僕らの毎日なの

かなって思います。

「今年はなかなか寒くならなかったから紅葉が遅い」とか「色づきが悪い」とか、本当はもっと早くから紅葉して欲しかった

り、もっと真っ赤や真っ黄色になって欲しかったりして、目の前の現実を評価してしまう。

それが昂じるとついには、滑りたいばっかりに雪の降らない山に無理矢理雪を降らせてしまったり。だったらよっぼど屋

内スキー場の方が潔い感じがしたりします‥・。

でも、実際滑っている時には、自分の足が踏み固めている雪が、人工降雪機の力で降った雪なのか勝手に降った雪なのか

なんて分からないんですよね、それが僕らの毎日。僕らの現実。僕らの毎日って、現実の上に理想を無理矢理被せて、それ

をドスドス踏み固めて、また否定するための現実を作っている、そんなもんなのかもしれないな、って、突然思いました。

（林）
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お埓ｔ，ヽ・はやい
ひくい・たかい

・讐贋が役に立つ

「こどもも先生もたのしい
楽々授業レシピ」

「学級経営の基礎」
先生の悩みききます
「大人の保健室」
だれにもきけない話せないことをみんなで考える
「先生のためのＱ＆Ａ」
゜洽漂潔共通なのか

「耳ダコ先生のおことば・
親のおことば」
●鸞霖思いわけから教育委員会への乗りこみ方まで

「スクール交際術」
学駁のどこを変えればいっしょにできる？
「病気や障害をもつ子と学校」
あなたの味方探します
「親と子のためのＱ＆Ａ」
繋゚１？？？惣霖ｙｉｉ１１ふ。

「不登校’９８」
規制緩和の学校建築
「校舎を変えたい」
「食の教育」というけれど…
「これでいいの？給食」
：`お・は，ｉ特派員発信
「４７都道府！展情報ファイ」レ」
●ｉ；会員さんの

「環境教育はまちがっとる」
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応芯Ｚ＆．うｔ
争皿ｔｆてし家ったと言の弁明

● ●

ｉ’おそい・はやい・ひくい・たかい．！は、既成のｌｌｌｎＩＩＩ‘．旨にとらわれないでｊＩ-１１１１１’の考え方
とが法で少しずつ教ｆｌ゛や十仕を卵しいものにａｌ」り１１１１：そうとする「学校マガジン」です
十校をすみずみまで七配しているｙはやくて鳥いことが良きこと、ｉというｆ「１泌重穏をいち

と凍結してみませんか．
みなさんが臼こと９たこの７お・は．りよ、斬新で味のある（おそさ・ひくひ）笑学」といっ

た夢のようなみずみずしい自｜ｌｉｆＪＩ’ＩＣ収を［現実の中］に’｜・・．み出すことをねらっています
学校マガジンｉ｀お・はｊをｊｌモしく（・ｊ使って、ユーモアと笑い、意外性、そして、したたか

こｊ‘ｊｌ恵を身につけ、学校を折ｙご；．こ（ｉｌｌりかえることをりｆｔいＣＩｌｊｎｌします

●創刊号（９８年１１励たとえば逆上りで、たとえば分数で…

「 学 校 で つ ま ず く 人 生 」
●Ｎ０．２（９９年２月）いわずにはいられないこのコトバ…

「 宿 題 し な さ い ！ ！ 」
●Ｎ０．３（９９年５月）最悪の先生にあたってしまったと

「 担 任 に は ず れ た ！ ？ 」
●Ｎ０．４（９９年８月）死を招く競泳、アトピーを悪化させる腰洗い槽、
スイミングクラブだのみの水泳指導…

「 学 校 の フ 句 レ の 危 険 度 」

お求めは…咩０４６５（６４）０８８７ジャパンマシニストＦｔＳ暦４雪沓ｏ

http://wwwｉも兄１呈も｜ｉ面｜でｉＳｉｌ兄でｕｌｉ；１１２ｊじ｜ろいｉｉマフ；ツフ

角ｉｉｉｉｉｌｊ
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森田理論青木薫タ、・
【神経質の心理】／【神経質の心理】
森ｌｌｌＪ！１１論１まｆｙ７：的な哲学であり、人川
心理の自己変革の立劣に立つ心川学で
あって、人々に’ヽ １９遍的にｊ削ＩＩ川’能な精
神療法といえる。ｊＪＺ理論の決定版！

２冊組＊本体３４９５円

精神医療１４号
㈱【特 集 】 … 精 神 科 看 護 の い ま と 未 来
ｌ俘婬Ｉ叶｜・拓凛とこ４ま善，なの関

心 で い い の か ？ そ れ と
も石６僥ｊｔｌ論に口｜」し乙ご看護
で な け れ ば な ら な い の か
？ベテラし・一了ｌ護婦・看
１ １ 砥 ｜ が 川 誹 石 泗 ） 試
み１・‘｜ら淡会・「ｌ’ｒａｌｌｌ看護
は い ま … 」 を 俳 裁 。 人 紙
デザインも一一斬，柚神医
療 に 新 た な 問 題 提 起 を 行
今，う。，………？り，本ｌｉｔ？ｊ，？７叩円，

■
精
神
医
凍
一

ｒｒｙ。ｓ，。ｒ。「
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クィア・スタディーズ’９７
クィア・スタディーズ１９７編集委員会編

定価２６００円十税
特集はｒ婚姻法／ドメスティックパー
トナー制度」。また、トランスセクシ
ュアル、トランスジェンダー、インタ
ーセクシュアルの論文により、性同-

性障害治療の経過報告と現場の声を収
録した。欧米のクィア・セオリーズを
ふまえたオリジナルな理論で、現代セ
クシュアリティの新たな地平を探る。

クィア・スタディーズ’９６
クィア・スタディーズ・９６編集委員会緬

定価２０００円十税

「性」を考えることは、生き方や存在
のありよう、他者との関係性を見つめ
直すことー-。
既存の性制度／性秩序に疑問をもち、
それを当事者として積極的に解体、再
構築していこうとする「クィア」たち
の声を集めた。これを読ますして〈性〉
は語れない！！

七 つ 森 書 館
〒１１３-００３３東京都文京区本郷３-１３-３
ｔｅｌ、０３-３８１８-９３１１ｆａｘ．０３-３８１８-９３１２

日本初！！
レズビアン、バイセクシュアル、
トランスセクシュアル、Ａセクシュアル……
〈異性愛者ではない女性〉たちの
生の声を、大規模に収録！！

Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ Ｅ Ｎ Ｔ Ｓ

Ｃｈａｐｔｅｒ．１セクシュアリティ

Ｃｈａｐｔｅｒ，２恋愛

Ｃｈａｐｔｅｒ．３カミングアウか

Ｃｈａｐｔｅｒ．４結婚

Ｃｈａｐｔｅｒ．５か’μ動

ＣＩｌａｌ）ｔｅｒ．６々μと忿諭

Ｃｈａｐｔｅｒ．７茎活

Ｃｈａｐｔｅｒ．８マイノリテｆであるごと

レズビアンやハイセクシュアル女性、トランスセクシュアル
などが集まるサークルや情報誌を足がかりとした、日本で初
めての意識調査。
１０代から６０代にわたる、さまざまな場所に暮らし、さ

まざまな仕事に就き、さまざまなライフスタイルを持つ彼女
たち、その悩み、喜び、自我のめざめ、恋愛観、結婚観など
が、リアルに浮かび上がる。
さらに個人に迫るインタビューも収録し、〈性的少数者〉の

責重なデータとしてだけではなく、現代日本に生きる女性たち
の人生のドラマがかいま見える一冊である。
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